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求められる外国人船員の確保

英文

　外航中小船主協会（船主協会のオーナー部

会）の会員は、その主力を従来のオーナー業

から船舶管理業に移行してきている。自社船

舶は保有していないが、船舶管理業者として

新たにこの業界に進出している企業も増えて

いる。こうした企業を船主協会は受け入れて

いない現状を大いに疑問としたいところだが、

それは別の機会に譲るとして、ここでは船舶

管理の根幹となる船員の問題について考えて

みたい。

　船員管理は基本的に国際競争力を維持でき

るコストの船員を確保し、安全運航を旨とし

て存在するところに意義がある。日本人船員

に代わって途上国の船員が増加の一途をたど

ってきているのは、ご承知の通りである。

　途上国はそれなりに船員教育に力を注いで

いるが、近年のより安全性を追求する世界的

な傾向から船員の高目化が求められ、苦慮し

ている国が出てきている．日本船社は船員供

給国の船員の水準をいかに日本的管理にマッ

チさせるかに工夫をこらし、実績を挙げてい

る。供給国の多様化にも努力しているが、今

後に不安を感じているのが現状である。

　日本はODAなどを通じて途上国の船員教

育にも援助をしているが、これが日本船社の

船員供給源として有利に活用されるところま

でに至っていないのは残念である。業界とし

て、官民一体となった方策を推進する必要が

あるように思われる。

　日本船中の外国人船員供給源の筆頭はフィ

リピンである。大手船社は現地にトレーニン

グ施設を設けグレードアップに努めているが、

単独で外国人船員確保に乗り出せない船社は

現地のマンニング会社に頼らざるをえず、何

らかの対策を考えねばならない時期にきてい

る。

　この度、法整備が前進し、国際船舶として

日本籍船に外国人職員の登用が可能になった。

フィリピンでの講習が前提となっているが、

フィリピンで日本国の承認をとろうとする意

欲をもって手を上げる船員が何名現れるだろ

うか。講習時間は決まったが、費用はいくら

掛かるのか、また船機長になれないという制

約が彼等にどのように映るのか…。解決しな

ければならない問題は山積している。利用し

やすい制度の完成が待たれるところである。

　歴史的に見ると、船機長の自国船員2名体

制は15年戸前に英国やスカンジナビアで導入

されている。英国ではこの政策は3年しか続

かなかった。自国船員の不足と、途上国の船

員でも船機長に十分なりうることが分かった

から、と言われている。

　グローバル化の最先端にある当業界にあっ

ては、労働市場の抜本的な流動化の促進を率

先して要請していくことも重要な役目ではな

いだろうか。

せんきょう　平成11年9月号 □
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1．運輸省の予算概算要求・当協会の税制改正要望

　　ま．とまる

平成12年度海運関係予算概算要求・税制改正要望について

1．海運関係税制改正要望

　平成12年度税制改正要望については、7月28

日開催の当協会定例理事会において下記の項目

を要望することを決定した。

　海運関係税制としては、船員訓練設備の特別

償却制度、国際船舶の登録免許税の軽減措置、

外航用コンテナの固定資産税の軽減措置など期

限切れを迎える措置の延長を要望するとともに、

他の海運関係団体等の税制要望事項についても

これを支援できるものについて当協会要望事項

に加えている。

　このほか、船舶の特別償却制度や圧縮記帳な

ど適用期限内にある諸制度についても、見直し

が検討されることとなれば、その存続を働きか

けていくこととした。

　また、同理事会では、一般税制については、

税制の国際的イコールフッティングおよび産業

の競争力の確保の観点から下記の項目を要望す

ることを決定した。

　経団連では、昨今の国内経済の長期にわたる

低迷から脱却させ、経済を安定的な回復軌道に

載せるためには、企業の国際競争力の基盤強化

に向けた抜本的な税制改革（税制の国際的イコ

ールフッティング）が必要である旨提言がなさ

れており、海運業界としても、このような観点

から、主要海運国より不利となっている船舶の

減価償却制度の見直しをはじめ、連結納税制度

の早期導入等を要望していくとともに、特定外

国子会社に係る留保金課税の改善（いわゆる赤

黒合算の問題）として、特定外国子会社を含む

連結納税制度の導入および次善の策としてのタ

ックスヘイブン税制の部分的改善などについて

せんきょう　平成1／年9月号



も要望していくこととした。

平成12年度税制改正要望事項

［海運関係事項］

i．船員教育訓練施設の特別償却制度の延長

2．国際船舶に係る登録免許税の軽減措置の延

　長

3．外航用コンテナに係る固定資産税の軽減措

　置の延長

4，外陣埠頭公社が所有および今後取得するコ

　ンテナ埠頭に対する固定資産税・都市計画税

　の軽減措置の延長

5．内航海運暫定措置事業の円滑な実施のため

　の特例措置の創設

6，内航用コンテナに係る固定資産税の軽減措

　置の創設

7．エネルギー需給構造改革推進投資税制の延

　長

8．中小企業新技術体化投資促進税制の延長

9．中小企業投資促進税制の延長

［税制の国際的イコールフッティングおよび産

業の競争力を確保する上での要望事項（一般

税制）］

1，船舶の減価償却制度の見直し

　償却可能限度額の引き上げ

　船舶の耐用年数の短縮

　船舶の大改造等資本的支出を行った場合の

耐用年数の改善

2．連結納税制度の早期導入

　　国内子会社に加え、直接・間接保有100％
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の特定外国子会社についても連結納税制度の

対象とする

3，特定外国子会社に係る留保金課税の改善

　上記の特定外国子会社を含む連結納税制度

の早期導入が認められない場合は次善の策と

　して以下の改善

　・課税対象留保金額の計算上、同一一国の同一

　業種の特定外国子会社（便宜置籍国の仕組

　船会社等）については全ての子会社の損益

　　の通算を認める

　・課税済留保金額の損金算入制限の緩和

　・控除未済課税済配当の控除期間制限の撤廃

　・軽課税国の判定基準（いわゆる25％基準）

　　の引き下げ

　・適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」

　　を外す

4．特定外国子会社の設立における特定の現物

　出資の課税の特例の改善

　　特定の現物出資による特定外国子会社の設

　立については、国内子会社同様に本特例を適

　用する

5．外国税額控除制度の改善

　　控除余裕額、限度超過額の繰越し期限の撤

　廃または延長

　　間接税額控除の対象範囲制限（孫会社まで）

　の撤廃

6．日本船主責任相互保険組合の法人区分の変

　更

　　船主相互保険組合を法人税法第2条7号に

　規定する「協同組合等」から同条第6号に規

　定する「公益法入等」に変更すること

團



囲

7．長期保有（10年）の土地から償却資産（船

　舶を含む）への買い換えの場合の圧縮記帳を

　認めること

8．欠損金の繰越期間の撤廃または延長

9．欠損金の繰戻し還付の不適用措置の廃止

10．受取配当金の益金不算入枠についての制限

　撤廃

11．交際費の損金算入が可能な対象法人の拡大

12．退職給与引当金制度について役員について

　も認めること

13．適格年金制度の改善

　　予定利率の見直し時期の変更、過去勤務債

　務償却の弾力化

2．海運関係予算概算要求

　運輸省をはじめとする関係省庁は、平成11年

8月末に平成12年度予算概算要求事項を決定し、

大蔵省に対して要求を行った。

　概算要求事項のうち、海運関係事項の概要は

以下のとおりである。

　（1）外航海運関係

　　①若年船員養成プロジェクト（国際船舶

　　　職員緊急養成事業費補助）

　　　　国際船舶への船長・機関長の2名配乗

　　　体制の導入を円滑に実施し、国際船舶制

　　　度を推進するための若年船員の早期養成

　　　・確保を図るため、シミュレータ等を活

　　　用した座学研修や乗船実習など7，700万

　　　円を要求している。（船員部と共同要求）

　　②国際船舶制度推進事業費補助

　　　　国際船舶制度を円滑に実施、拡充して

　　いくための推進事業費補助として400万

　　円を要求している。

③財政投融資（日本政策投資銀行融資）

　　（注）

　　　海運事業者が貿易物資の安定輸送のた

　　めに投資する外航船舶（新規建造分は257

　　億円、昨年度からの継続分は217億円、〉、

　　海運関連施設を融資対象とした貿易物資

　　安定供給枠として495億円を要求してい

　　る。

　　　また、融資条件については現行金利、

　　および融資比率の維持を要求している。

　注）平成11年10月に日本開発銀行と北海道

　　開発公庫が合併

（2）運輸施設整備事業団関係

　①　財政投融資

　　　運輸施設整備事業団は、内航海運の体

　　質改善、国内旅客船の整備等の事業を推

　　進ずるため、海運事業者と共同して船舶

　　の建造を行うこととしており、平成12年

　　度においては、船舶関係についてその事

　　業規模を658億円（前年度比：1工億円増）

　　とし、このうち自己資金269億円を除く

　　378億円を財政投融資として要求してい

　　る。

　　　その内容としては、内航海運の体質改

　　善を図るため、近代的経済船の建造、内

　　航貨物船の改造などを促進することとし、

　　代替建造9万2，000G／T分として491億

　　円を、また国内旅客船の整備を目的とし

　　て、140億円をそれぞれ要求している。

せんきょう　平成11年9月号



②暫定措置事業に係る借入金に対する政

　　府保証

　　　同事業団が内航総連に貸付する資金を

　　銀行から借入する際に大蔵大臣が保証、

　　年度末に保証枠を認可するもので、金額

　　の明示はないが、150億円の基本枠に交

　　付金申請の状況をみて追加枠を検討する

　　ことしている。

③共有建造における環境対策（エコシッ

　　プの建造〉の推進

　　　従来船舶よりもCO　2の排出を20％以

　　上削減した船舶（エコシップ）を共有建

　　造する場合は、事業団持分の1Q％相当に

　　ついて船舶使用料を軽減することとし、

　　10億円を要求している。

（3）船員対策関係

　①運輸省関係（・一般会計）

　　　離職船員の雇用促進を図るため、職業

　　転換等給付金の支給、技能訓練事業等を

　　実施するとともに、貿易物資の安定輸送

　　体制の整備を図るため、外航海運の国際

　　競争力の強化等に向けた国際船舶制度の

　　拡充等を行うこととしている。

　　　具体的には、日本船員福利雇用促進セ

　　ンター（SECOJ）が行う船員雇用促進対

　　策事業への補助金として、外国船就職奨

　　励助成、内航転換奨励助成、技能訓練助

　　成、船員職域拡大訓練助成、内航転換訓

　　練助成のほか、若年船員養成プロジェク

　　トとしての7，700万円を含め、総額ユO億

　　6，500万円（前年度予算比：4億8，300万
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　　円増）を要求している。

　　　なお、このうち本四架橋開通等に伴う

　　旅客船事業からの離職者数が大幅に増加

　　することが想定されていることから、職

　　業転同等給付金については9億3，60D万

　　円（前年度予算比：4億9，500万円増）を

　　要求している。

②厚生省関係（船員保険特別会計）

　　　雇用船員を対象とする対策として、船

　　舶職員養成訓練等技能訓練事業費、外国

　　船船員派遣助成金および訓練派遣助成金

　　等雇用安定事業費4億2，560万円を含む

　　総額6億2，511万円（前年度予算比二408

　　万円減）を要求している。

㈲　開発途上国船員養成への協力

　　政府開発援助（ODA）の一環として、外

　航船社の協力を得て行う開発途上国船員研

　修受け入れ事業に対する補助金として

　6，400万円（前年度比：800万円減）を要求

　する。

　　この事業は海事国際協力センター

　（MICC＝The　Maritime　Interna廿onal　CooP－

　eration　Center　of　Japan）が、外航船社の協

　力を得て、従来どおりフィリピン、インド

　ネシア、ベトナムの船員57名（前年度比：

　10名四〉を受け入れることとしている。

（5）その他

　　国内海運を利用したモーダルシフト推進

　を図るため、物流の効率化・合理化、コス

　ト低減のための調査費として1，400万円を

　要求している。



2．海賊防止対策の指針を策定

一海賊防止対策について一

1，当協会「海賊防止対策会議」の検討

　近年、船舶に対する海賊および武装強盗事件

が増加していることから、当協会は海賊対策へ

の取り組みをさらに強化するため、．「海賊防止

対策会議」を設置し、更なる有効な海賊防止対

策について検討を重ねた結果、現行の海賊防止

対策要領（本誌平成11年3月号P．7「座談会」

参照）に代えて、新たに海賊防止対策を含む保

安計画策定の指針を取り纏め、会員各祉に周知

し、現行の保安計画を改定または新たに策定す

る等、海賊防止対策の徹底を要請した。

　現行の海賊防止対策要領は、東南アジア水域

での海賊および武装強盗事件が増加し始めた

1983年に会員各社の経験等から自衛策を取り纏

めた。その後、南シナ海アナンバス諸島付近等

での事件発生の増加に伴い、1989年に事件発生

情報の周知と自衛策強化のため、報告フォーム

を定める等の改善をし、FAX放送等を利用し

た速報体制を確立した。

　今般は、前回の改訂から約10年が経過し、事

件も凶悪化していること等から全面改定し、第

1章では、海賊及び武装強盗が発生する海域を

運航する船舶は保安計画を保持するよう推奨す

るとともに保安計画策定時の考慮事項を記載し、

第2章では、①海賊が発生する可能性のある海

域を航行中または港内に停泊中②海賊が襲撃し

ようとしていることが明らかになった場合③海

賊に乗り込まれた場合④海賊が退船した場合な

ど、船舶のおかれた状況に応じた具体的な対応

と対策を詳細に記載するとともに、保安計画に

基づく警備体制および防御配置等などについて

各乗組員の役割とその限度を習熟させるための

教育と襲撃の発生を想定した訓練の実施を盛り

込んだ。

　また、本年5月に行われた運輸省による海賊

被害実態調査報告によると、船舶が被害にあっ

た場合、沿岸国関係当局および当．協会への通報

が必ずしも行われていないことが明らかになっ

たことから、沿岸国の防止対策強化を促すため

にも、本指針では通報の励行を新たな重点とし

て、海賊事件に関する通報手順および通報フォ

ームを盛り込み、運輸省から提供された主要国

における通報先リストを添付し、会員各社が運

航するできるだけ多くの船舶から沿岸国関係当

局へ通報が行われるよう、また当協会を通じ、

わが国政府への報告が励行されるよう要請する

内容となっている。

　今後本会議は、下記の事項について引続き検

討を行うが、海賊防止装置の開発などを含む目

本財団の新たな調査研究事業や、運輸省が設．置

した「外航船舶に係る窃盗・強盗等対策検討会

議」のシンクタンクとして機能し、これらの関

係機関とも連携していくこととしている。

11）IMO（国際海事機関）における海賊の捜査

　協力等に関する規則策定への参画

〔2）海賊多発地域における捜査強化等、今後の

　防止対策の各国政府への働きかけ

（3）IMOの海賊問題に関する各種ガイドライ
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｝

ンの策定、各国船主協会で構成するICS（国

際海運会議所）／ISF（国際海運連盟）の海賊

対策の検討等、国際的な取り組みへの参画

2．運輸省「外航船舶に係る窃盗。強盗等対策

　検討会議」について

　運輸省は、本年に入って7月までにインドネ

シア海域のみで、日本関係船舶に10件の海賊・

武装強盗事件が発生し、特に類似した手口の事

件が同国のサマリンダ港で4件発生している実

状を鑑み、また、国際海事機関（IMO）および

国際商業会議所（ICC）の国際海事局（IMB）

の海賊事件の発生に関する統計でも、同海域に

おいて事件が多発していることから、外務省を

通じインドネシア政府に対し、本年4月および

7月の2度わたり海賊・武装強盗に対する警備

の強化を要請した。

　また、運輸省は、多くの日本関係船舶がその

他の海域でも被害を受けている実状から、日本

関係船舶に関する海賊被害を防止するため、運

輸省、外務省、海上保安庁、そして当協会をは

じめ、日本財団など関係団体で構成する「外航

船舶に係る窃盗・強盗等対策検討会議」を設置、

7月2日の第一回会合を皮切りに月一回のペー

スで検討を重ねている。

　検討会議では、運輸省海上交通局外航課が立

案した、「政府および船社が直ちに講じる措．置」

および「今後検討を進める措置」に大別される

「海賊に関するアクションプラン」（本誌平成

11年7月号P．9「シッビングフラッシュ」参

照〉をベースに、それぞれの機関および団体が

その方策の検討と対応を進めている。

　9月1日開催の第3回会合までに政府は、上

せんきょう　平成11年9月号

記の通り外交ルートを通じて、海賊が多発する

海域の管轄国の・一・つであるインドネシアに対し

警備の強化等適切な対応を重ねて要請した。ま

た、昨年9月にインドネシアから韓国に向け航

海の途中行方不明になり、中国南西部の港で発

見されたテンユウ号事件に関しては、同船発見

時に乗船していたインドネシア人乗組員を証拠

不十分により本国へ送還した等の説明を外交ル

ートを通じ中国政府から受けたが、本件につい

ては、捜査の継続と更なる情報の提供を中国政

府に要請した。さらに、関係沿岸国への事件発

生の通報が確実になされるよう、海賊多発地域

の関係当局の通報先を確認し、そのリストを提

供した。

　一．．・方、当協会は「直ちに講じる措置」として、

前項に記載のとおり、船舶が海賊被害にあった

場合の沿岸国関係当局への通報の励行に重点を

おいた保安計画策定の指針を取り纏め、会員に

周知、更なる海賊防止対策の徹底を呼びかける

とともに、わが国政府に対しては、①わが国の

エネルギー資源、工業原材料および製品貿易物

資の主要な輸送ルートであるマ・シ海峡におけ

る大型タンカー等航行船舶の海賊および武装強

盗に対する安全の確保②海賊事件の大半が港の

内外で発生していることから、事件多発地域直

読における海賊および武装強盗に対する警備強

化の2点について関係国に働きかけることを検

討するよう要請した。

　次回会合からは、船社の自衛策のさらなる向

上に資するための装備の検討、政府による海賊

撲滅に向けた海賊多発沿岸国への対応等、アク

ションプランの「今後、検討を進める措置」に

ついて検討をする予定である。



．ソフ．トランディングが見込まれる米国経済

　　　　　．一2000年にかけての米国経済一

日　本興　業　銀　行
調　査　部　調　査　役 梶英俊

　米国経済は、その景気拡大局面が9年目を迎

える中、堅調な推移を継続している。特に家計

部門を中心とした内需は過熱感を強めつつあり、

また、アジアを中心とした世界経済減速に歯止

めがかかり、商品市況が底を打ったこともあり、

今後の物価動向が懸念される状況にある。こう

した環境下、米国連邦準備銀行は99年6月以降

2度の利上げを実施し、将来の物価上昇への予

防措置を講じている。インフレ無き成長が2000

年以降も続くか不透明な要因が多いと思われる

が、以下、米経済の現状を都門別に概観し、今

後の見通しについて考えることとする。

（1）米景気の現状

　足許の米国経済は内需を中心とした堅調な推

移を続けている。1999年4－6月期実質GDP

成長率は前期比年率＋1．8％と伸びを鈍化させ

　　　　図表1　NAPM指数の推移
70

たものの、内訳を見ると、国内最終需要は浦添

消費を中心に前期比年率＋4．3％と引き続き高

水準での推移を続けている。　　　　　　　　　＿

　部門別に現状を概観すると、まず企業部門は、

1998年半ば以降、アジアをはじめとする海外経

済景気後退の影響を強く受け、生産は調整色を

強めていた。しかし、1999年に入り世界経済の

好転や予想を上回る内需の堅調に支えられ、回

復傾向に転じている。企業部門の景況感を表す

全米購買者協会指数（NAPM指数）の推移（図

表1）を見ると、製造業、非製造業ともに1999

年に入り回復基調を強めており、足許でも製造

業（53．4％、　99／7）、　⇒ド製造業（59，5％、99／7）

ともに景況感の分岐点とされる5G％を．．ヒ回る推

移となっている。また、生産についても鉱］．二業

生産は6か月連続で増加しており、底堅い推移

65
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製造業NAPM非関数
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〔資料）全米購買部協会

　　　　図表2　製造業の在庫循環
（生産、前年比％）
8

　　　　　　匪

　在庫積み増し局面
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　　　　　　　　　　　　　　（在庫、前年比％）
〔資料）米国商務省「Survey　of　Current　Busines3」

ぜんぎょう　平成11年9月号



となっている。在庫／販売比率は1．34と低水準

にあり、また、在庫循環図（図表2＞上は在庫

積増し局面にある。今後も在庫積増しが図られ

る可能性は高く、生産は堅調な推移を続けるこ

とが予想される。

　また、情報関連投資を中心に設備投資は増加

基調となっている。1999年4－6月期の設備投

資は前期比年率＋11．2％と高い伸びとなったが、

情報関連投資は前期比年率＋38．6％と引き続き

非常に高い伸びを記録した。米企業収益は1999

年4－6月差▲1．1％と伸びが鈍化したものの、

依然として高水準で推移していること、情報関

連投資の除却率の高さは更新投資需要を喚起し

ていること等もあり、設備投資は、当面現在の

増加基調を維持するものと思われる。

　一方、家計部門は「雇用→所得→消費」の好

循環下、予想を上回る堅調な推移を続けている。

雇用情勢を見ると、長期に亘る景気拡大を映じ

失業率は4．3％と約30年振りの低水準にある。

サービス産業を中心に雇用者数が増加している

ことに加え、1999年7月には約1年振りに製造

業雇用も増加に転じた結果、労働市場の逼迫感

は強まりを見せており、これまで落ち着いた推

移となっていた賃金動向が懸念される状況にあ

る。良好な雇用環境下、消費者マインドも高水

準にあり、消費は予想を上回るペースで拡大し

ている。7月目個人消費は自動車を中心とした

耐久財、サービス消費の増加等により前月比＋

0，4％（前年比＋6．6％）の伸びを記録した。一

方、所得の伸びは前月比＋0，2％（前年比＋

5．2％）に止まり、その結果貯蓄率は▲1．4％と

マイナス幅を拡大させた。住宅投資は良好な雇

用・所得環境に加え、低金利による効果もあり、

高水準での推移であった。しかし、足許では、

長期金利上昇もあり仰びは鈍化している。

　内需の堅調推移は輸入を大幅に増加させ、米

国の貿易赤字額は過去最高水準にまで拡大した。

海外経済回復に伴い輸出は増加に転じつつある

ものの、資本財等の輸入の増加幅が輸出のそれ

を上回っており、1999年6月の財・サービス収

支は▲246．2億ドルと大幅な赤字を記録してい

る。内需が堅調に推移している現状では、輸入

は高水準での推移が見込まれ、貿易赤字は高水

準での推移が見込まれる。

〉

〔前年比％）
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図表3　小売売上高及び住宅着工件数推移
（万戸）
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　現在の個人消費拡大は良好な雇用・所得環境

によると思われるが、史上最高値を更新してい

る株価による資産効果による影響も大きい。米

国の家計部門が所有する金融資産に占める株式

及び株式関連資産（投信、年金等）の割合は一

貫して上昇しており、現状約5割まで上昇して

いる。こうした株式関連資産の割合の上昇には

401Kプランをはじめとする年金改革、ベビー

ブーマー世代の老齢化が寄与していると思われ

る。更に、株価が高値を更新し続ける中、これ

まで株式をあまり所有していなかった低所得者

層においても株式保有割合は上昇しており、米

国の家計部門は広範にわたり、資産効果を挺子

にした消費拡大を行なっている。所得、金融資

産を説明変数として消費関数を推計してみると

図表4にある通り1995年以降、即ち、株価が騰

勢を強めた時期に消費が拡大していることがわ

かる。また、足許では家計部門の金融負債も高

い伸びを記録しており、消費者信用の可処分所

得に対’する比率も1980年掛後半を上回っている。

金融資産の増加は家計部門に借入余力を生じさ

せ、借入金の増加が現在の所得を上回る消費拡

大を支える大きな要因となっている。

　それでは、株価の下落が米国経済に与える影

響はどの程度なのであろうか。マクロモデルを

用いた試算では米国の株価が20％下落した場合、

GDPを約0，8％押し「．ドげるとの結果となった。

実際に株価が下落した場合には、マイナスの貯

蓄率の修正、即ち消費性向の下落を伴う可能性

が強く、また、足許での金融負債の増加による

家計のバランスシート悪化も加わることから、

GDPの押し下げ効果は更に大きくなることが

予想される。

〔2）物価安定の持続性

　足許の米国経済の状況は良好であるものの、

これまでの成長を支えてきた要因の中にはその

持続性が疑われるものも見られる。

　景気拡大局面の長期化により労働市場の逼迫

感は強まっており、これまで抑制されてきた賃

金に上昇の兆しが窺える。1999年4－6月の雇

用コスト指数は前期比＋1ユ％と高い伸びを示

し、また、時間当たり賃金も伸びを高めつつあ

る。これまでの物価安定には賃金の仲び抑制が

寄与してきたが、足許の労働市場逼迫はこの状

図表4　消費関係の推計
8％

6％

4％

2％

0％

・2％． 國團実質家計部門純金融資産　＝＝コ実質可処分所得

一◆一実質個人消費（推計）　　一実質個人消費
・4％

1975月目　　　197811Q　　　1981／1Q　　　1984／1Q　　　1987／iQ　　　1990〆1Q

　推計期間：75／1Q～99／1Q（観測数97）

　R210．997　D．WIO．67
　1n実質個人消費＝定数項＋α＊ln実質金融資産＋β＊ln実質可処分所得
　定数項＝一〇．63（［精一8、3）、α：O．10（t値7．6）、β＝O．95（t値42．1）

　（資料）米国商務省、FRB等

199311Q　　　1996月Q　　　1999／1Q
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況を変えつつある。また、アジア等海外経済の

景気底入れにより商晶市況は反騰の様相を呈し

ている。特に原油価格は3月のOPECによる減

産合意をきっかけとして騰勢を強めており、物

価への波及が懸念される状況にある。

　また、米国内需の堅調推移は輸入の増加を招

き、結果的に米国の経常収支を大i隔に悪化させ

ることとなった。1997年以降、米国経済の堅調

さを映じて米株価が一ヒ馴したこと、アジアをは

じめとする新興工業国金融市場の不安が高まっ

たことは「質への逃避」の動きを強めることに

なり、その結果、世界の資金が米国へ集中し、

ドル高を支えることとなった。こうしたドル高

の進行は、輸入物価の下落をもたらし、米国景

気拡大局面の長期化に寄与してきた。しかし、

1999年の米国の経常収支は対GDP比で3％を

上回る水準にまで拡大する見通しであり、この

水準は貿易摩擦問題が深刻化した1980年台の数

字に匹敵するものである。対外不均衡の拡大は

海外経済の景気後退による輸出の減少も大きく

作用していることは否めないが、結果として米

国経済は海外からの資本流入に依存する構造と

なっている。1995年以降のドル高、米国金融市

場の活況が海外からの資本流入を助けてきた。

しかし、海外経済の底入れとともに各国で資金

需要が生じ、また、短期資本の流れも景気回復

を先取りする形で変化しはじめている。財政収

支が単年度黒字化するなど、こうしたインバラ

ンスの拡大を抑制する要因も見られるが、現在

のペースでインバランスが拡大した場合、為替

市場でのドル安の進行を招き、米金融市場の混

乱が起こる可能性は高まることが予想される。

　「ドル高は米国の利益である」という米国財務

省の為替政策が大きく変化する可能性は少ない

と思われるものの、米国への資金集中構造が継

続し、経常収支の赤字を上回る資金が米国へ流

せんぎょう　平成11年9月号

入し続ける保障はない。米政策当局はこうした

インバランスを緩やかに縮小させるような政策

運営をとりはじめている。米連銀による金融引

き締めの実施、為替市場での円高の進行はイン

バランス縮小に向けた動きといえよう。しかし、

依然として市場が大きな調整を迫られるリスク

が解消したわけではなく、今後も時宜を得た政

策対応が求められることとなろう。

　経済のグローバル化が進展し、国際的な分業

体制が進展してきたことは、世界的な価格の平

準化を生じさせ、米国企業のコスト削減努力を

恒常的なものとした。また、雇用の不安定さは、

強い賃上げ要求が起こりにくい構造を作り上げ

たとも言える。しかし、これらの構造変化はあ

くまでも米国でインフレを起こりにくくしただ

けであり、米国からインフレ懸念を完全に取り

除いた訳ではないことに留意する必要があろう。

〔3）2000年にかけての米国経済見通し

　2000年にかけて米国経済は緩やかに減速し、

1999年の実質GDP成長率は＋3，6％、2000年は

＋2．3％となる見通しである。

　雇用・所得環境は当面良好な推移を続ける見

通しであることから、個人消費が急減速するリ

スクは少ない。しかし、資産効果等を申子にし

た「所得を上回る消費」状況がどこまで持続可

能であるかは疑問の余地が大きく、家計部門は

今後緩やかに伸びを鈍化させる公算である。一

方、企業部門は在庫積増し局面にある他、海外

経済の回復基調の強まりもあり、当面底堅い推

移が見込まれる。

　また、Y2K問題が実体経済に与える影響は

依然不透明であるが、在庫投資を巾心に大きな

影響を受けるりスクがあり、留意する必要があ

ろう。

圓
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河村健太郎氏を悼む
　当協会副会長で前会長の河村健太郎氏は、平成11年8月8日午後10時3分、肝不全のた

め逝去されました。享年66歳。

　同氏は、平成9年6月から本年6月までの2年間にわたり当協会会長を務め、バブル経

済崩壊後の日本経済の長期低迷やアジア地域の通貨危機等、海運業を取り巻く厳しい情勢

の中、船舶特別償却制度の存続や国際船舶制度の拡充策実現等、わが国海運業の国際競争

力強化に尽力される一方、アジア船主フォーラム第8回東京総会の議長を務められる等、

日本だけでなく世界の海運界の発展に貢献されました。

　ここに深く哀悼の意を表し、慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

　河村健太郎前会長の言ト報に接して

　　　　　日本船主協会会長　生田正治

　河村健太郎前会長の計報に接し、言葉では

言い尽くせない程残念な思いで一杯です。

　同氏は、平成9年度より本年6月まで当協

会会長に就任されましたが、その間、国内経

済はバブル経済崩壊後の金融不安による一層

の景気低迷やそれらに端を発した史上最悪の

失業率を記録する等、まさに長期不況に肺吟

しておりました。加えて、アジア各国の通貨

危機等、国内外に多くの難関が山積していた

時期でもありました。

　同氏は、このような厳しい状況下において

こそ、海運は世界経済の成長を支えるインフ

ラストラクチャーとしての責務を果していか

ねばならないとの強い信念の下、我々の先頭

に立ち、「自信を持とう」と呼びかけました。

特に、グローバルスタンダードの見地に立っ

て、自由な事業活動を阻害している規制の撤

廃・緩和、競争条件を国際水準並みとすべく、

海運税制や国際船舶制度の拡充策の実現に粘

り強く努力されておりました。同時に、各国

海運関係者との対話促進にもリーダーシップ

を発揮され、世界の海運界全体の発展に文字

通り粉骨砕身の努力を傾注されておりました。

その成果は、枚挙に逞がありませんが、なか

でも、第ニラウンドに入ったアジア船主フォ

ーラム第8回東京総会においては、病を押し

て議長を務められ大成功に導かれました。そ

の責任感に溢れた真摯な姿勢は、多くの人に

感銘を与えたことと思います。

　同氏は、海運界の偉大なリーダーの一・人で

あるとともに、私にとっては、昭和32年入社

の海運界同期生でもある、かけがえのない存

在でした。同期の畏友を失ったことは痛恨の

極みですが、同氏の衣鉢を継ぎ、当協会及び

日本海運の発展に努力することが我々の務め
と考えます。

　河村さんのご冥福を心よりお祈り申し上げ
．ます。

〈故人略歴〉

昭和8年1月1日生
昭和32年3月　東京大学法学部卒業
平成7年6月置日本郵船㈱社長就任

　同7年6月　当．協会副会長就任
　同9年6月　当協会会長就任
　同11年6月　当協会副会長就任

ぜんきょう　平成11年9月号
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高なる発展が求められる港湾．EDl

　港湾EDIシステムの稼動とSEA－NACCSについて型

押画聖置難吉永茂徳

1）はじめに

　欧米諸国では従来より、アジア諸国でも最近

になり、入出港、輸出入税関手続き等の電子情

報交換、EDI（Electronic　Data　Interchange）

化に伴って、ペーパレスによる事務処理の簡索

化、迅速な処理効率が図られている。

　それに対し、わが国では1991年10月より大蔵

省主導による海上貨物通関情報処理システム、

SEA・NACCS（Sea　Nippon　Automated　Cargo

Clearance　System）が稼動しているほか、特に

システム化の動きはなかった。

　1995年、大蔵省は現行SE八NACCSの8年の

システムライフを見越し、／999年稼動の次期海

上システムの構築に入った。次期海上システム

では対象を拡大し、輸入に関しては本船入港か

ら、貨物の船卸、荷主による貨物引き取りまで

の業務、輸出に関しては貨物の保税地域搬入か

ら船積み、本船出港までの業務をシステム化の

範疇に取り込むこととした。これにより、輸出

人に関わる一連の通関周りの業務を対象として、

新たに船社（含む船舶代理店）、保税蔵置所（タ

ーミナル、CFS；Container　Frelght　Station）、

保税業（倉庫業）．、銀行を加えた次期海上システ

ムが計画された。

　その設計・開発が順調に進み、今年10月から

の稼動を目指して、現在、税関、通関業、船社、

ターミナル、CFS各社が実データ、実環境での

次期SE／LNACCSの．最終稼動実験に参加してい

る、，

　この次期SEANACCSの稼動により、船社と

しては対税関業務の入港届／出港届、船舶国籍

証書、積荷目録、保税運送申告など紙による届

け出が不要となる。

　次期SEA－NACCSシステム構想の流れに合わ

せるかのように、1997年4月4日に閣議決定さ

れた「総合物流施策大綱」においては、「おお

むね平成13年を目処に総合的な物流施策に取り

組む。国及び地方公共団体が輸出入、出入港の

行政乎続において率先しで情報化によるペーパ

レス化及びワンストップサービスの実現に取り

組む。具体的には、平成1ユ年度を目処に、外為

法に基付く輸出入許可及び承認の手続きと、主

要港湾及び国際空港における出入港、検疫等の

行政手続をEDI化して、既存の通関情報処理

システム等との連携を図る事により輸出入及び

港湾諸手続のペーパレス化及びワンストップサ

ービスの実現を目指す」ことが明記された。

　次期SEA・NACCSの検討から1年遅れ、1996

年8月に「港湾管理者に係る各種書類のEDI

化推進検討．調査研究会」が発足し、港湾のEDI

化が検討されはじめた。その後、1997年3月に

「港湾管理者・港長に係る各種書類のEDI化

推進検討調査研究会」が発足し、EDI化促進の

気運が高まってきた。1998年4月に、「港湾EDI

開発会議」が設立し、具体的なシステムイメー

ジの策定が開始され、同年秋から港湾EDIシ

ぜんきょう　平成11年9月号 囮
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ステムの開発がはじまった。

　現在、港湾EDIシステムは運輸省港湾局、海

上保安庁、全国32の港湾管理者と共同で、この

10月12日からの供用開始を目指して準備がなさ

れている。

　今回、この港湾EDIの稼動により港湾管理

者への入出港届、係留施設使用許可申請、及び

港長への入出港届けの手続きが電子的に行える

こととなる。

　以下、このシステムの概要、今後の課題につ

いて述べる。

2）港湾EDIシステム（フェーズ1）の概要

　1．対　象

　1．1　対象業務

　　一1999年10月12日より実施するもの

　　　港湾管理者に係る手続き

　　　　入出港届、係留施設使用許可申請

　　　郷長に係る手続き

　　　　入出港届

　　一その後、出来る限り早期に実施するもの

　港長に係る手続き

　　係留施設使用届、夜間入出港許可申請、

　　停泊場所指定願申請、移動届、移動許

　　可申請、危険物荷役許可申請、危険物

　　運搬許可申請

1，2　参加港湾管理者

　一10月より参加（13管理者）

　東京都、川崎市、横浜市、名古屋港管理

　組合、大阪市、神戸市、下関市、北九州

　　市、茨城県（常陸那珂）、和歌山県（和

　歌山下津、新宮）、高知県（高知、須崎）、　（、

　　福岡市、四日市港管理組合

　一12月より参加（1管理者）

　　千葉県（千葉、木更津）

　一2000年1月より参加（2管理者）

　　静岡県（清水）、新潟県（新潟、直江津

　　（時期未定））

　一2000年4月より参加（6管理者〉

　　苫小牧港管理組合、福島県（小名浜、相

　　馬）、香川県（高松）、釧路市、富山県、

　　石川県（金沢、七尾）

図1　港湾EDIの仕組み
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　一2001年以降より参加（1管理者）

　秋田県（秋田、船川、能代）

　一参加時期未定（9管理者）

　　山形県、宮城県（塩釜、石巻）、広島県

　　（広島港〉、長ll奇県、熊本県、網走市、

　坂出市、今治市、佐世保市

2．港湾システムの仕組み（図1参照）

　　全国の船社・船舶代理店と港湾管理者・

港長を結ぶ港湾EDIサーバー（運営は㈲

港湾空間高度化センター）は、UN／EDI－

FAσrメッセージの処理とインターネット

Webの処理の両方を行う機能を有し、申

　請・回答情報はこのEDIサーバーを通じ

　て相互にやり取りされる。

3．申請・届出方法

3．1　UN／EDIFAσrによる申請・届出

　　船社・船舶代理店は、UN／EDIFACT

　（United　Na廿ons／Electronic　Data　Inter－

　change　FQr　Admlnistration　Commerce　and

　Transport）形式の1日報をE，　Mailに添付し

　て送信する。

　　この方法の利用者は主として、UN／EDI－

　FACTシステムを有する船社・船舶代理店

　で、SEA－NACCSと接続するシステムを持

　ち、自社内のデータベースに通関手続、港

　湾管理者手続、港門手続に絡むデータを既

　に有している、2重入力を回避したい出社

　・船舶代理店が対象となる。

　　船社・船舶代理店からの申請は、メッセ

　ージヘッダ＋ED正FACT電文BERMAN：

　BERth　MANagementメッセージ規約、

　IFTDGN：Dangerous　Goods　Not置cation

　メッセージ規約、P㎜：Passenger　List

　メッセージ規約）＋メッセージトレーラー

　からなる一組の情報としてEDIセンター

　へ送信され、センターのトランスレート機

せんきょう　平成11年9月号

能にて可変長のフラットファイルに変換さ

れる。さらに、船舶番号などコード類の和

名などの日報が付加された上で申請先のメ

ールボックスに保存され、港湾管理・港長

システムからの受信を待つ。

　港湾管理者・港長は、5つの異なるタイ

プのメッセージ形式から都合の良い1つを

選択し、情報を入手する。

　一方、港湾管理者・港長からの回答はメ

　ッセージヘッダ＋フラットファイル許可

APERAK：APlica廿on　ERror　AcKnowledge－

mentメッセージ規約）＋メッセージトレ

ーラからなる一組の情報としてEDIセン

　ターへ送信され，トランスレータを介して

メッセージヘッダ＋EDIFAσr電文データ

　（許可APERAK）＋メッセージトレーラ

に変換、申請者のメールボックスに保存さ

れ、川社・船舶代理店からの受信を待つ。

3．2　Webによる申請・届出

　船社・船舶代理店のPCをインターネッ

　トに接続し、港湾EDIサーバーのホームペ

　ージを呼び出して、申請・届出様式に書き

　込む。処理状況として未申請、受理等の表

　示機能があるので、これにより状況確認が

　行える。また、過去に申請・届出した情報

　も活用可能となっており、重複入力の軽減

　が図れるようになっている。

　　港湾管理者・群長は、3つの異なるタイ

　プのメッセージ形式から都合の良い1つを

　選択し、情報を受信する。

3．3　業務一覧表（表1参照）

4．接続方法

　　EDIセンターとの接続は、その送受信の

　データ量によって、各地1台程度のPCを

　意識した「ダイヤルアップIP接続」、各地

　複数台の接続を意識した「LAN型ダイヤル
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表1　業務一覧表

業務の種類 申請者の業務　　港湾管理者の業務 港長の業務

入　　出　　港　　届 届　　出 受　　　理 受　　　理

係留施設等使用許可申請 申　　請 受理、許可

殉合　　舟自　　動　　青争　　通　　矢ロ 通　　知 受　　　理

係　留　使　用　届 届出（民間施設） 港長へ届出 受　　　理

夜問入出港許可申請書 申　　請 受理、許可

停泊場所指定願 申　　請 受理、許可

移　　　　動　　　　届 届　　出 受　　　理

移　動　許　可　申　請 申　　請 受理、許可

危険物荷役許可申請書 申　　請 受理、許可

危険物運搬許可申請書 申　　請 受理、許可

アップIP接続」、大量の処理を意識レた「専

用線IP接続」の中から選択する。また、イ

　ンターネット業者とEDIセンターは、専用

線接続にて通信が行われる。

5．必要な器材

5．1　UN／EDIFACTによる申請・届出を

行う船社・船舶代理店EDI電文作成のため

　のトランスレータ機能、自社SE／」NACCS

対応システムからの情報送信機能、および

　受信結果反映機能の自社開発が必要となる。

5．2　Webによる申請・届出を行う船社・

　船舶代理店

　市販のパソコン

　　OSとしてWINDOWS　95、または98、ブ

　ラウザーとしてインターネットエクスプロ

　ーラVer．4．0ユサービスパック1以上、ま

　たはVer．5が推奨されている。

　インターネット接続

　　プロバイダーとの契約、及びモデム等接

　続機器の準備が必要となる。

3）現状の問題点

　各港湾管理者システムが自治体の利便性を優

先して、．開発されてきたことから、港湾EDIシ

　　　　　　　　　　ステムで要求されるデー

　　　　　　　　　　タ項目だけでは現場の港

　　　　　　　　　　湾管理者システムの必須

　　　　　　　　　　項目を満足できないケー

　　　　　　　　　　スが予想される。このた

　　　　　　　　　　め、暫くデータと紙で2

　　　　　　　　　　重作業を並行的に行う港

　　　　　　　　　　が存在することになろう。

　　　　　　　　　　　この解決のために、港

　　　　　　　　　　湾EDIシステムは、各

　　　　　　　　　　地港湾管理者システムの

　　　　　　　　　　有するデータ項目を全て

の標準化された項目として、一元的に纏めて保

持する必要がある。また、システム的な対応の

他に、各地個別の港湾管理者システムに対する

高い位置からの指導、全体的な調整、といった

根本的な問題対応を運輸省に期待したい。

　また、将来のフェーズH以降の課題となろう

が、SEA，NACCSと港湾EDIシステムの接続に

よりデータの共有化（ワンインプット）を図り、

さらに検疫、入管に絡む関係各省のシステムを

連動させることによって、真のワンストップサ

ービスの実現が期待されよう。

　現状の問題点については運輸省も理解をして

おり、「港湾EDIシステムの拡充」と称して、

2000年度には対象手続・業務を拡大、具体的に

は、複数寄港地問の重複入力の解消、入出港予

定情報の追加、タグ、パイロット等船舶入出港

に関連した業務の追加、荷役機械使用許可申請

等施設設備に係る業務の追加をすること、なら

びに将来に対してのワンストップサービス実現

化に向けた検討を推進していくことを表明して

いる。

　21世紀のあるべき港湾EDIシステムを目指

して、まずは最初の一歩が踏み出される。
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〃碗伽9伽便り

　　　米国の新船舶登録制度案について

　上院ロット共和党院内総務とブロー上院議員

は、今年8月初旬、新たに米国籍に転籍する商

船に対する一部税法の適用免除または税法の修

正を行うための法案を近く議会に提出する考え

を明らかにした。しかしながら詳細が発表され

なかったことからすると、法案の骨格はまだ固

まっていないようである。ただし、報道による

と、この法案により創設されることになる米国

の新船舶登録制度の下に登録される船舶はその

運航からの収入が連邦税を免除される。また、

このような船舶に就労する米国人船員は年収8

万ドルまで連邦所得税が免除される、この法案

は、国家非常時の際に米政府が徴用できるよう、

米国籍へ新たな船舶を勧誘することと、米国人

船員の雇用機会の拡大を目的としている。APL、

Lykes、　Sea－Landが米国の所有と支配から離れ

てしまったことが、この法案作成の契機となっ

たようである。これら3社は国会議員の一部や

業界、政府関係者から、もはや米国の海運会社

ではないと見なされていることから、米国人所

有の商船隊の振興を目的として3年前に創設さ

れた新規運航補助制度（Maritinle　Security　Pro－

gram）の効果について疑問がもちあがってい

る。多分、新しい船舶登録制度は新規運航補助

制度に代わるものかもしれない。

　両上院議員は、今春、議会の租税合同委員会

に対して、次のような海運税制改革（案）を実

施した場合、どの程度の減税が必要となるか見

積もりの提示を要請した経緯がある。括弧内は

7月27日に出された回答である。

（1＞米国の外国貿易において外国籍の’下で運航．

　される米国人所有船舶からの所得について内

　国税収入法典（lnternal　Revenue　Code）に基

　づく税を免除。（2000会計年度2，300万ドル、

　西暦2009会計年度までの10年間で総額10億

　400万ドル）

（2）米国籍船に就労する米国人船員を内国税収

　入法典の枠内に組み入れて、米国の外国貿易

　において運航する間に限り、新たに米国籍に

　転籍した船舶での勤務から得た賃金艶聞8万

　ドルまでについて連邦所得税を免除（西暦

　2000会計年度までの］．0年間で総額9，700万ド

　ル）。

（3）米国籍船を海外で修理した場合に課される

　現行の50％の従価税を免除（1億4，500万ド

　ル）。

（4）現行の2，000ドルの控除額を、新たな税法

　　（本法案により修正される税法のこと）の制

　定後に建造され、米国籍に転籍される、米国

　／外国間で運航されるクルーズ船上での業務

　の打ち合わせ、業務に関連したセミナーまた

　はコンベンションに参加する個人にも拡大

　　（1，000万ドル）、

㈲　米国籍内航船隊の活性化と既存の米国籍国

　際商船隊の競争力を強化（約5億7，200万ド

　ル）。

（6）外国建造の米国籍船に対し、米政府貨物の

　輸送資格が発生するまでの3年間の法定待機

　義務を免除。このような船舶に対し、米政府

（
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貨物の輸送につき第．．・位の優先順位が与えら

れている既存の米国籍船舶に次ぐ優先順位を

与える（税金とは無関係〉。

　一方、このロット／ブロー構想の発表に先立

ち、本年6月、マックレリー下院議長が、米国

籍商船隊の国際競争力を強化するため、1970年

商船法第607条に規定する、現行の資本形成基

金（Capital　Construction　Fund三CCF）プログ

ラムの修正を目的とした「1999年米国籍商船隊

再活性化法案」（The　United　States－Flag　Mar－

chant　Marine　Revitahzation　Act　on999）を提出

した。法案の骨子は次の通り。

（1）米国造船所での船舶建造に利用できる資本

　額を増やすため、外国で建造した米国籍に転

　籍した船舶からの収入をCCFへ積み立てる

　ことを認める。

（2）米国の外洋内航海運業のさらなる近代化と

　発展を目的とし、米国籍の下に運航可能な船

　舶を米国の造船所で建造するためCCFから

　の積み立て金の引き出しを認める。

紛　安全かつ効率的な方法での米国船による貨

　物輸送を確保するため、米国籍船舶で使用す

　る米国製造のコンテナおよびトレーラーを取

　得するために、CCFからの積み立て金の引き

　出しを認める。

（の　米国製造の船舶、トレーラー又はコンテナ

　のり一スに関連して、CCFからの積み立て金

　の引き出しを認める。

㈲　外国の造船所での修理から生じる関税が米

　国の造船所の利益になるよう使用されること

　を確保するため、船主がその関税をCCFに

　積み立てることを認める。

　この法案についてSea－Land関係者が7月5

日に開催された下院歳入委員会において支持す

せんきょう　平成11年9月号

る旨の証言を行い、次のように締めくくってい

る。

　「過去半世紀、米国の税法は外国貿易におい

て米国年商船隊が国際競争力を保持する障害と

なってきた。この期間に米国の海上貿易量が5

倍に増加したにもかかわらず、自国政府から有

利な税法上の取扱いを認められた外国籍船から

の競争に会い、米国籍船の輸送比率が着実に下

降していった。米国の海上貿易量が増加するに

つれ、外国の海運会社は税金のかからない資金

を利用して、より新しく、より多くの船舶への

投資が可能であった。一方、米国の船主は一般

に、新しい船舶への投資には税金のかかる資金

を利用しなければならなかった。資本形成基金

（Capital　Construction　Fund）のようなプログ

ラムが米国に存在し、米国の国社はこれを利用

して代替建造は可能であったが、対象が限定さ

れているため、新たに増加した貨物を競って輸

送するための船隊拡充は不可能であった。その

結果、今では外国船が米国の国際貿易を支配す

るようになってしまった。米国の経済および国

家安全保障は米国の港湾を通して国際貿易にお

ける物品の流れを米国が保証できる能力を持続

できるか否かにかかっている。米国の税法は米

国籍海運業が競争力を保持する邪魔をしてきた。

将来の競争力を確保するためにも議会が行動す

るときである」

　（註）

　CCF制度は1970年商船法に基づき創設された。この制

度は、一定額の積み立て金について連邦国支払いの繰り

延べを認めることにより、船舶運航者に船舶の建造、取

得、修理を行うための資本を蓄積する上で助力する制度

である。1997暦年には、1億4，000万ドルがこれらの口

座に預金された。／971年にこの制度が開始されてから、

1997年まで、米国商船隊の近代化および拡充のため65億

ドルが預金され、54億ドルが引き出された。1998年9月

30日現在、142社がCCFに加入している。勿論、　APL、

Lykes、　Sea・ねndの3社も加入している。

　（北米地区事務局ワシントン連絡員平山修）
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一一諸冶か癬翻クルーズ元年と呼ばれ塒代、

讐鵯梅馳運航する柵ルーズ船
　　　ビグ胡深旧で船出をした。そんな中の一・つである豪

　　　・∵華賓艀S”号に縁があって日本人船長として乗

鰭1態黙諾懇瓢讐叢論饗
　　　　物を運ぶかと日夜思案していた（はずの）小生に

　　　　とって今までの縞のワイシャツ、マドロスパイプとい

　　　　う無届な船乗りとしての人生観が全く変わってしま

　　　　う程の新しい世界を体験し、早朝から深夜まで華

　　　　麗な制服に身を包み貨物ならず船客をいかにゆ

　　　　つたり、のんびり、楽しくそして安全に運ぶかに奮闘

　　　　したものである。

　　　　　“S”号は総トン数8千トン余りの客船としては

　　　　小ぶりではあるものの、サロンやダイニングそしてカ

　　　　ジノ等船客クオーターは豪華にまとめられ、映画タ

　　　　イタニックで話題の人気俳優デカプリオや金髪女

　　　　優顔負けのヨーロッパ系を中心とした男女約150

　　　　名の乗組員をそろえて、ほとんど同数の船客をア

　　　　テンドすると言う最上級のサービスで、南の島々や

　　　　リゾートを巡り、船客を夢の竜宮城にいざなうような

　　　　クルーズ船であった。

　　　　　ここでは、その“S”号での航海中のエピソード

　　　　を二、三ご紹介したいと思う。

　　　　　ある日熟年のご夫婦のかたが“本船の朝食で

　　　　食べたゆで卵はおかしい”とおっしゃるので詳しく

　　　　話を聞くと“朝食のテーブルについてオーダーした

　　　　ゆで卵を食べようと殻を割ったら、ほとんどゆでられ

　　　　てなく受け皿に流れ出てしまった”と言う。担当の

　　　　金髪のウエイターを呼んで聞いてみると、もちろん

　　　　英語で、“卵はなににされますか”と聞いたが明確

　　　　なご返事がなく、ウエイターの方からスクランブル、

　　　　フライド、ボイルドなどの例を挙げてオーダーを聞く

元川崎汽船船長黒羽芳輔

　　　　、刈？
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ど‘ボイルド”と答えられ、それなら“何分ボイルしま

すか”と尋ねると確かな返事がなく、指で示しなが

ら“3分、5分、7分置すか”と聞くと指を1本立

てて“オンリーワン”と言う。なんべんも“1分でよい

か”と確かめたが“オンリーワン”と言われ日本人は

生卵を好むと聞いていたので、厨房に1分で頼み

テーブルに出したとのこと。結局ご夫婦は3分から

5分かと指をたてて聞かれたのを、三個か五個か

と聞き違いゆで卵は一個でよいと答えたことが判

明した。ご夫婦にはこれもまた外国船でのクルー

ズの良い思いでの一つとご了解願った次第であ

る。

　さて、本船では新婚旅行のカップルも何度か乗

船され、その度にダイニングルームで船からのお祝

い品を贈り乗組員と他の船客ともども祝福してい

た。ある航海で、有名芸能入が新婚旅行に乗船

され、恒例により晩餐会の席．．ヒにて他のお客に紹

介し祝福したところ、翌朝日本の芸能プロダクショ

ンから電話がかかって来て、“結婚したことはまだ

せんきょう　平成ll年9月号



〆滑謎〆一膳．試’〆一儲一価。〆

一般には公表していない、人気が落ちたらどうし

てくれるのだ”とえらくおしかりを受けた。後でお二

人に話をすると本船の乗客や乗組員は自分達を

とくに芸能人だと気にもしていないし、新婚カップル

として祝福してもらってうれしかったと大変感謝さ

れた。うわさに聞くと幸せな結婚生活をされている

とのこと。陰ながら喜んでいるしだいである。

　今をときめく有名女優にバレンタインのチョコレー

トをもらったり、連口のフランス料理に飽きた売り出

し中の美人女優と上陸してラーメンを食べたのも

貨物船では決して体験できない素晴らしい思い

でとなっている。日本でお見合いをした後に乗って

こられたすてきな女性作家との出会いも小生にと

って忘れることのできない出来事であった。ある日

晩餐会のテーブルで彼女からお見合いの話を聞

き、すてきな男性のようであり、是非にと結婚をお勧

めした。本船下船織すぐに婚約発表．されたようで、

その後の新婚旅行のお手伝いもでき、ますますお

幸せに一流のプロとしてご活躍である。

　欧米の船客はクルーズ慣れしていて、乗組員と

の会話にも問題なく、仮にトラブルがあっても小生

のところまで来ず乗組員が解決するが、約半数を

しめる外国船でのクルーズに不慣れな日本人の

船客にはコミニュケイションの問題もあって、日本

語をしゃべれる小生がなにかと出て行き納得して

もらう場面が多々ある。せっかくの大金を使っての

夢のクルーズを楽しんでもらおうと当初は大忙しで

あったが、わが乗組員もだんだん口本人の性格、

習慣にも慣れたようで、クルーズの乗組員としては、

クレイムの多い欧米の船客より遠慮がちで優しい

日本人の船客の方が素暗らしいと話していた。特

に大和撫子とよばれた日本女性の美しさ、奥ゆか

しさにはこころから納得したようである。

　よく友達から今まで物言わぬ貨物を運んでいた

のに、今度は物言う貨物（船客）でさぞ大変です

ねと同情されたが、いままでの貨物はいくら言い聞

かせても分かってもらえず時たまだだをこね動き始

めたり、損傷を起こしたりしてそれなりに苦労したも

せんきょう　平成11年9月号

7つの海のこぼれ話

攣

のだが、今度の貨物（船客）は文句も言うが誠意

をもって話をすれば必ずわかってくれ、物言う貨物

は物言わぬ貨物とは違い、なかなか味があって素

晴らしく、人間万歳を実感した。

　日本人にはなじみの薄かったクルーズの素晴ら

しさを知ってもらい、出来るだけ多くの入達を夢の

竜宮城へご招待しようと奮闘し、当初苦労の連続

であったが、航海を重ねるうちに小生もクルーズ船

になれ、毎口上等のワインを飲みフランス料理を食

べて、美しい東西の女性や経験豊かな各界の紳

士との会話を楽しみながら、素晴らしい乗組員と

過ごすうちにすっかり自分が竜宮城にいたように

思われる。英語も流暢とはいえず、足も短く、とても

北欧系の乗組員のかっこよさにかなうわけもないの

に、あまり似合うとも思えない華麗な船長の制服と、

客船と言う素晴らしい雰囲気の中で、そこそこ様

になっていたのは、小生に全面的に協力してくれ

た20力国籍に及ぶ我が乗組員の素晴らしさのお

かげであったと感謝している次第である。

　晴れて任期を終え、乗組員から盛大なお別れ

会をやってもらってバンクーバーで下船し、日本に

帰国したときは、残念ながら玉手箱は持ち帰らな

かったが、沢山の船客や乗組員との素晴らしい出

会い、触れ合いを思い出に、何年もたってしまった

現実の世界へ帰って着た浦島太郎のような心境

であった。
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海運 日誌

5日　運輸省および当協会をはじめとする内外

　航海運事業者団体、船用機器メーカー等が

　　参加する「船舶運航に関する2000難問題対

　　策連絡会」の初会合が開催され、船舶運航

　　における2000年問題への取り組み状況等に

　　ついて意見交換が行われた、

7日　政府は、パナマ運河が今年12月31日に米

　　国からパナマに返還されるのに伴って、運

　　河の通航規則を定めた「パナマ運河中立条

　　約付属議定書」に加入する方針を固めた。

8日　当協会河村健太郎副会長（前会長）が逝

　去された。

　　（P．12囲み記事参照）

9日　遠洋航行中の日本籍外航船舶に配乗する

　　日本入船員に、Faxを使った洋上投票を認

　　める改正公職選挙法が参院本会議にて可決

　　し、成立した。

26日　運輸省は、2000（平成12）年度予算の概

　　算要求をまとめた。

　　（P．2シッビングフラッシュ1参照）

　当協会は第2回海賊防止対策会議を開催

し、従来の「海賊防止対策実施要領」を改

訂した「海賊対策指針」をまとめた。

（P．6シッビングフラッシュ2参照）

臨8月

　運輸・建設・北海道開発・国土の4省庁

は、2001年1月の省庁再編により誕生する

「国土交通省」の政策展開を協議する検討

会議を設置すると発表した。

　運輸省は今年6月分の造船造機統計速報

を発表、これにより今年上半期の造船43工

場の造船量がまとまった。それによると竣

工量はユ73隻、519万総トンで、前年同期に

比べ、総トン数で7％増加した。

31日　日本開発銀行は、カタール向けLNG船

　　のシリーズ建造以外の一般商船（日本郵船

　　の自動車専用船）に対し、初めてドル建て

　　融資を実行した。これまで開銀は、外航船

　　舶建造のためのドル建て融資については国

　　家的プロジェクトでエネルギーの安定輸送

　　という観点から、カタール向けLNG船に

　　のみ特例として認めていた。

せんきょう　平成11年9月号



）

　　　海運関係の公布法令（8月）

㊧　公職選挙法の一部を改正する法律

　（法律第122号、平成1！年8月13日公布、平成

　11年9月2日施行）

　　　　陳情書・要望書（8月）

宛先：海上保安庁水路部長

件名：秋田県能代港付近の海図刊行に関するお

　　　願い

要旨：秋田県能代港は、東北電力能代火力発電

　　　所の稼動に伴い、9万載貨重量トン級の

　　　専用外航石炭輸送船が就航する主要な港

　　　だが、当該港域及び当該港へのアプロー

　　　チに使用する海図のサイズ及び縮尺値が

　　　利便性に欠けているため、使用しやすい

　　　海図の刊行を要望した。

宛先：運輸省海上技術安全局造船課長

件名：解撤等を行うために輸出される船舶の輸

　　　出承認について

要旨：解撤を目的に輸出される船舶に対するバ

　　　一同ル条約適用について、IMQでの検

　　　討状況および各国の対応を踏まえつつ、

　　　老朽船の円滑な解撤を妨げることのない

　　　よう現実的な対応が必要である旨要望し

　　　た。

　　　　国際会議の予定（10月）

第5回日台船主協会会談

　10月5日　静岡

第80回IMO法律委員会

　10月ll～15日　ロンドン

1992年国際油濁補償基金第4回総会／第4回理

事会等

　10月18～22日　ロンドン

OECD海運委員会（MTC）

　10月25～26日　東京

OECD　MTC／DNMEsワークショップ
　ユ0月27～28日　神戸

OECD　MTC／中国ワークショップ

　10月28～29日　神戸
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［資料］

港湾審議会管理部会「経済・社会の変化に対応
した港湾の整備・管理のあり方について」に関
する「中間報告」について

　本誌平成11年8月号（P．8海運ニュースー審議会レポート

1参照）にて既報のとおD、1998年11月．運輸大臣から「経済

・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」

の諮問を受1ナた港湾審議会「ま、去る7月30日に開催した第32回

盲唖部会にて「申間報告」をとりまとめた．

　以下にその全文を紹介する。

経済・社会の変化に対応した港湾の整備・

管理のあり方について

　　　　　　　　　　中　間　報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成11年7月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　港湾審議会管埋部会

はじめに

　中央に急峻な山岳を擁する地勢の我が国では、海一ヒ交通が口

広生活に欠かせない重要な交通手段として発展してきた。津々

浦々に港ができ、人や物が集まり、街が形づくられ、地域は港

とともに成長し、地域の成長に併せて港は発展してきた。

　港湾法の制定以来約50年、港務局または地方公共団体による

港湾管理者制度を柱とし、各地域の港湾管理者の自主性を尊重

した港湾の整備・管理がなされてきた。

　我が国の経済・社会の発展が、臨海部における産業や都市の

発展とともに進み、急増する港湾貨物への対応が急がれた時代

にあっては，国は各港湾管理者とともに港湾を核とした地域開

発にカを注いできた。しかし、近年の経済・社会のグローバル

化の進展や、地球規模での環境の保全・創造に対する認識の高

まり等、経済・社会の大きな構造変化の中で、国内の各地域毎

の地域開発を中心とした従来と同様の考え方に基づく行政対応

だけでは、必ずしも十分対応できない状況が顕在化してきてい

る。

　これまでの港湾行政にあっては、国と港湾管理者との協力的

な取り組みにより、当該港湾を中心にした地域開発には大きな

効果を発揮したものの、ともすれば港湾管理者の主体性を弱め

ることにもなり、あるいは国際競争力の強化と言った全面的・

広域的な視点で取り組むべき国としての港湾行政の姿勢が不鮮

明となりがちであった。また，課題解決にあたっても関係する

行政間での調整によって対応可能であったことから、行政以外

の人々への情報提供の不十分さも手伝い．港湾行政への戸惑い

や誤解を抱かれる事例も生じてきている。こうした状況は、国

と地方との役割分拠の明確化、行政における透明性の向．ヒが求

められる現下の行政改革の流れの中で、港湾行政にとっても特

に対応が急がれる事項となっている。

　このような背景の下で、平成10年n月IO日、運輸大臣から港

湾審議会に「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理の

あり方について」が諮問され、同審議会管理部会に設置したワ

ーキンググループで検討を進めることとされた。

　ワーキンググループでは、諮問に係る検討事項のうち「直轄

事業の具体的範囲の考え方」についてとりまとめ、平成10年12

月18日に報告したところである。その後、引き続き9回にわた

り、港湾が経済・社会の構造変化に適切に対応し、海陸を結ぶ

輸迭拠点としての役割、個性ある地域づくりに資する空間とし

ての役割、沿岸域の環境保全・創造への貢献を果たし、我が国

の安定的な発展と国民生活の向上に引き続き寄与していくため

の取り組み方について検討を行ってきた。ここに，その検討成

果を踏まえ早急に対応する必要のある課題を中心に、全国的・

広域的視点からの取り組みの強化、地域の主体的な取り組みの

支援と強化，環境の保全・創造のための取り組みの強化、港湾

行政の透明性・効率性の向．ヒを港湾行政の進むべき方向として

とりまとめた。

第1章　我が国経済・社会の変化と港湾

　経済の成熟化と並行し、国民の価値観も．，物質的な豊かさの

みならず、精神的な豊かさを重視する方向へと変化し、生活様

式の多様性が重視されるようになってきている。特に国民の経

済・社会活動の基盤となる社会資本の整備・管理にあたっては、

経済的効率性の向上のみならず、入間活動と自然環境との調和

を含めた質的向．しが求められる時代となってきている。

　こうした価直観の変化の巾で、我が国にとって重要な社会資

本の一つである港湾の今後の整備・管理のあり方を考える時、

以下のような経済・社会の構築に貢献していくことが求められ

ている。

1．グローバル化に対応した国土構造の形成

　経済・社会構造の変化の中で，経済のみならず文化等様々な

分野で、国際的な交流や分業が進展してきており、こうしたグ

ローバル化した経済・社会活動は益々活発化することが見込ま

れている。このような時代にあって、全国各地域がそれぞれ持

つ資源や魅力を活かして、世界各地域との交流を促進していけ

るよう、世界に開かれた国上構造を築くことが課題となってい

る。

　港湾には、地域を世界に開く門戸として、こうした国上づく

りを支える役割を発印することが強く求められることとなる。

2，国際競争力を備えた活力ある経済・社会の構築

　経済・社会のグローバル化の進展やアジア我国の経済の成長

は、国境を越えた地域間の競争激化を招き、企業がその活動す

る国や地域を選ぶ時代を迎えている。また、人口減少・高齢化

の進展等により、我が国の経済活力の低下も懸念されている。

こうした中で、今後とも、我が国の豊かな国民生活と雇用の安

定を確保していくため、経済構造改革等の推進や、産業の競争

力の確保により、活力ある経済・社会を構築していくことが国

政の最重要課題の一・つとなっている。
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　港湾にぱ、海陸を結ぶ物流手処点として、我が国の効率的・効

果的な物流構造の構築に資するとともに、グローバル社会の中

における国際港湾として競争力の保持が求められることとなる。

3．恵み豊かな自然環境の享受と継承

　自然環境の持つ浄化能力や資源の埋蔵量等が有限であること

が、改めて強く認識され始めている。精神的・物質的な恵みを

もたらす豊かな自然環境を、持続的な発展が可能な形で享受し

つつ、これを美しく健全な状態で将来世代に引き継いでいくこ

とが国民共通の課題となっている。

　港湾には、沿岸域での諸活動の拠点として経済・社会活動を

支える基盤としての役割のみならず、沿岸域の環境保全・創造

に貢献していくことが新たな世紀を逓じて強く求められること

となる。

4．創意と工夫による自立した地域づくりの促進

　人々の価値観に応じた暮らしの選択可能性が高く、多様性に

富んだ美しい国土づくりを目指した多軸型国土構造の形成が開

始されている。各地域の選択と責任による主体的な取り組みを

基本として、各地域の特性を活かしつつ、質の高い生活と就業

を可能とする自立的な地域づくりを進めていくことが課題とな

っている。

　港湾には、その空間を活用することにより、こうした地域づ

くりの主役の一人として、ゆとりや潤いのある地域づくり、地

域文化や新産業の育成等に貢献していくことが求められること

となる。

5．暮らしの安心と国土の安全の確保

　食糧やエネルギー資源の海外依存度の高い我が国においては、

日々の生活に欠かせない物資の安定的確保のための取り組みが

暮らしの安心の基本的条件である。また、国民の生命や財産を

守り、国土の安全性の確保を図っていくのみならず、災害発生

時において、迅速かつ適切に対応できるような危機管理体制の

充実も急がなければならない。

　港湾には、物や人の安定的輸送を担ういわばライフラインと

しての機能を確実に果たすとともに、とりわけ災害時の危機管

理体制を支える防災拠点としての役割が求められることとなる。

第2章　21世紀の港湾のあD方と課題

第1節　2泄紀の港湾の果たすべき役割

　我が国においては、国民生活や経済・社会活動に不可欠な物

資輸送の大半を海上輸送に依存している。外国貿易の量では

99．8％、類では約4分の3に相当する物資が港湾を経出し、国

内貨物輸送においても，内航海運がトンキロベースで約4割を

分担している。港湾は，こうした海上輸送の拠点としての機能

を果たしている。

　また、全人口の約4割が港湾の存在する市区町村に集積して

いることからも明らかなように、港湾は、地域の経済や雇用を

支える産業活動の拠点として、日常生活や海洋性レクリエーシ

ョン等の活動拠点として、さらに，都市活動に伴って生ずる下

水や廃棄物の処理空間としても機能している。

　このように、国民生活や経済発展に不可欠な社会基盤として

港湾の果たしている役割に対する理解は、平常時においては、

ややもすれば薄れがちとなるが、阪神・淡路大震災の際には、
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改めて広く国民に認識されたところである。

　第玉章で見たように、我が国の経済・社会の安定化・成熟化

に伴い、港湾に対’しては、より効率的な利用、自然環境との共

生、災害等の危機への適切な対応といった、多種多様な要請に

的碓かつ迅速に対応することが求められるようになってきてい

る。特に、自国内で必要な食糧やエネルギー資源等の十分な確

保が困難で多くを海外に依存し、かつ国内陸上輸送に多くのエ

ネルギーとコストを必要とする我が国にあっては、港湾は引き

続き枢要な社会資本として、地域から世界に至るあらゆる人々

に開かれた利活用がされるように整備・管理されることが必要

である。

　21世紀においては、地方の主体性を尊重する港湾法の精神を

尊重しつつ、国及び各港湾管理者と利用者が適切な役割分担の

下で協力し、港湾を取り巻く閥係者とも積極的な連携を図りな

がら，各々その貨務を果たすことにより，地域の、我が国の、

そして世界の経済・社会の発展に貢献しうるよう港湾の整備・

管理に取り組んで行くことが望まれている。

　海一L韓送が暮らしを支える上で欠かすことのできない重要な

交通手段であり、入々の暮らしが沿岸域では”港まち11を中心

に展開されている我が国の経済社会の姿を鑑みれば、次の3つ

の視点から「Z1．世紀の港湾の果たすべき役割」を発揮できるよ

うにするべきである。

　①　グローバル化に対応した国土構造の形成や、国際競争力

　　を備えた活力のある経済・社会の構築とともに、暮らしの

　　安心を支えるための「海陸を結ぶ輸送拠点としての役割」

　②暮らしの安心や国土の安全を支え、創意と工夫による地

　　域づくりを進めていくための空間を形成する「個性ある地

　域づくりに資する空間としての役割」

③　ゆとりや潤いのある地域づくりを育み、恵み豊かな環境

　を享受・継承していくための「沿岸域の環境安全・創造へ

　の貢献」

第2節　海陸を結ぶ輸送拠点としての役割と課題

〔／〕果たすべき役割

　　（国際競争力を備えた国際海上コンテナ輸送の拠点）

　　国際海上コンテナ輸送に対して、集中と分散のバランスの

　取れた航路や港湾の配置と，利用しやすい港湾サービスの提

　供により、「国際競争力も備えた国際海上コンテナ輸送の拠

　点」としての役割を果たす。なおその際、以下の点を考慮す

　るべきである。

　　航路網の集積による港湾の国際競争力向．E、船会社や埠頭

　の経営の投資効率の向上等の観点からは、少数の港湾に貨物

　が集中することが望ましい。しかし、過度の集中は、我が国

　の国土構造から、国内二次輸送の増加に伴うコスト上昇、環

　境負荷増大、大都市への交通集中等の課題を抱えることとな

　る。

　．方，荷主の利便性の観点からは、就航一字の増加に見ら

れるよっにアジア諸国の近距離航路を中心に、近傍の港湾を

利用することが望まれており、地方圏の国際化の進展を促す

こととなっている。しかし、過度の分散は、投資効率の低下、

低い寄港頻度による利便性の低下等により、必ずしも利便性

を高めることとはならない。

　こうした荷主と船会社の選択構造のバランスも勘案し、国

全体どしての輸送が経済的に営まれるようにと言う国民経済
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的観点から、国際競争力を備えた国際海上コンテナ輸送の拠

点が配置されるべきである。

　また、これらの港湾においては、広いヤードや締具の道路

網等との円滑なアクセスの確保、作業効率の高い荷役機械の

導入等施設整備を図るとともに、通信・情報技術を活かした

二手続きの簡素化、荷役作業の省力化・自動化や全「i通年化

等、利用者ニーズに対応して異なる輸送モード間での連携が

途切れず無駄なくなされるシームレスな一貫した輸送サービ

スが提供され、より低いコストで．，高いレベルのサービスが

提供されるよう、公平かつ自由な市場競争条件が整えられる

べきである。

　（産業競争力等を支える国際物流の拠点）

　外貿貨物の85％は、工業原材料や飼肥料、エネルギー資源

等のバラ貨物を中心としたコンテナ以外の一般貨物が占めて

いる。これら貨物の陸上輸送距離が短距離に止まるといった

特性を考慮し、地域の輸送需要や隣接港湾問の距離等を勘案

した多目的国際ターミナルの配置がなされることにより「産

業競争力等を支え国際物流の拠点」としての役割を果たす。

これにより、輸送船舶の大型化にも対応しつつ陸．ヒ輸送距離

の短縮も可能となる等、最終消費地や既存の生産・加工工場

等との輸送コストの削減を図るとともに、地域の潜在的発展

能力を伸ばすことで、我が国の産業競争力の向上、地域の安

定した雇用の確保等を支えていく役割を担うことができる。

　なお、コンテナ貨物以外のこうした貨物を中心に扱う多目

的国際ターミナルにおいても、コンテナタ．一ミナル図様、利

用者ニーズに対応したサービスが提供されるよう配憲される

べきである。

　（国土の骨格を形成する国内輸送網の拠点）

　地球環境時代の中で、入口減少・高齢化社会を間近に迎え

る我が国であって、自然環境への負荷の低さ、エネルギー消

費効率の高さ、少人数で大量輸送できる労働効率の高さ等海

運の優位性を十分活かし、複数の輸送機関との連携が図られ

た国内のマルチモーダルシステム構築において「国土の骨格

を形成する国内輸送網の拠点」としての役割を果たす。なお

その際、以下の点を考慮するべきである。

　国内輸送の輸送モード別割合で、海運はユ980年には約5割

　（トンキロベース）を占めていた。当時に比べ，港湾取扱量

は、フェリーでは3割増、内貿合計でも1割以上の噌加を見

ているにもかかわらず、モード別割合は約4割に止まってい

る。この要因として、道路網の充実による自動車輸送の利便

性の向一ヒに比べ、海上輸送が、迅速性の追求や多様化が進む

荷主ニーズに対応できなかったことも挙げられる。

　今後、技術進展に伴う船舶の高速化、諸規制等の緩和・撤

廃等による輸送サービス供給側への競争原埋の導入等により、

輸送時間の短縮、航路網の充実、輸送頻度の向上等、輸送需

要側の期待する条件に適う輸送サービスの選択肢の充実が見

込まれる。

　特に、フェリーやRORO船を用いたユニットロード輸送

　は、港湾における荷役の容易さ、ドアツードア輸送の容易さ

から、航路設定次第でその利用の拡大の．可能性を有している。

　このため、経済合理性を備えた輸送ルートを構成する港湾に

　おいて、円滑な荷役を可能とする施設や十分な駐車スペース

　を備えたターミナルの整備、背後の道路網との円滑なアクセ

　ス確保等を進めるとともに、船会社や荷王等の利用者ニーズ

　に対応したサービスの提供がなされるよう配慮されるべきで

　ある。

叫　対応すべき課題

　　（グローバルな視点での対応｝

　　国際海運市場における船会社の競争も厳しくなっており、

　外航海運において我が国港湾を利用する国内船会社の割合が

　著しく低下してきている。加えて、我が国の主要物資の海外

　依存度は増大の傾向にあり、国民の暮らしの安心や安定の確

　保のためには，いかなる事態においても内外σ）船会社が利用

　しゃすいハード・ソフト両面からの港湾の条件の整備が必要

　となってくる。

　　また、かつて対欧米コンテナ輸送のアジアの拠点を担って

　いた我が国港湾は、経済の急速な躍進に伴うアジアの域内貨

　物量の増ノ（，周辺諸国の港湾整備の進展等に伴い，コンテナ

　貨物取扱量でみた地位は相対的に低下してきており、占師港

　湾の競争．力低ドが問題となってきている。

　　この要因の一つとして、我が国では港湾を核とした臨海．［二

　業地帯の造成やアジア諸国の中ではいち早く国「祭源上コンテ

　ナ輸送に対応するなど、先駆的な取り組みを行ってきたが、

　それは港湾そのものを産業として捉えるよりは．海運産業を

　始め国内産業の育成や貿勧振興等、国民経済的視点に立って

　港湾の整備を進めてきたことが考えられる。これに対し、ア

　ジァ近国は、国内産業の育成に加え港湾そのものを産業活動

　として捉え、国際海運市場の動向を勘案しつつ，他国港湾と

　の競争の視点から設備投責や利用しやすい港湾サービスの提

　供に努めてきたことが挙げられる。アジア諸港が成長を遂げ

　てきた背景を理解し、我が国においては、国民経済的視点に

　加え、国際海運市場にも影響を「」．える．世界経済の動向を考慮

　するグローバルな視点からの迅速な対応も求められている。

　　〔港湾問競争激化0）下での重点投資）

　　重厚長大型産業の原材料や製品を輸送する不定期船の場合

　は、その取扱貨物の国内での陸．ヒ輸送が短距離にとどまるた

　め、その荷主が立地場所を選択した段階で利用される港湾が

　限定される場含がほとんどであった，しかし、組立型産業や

　日用品等の製品を輸送するコンテナやフェリーに代表される

　定期船の場合は、船会社は安定的に一定量以上の貨物が積み

　取れる港湾に寄港しようとし、荷主はドアツードアで要する

　費用や時間の効率性から利用する航路・港湾を選択すること

　となる。このため、港湾は、荷主と船会社の取引市場の中で

　選択される対象に立場が変わることとなり、それぞれの港湾

　管理者は荷主と船会社に対して、できるだけ有利なサービス

　を提供しようとする競争関係に置かれる状態になっている。

　　港湾間競争の激化は、各港が競い合って高規格の施設整備

　を急ぐ誘因ともなり、限られた財源が．各港湾に対し分散して

　　しまう懸念を抱えており、全国的・広域的な視点に立った整

　備計画の下で重点的な投資を行うことが求められている。

　　砿域的な背後圏を有する輸送形態の進展に伴う広域的な

　調整）

　　道路網の充実に伴う自動車輸送の進展、国際水平分業の進

　展を背景とした日用品等の製品輪入の増大等は、港湾を利用

　　する企業の範囲の広域化をもたらすとともに、荷役の迅速化

　　や小口多頻度輸送等に対応できるユニットロード輸送を進展

　　させることとなった。例えば、外国貿易量が3割程度の増加

　　を見たこの10年間に，外貿コンテナ貨物量はほぼ倍増してい
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）

る。

　この結果、当該港湾管理者の構成する地方公共団体の行政

範囲を越える、広域的な港湾利用が拡大し、港湾相互の背後

圏の重視の可能性が大きくなってきている。

　このため、．各港湾の整備は、船会社や荷主の港湾選択の自

出度を高めるものの、背後圏の輸送需要が複数の港湾に重複

して計．ヒされることによる施設の重複投資が危惧され、計画

の広域的な調整が求められている。

　（物流コスト削減要請への対応）

　貿易の自由化や、国際水平分業の益々の進展が想定される

中で、国内産業においても、コスト削減等により、国際競争

力を確保し．高い生産性や安定した雇用を保持・創出するこ

とが求められている。

　物流コスト削減を図ろうとする各企業は、より経済合理化

に富む輸送ルートを選択することとなり、当該ルート上の港

湾の利用が促進されることになる等、結果として輸送網が再

編されることとなる。そのため，より経済合理性が発揮され

る輸送網が構築できるよう、全国規模で港湾施設の適正な配

置が求められている。

　（海運の構造変化に対応した港湾利用条件の整備）

　アジアと北米問を始めとするコンテナ輸送の基幹的な国際

定期航路においては、大型船を効率的に運航するため、船会

社相互が船内スペースを融通するなど協調して運航するコン

ソーシアム（企業連合｝が定着してきている。

　また、内航においても、フェリー航路の免許制度の許可制

度への変史（2000年10月）、RORO船内貨物船の船腹調整制

度の廃止により、より一層の輸送効率の向．ヒを念頭に置いた

船舶の大型化や航路再編の動きが見られている。

　こうした経済合理性を追求する海上市場の変化に対し、公

共埠頭を利用しようとする場合には、施設使用の公平性の原

則により船会社は自社の配船計画に沿った効率的な施設利用

が必ずしも担保されない不安定さを抱えている。また．，優先

利用を前提として整備された公社埠頭を利用する場合には，

施設整備に際しての公共埠頭との公的支援の差異による料金

格差を被ることとなる。しかしながら現状では公共埠頭と公

社埠頭での利用条件に大きな差がなくなっている場合が多い

ため、フェリーを巾心に施設整備時の要件に左右されない現

状での利用施設の使用料金と使用条件との公平性を確保する

ことが求められている。

　（港湾運送事業の効率化要請への対’応）

港湾における荷役作業を担う港湾運送事業は、その健全で安

定的な運営を図るために、事業免許制，料金認可制が取られ，

港湾における円滑な荷役に寄与してきたところである。この

結果、事業者閲の競争が生まれにくい面や、船会社や荷主の

ニーズにあったサービスが提供されにくい面が，課題として

指摘され始め、集約・協業化学による事業規模拡大や企業体

力の強化も図りながら，競争原理を導入する改革が進められ

ようとしている。

こうした港湾運送事業の改革を促進し、より使いやすい港湾

づくりを進めるための具体的な取り組みが求められている。

第3節　個性ある地域づくりに資する空間としての役割と課題

〔D　果たすべき役割

　　（人と自然に優しい臨海部空間）
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　港湾は、物流や生産活動を中心に発展を遂げてきたため、

人々の生活から隔離されたものとなりがちであった。親水緑

地の整備や民有地の水際線解放、あるいは歴史的遺産の活用

等によりパブリックアクセスの向上が図られてきたが、引き

続き、美しさが感じられ、市民に開かれた親しまれる港づく

りを進め「人と自然に優しい臨海部空間」としての役割を果

たす。

　この際．自然環境に対する意識の高まりを考慮し、都市空

間と港湾空間の調和を図りつつ、ゆとりある生活空間を創出

し、高齢者や障害者等の利用に十分配慮したバリアフリー化

の推進、市民が触れあうことのできる自然環境の保全・回復

・創造にも積極的に取り組むべきである。

　（地域活力の向上につながる多様な産業導入の空聞）

　臨海部における既存産業の再生・活性化、臨海部の特性を

活用する新規産業の積極的な展開を図り、活力ある地域の形

成に寄与する「地域活力の向上につながる多様な産業門人の

空間」としての役割を果たす。なおその際、以下の点を考慮

するべきである。

　FAZ等の地域における外内訓の物流拠点としてのポテン

シャルを活かした流通加工産業の展開、ゼロエミッション構

想に基づき関係省庁と連携した循環型経済・社会の形成のた

めのリサイクル関連産業の誘致、風エネルギー等の自然エネ

ルギーを積極的に活用する施設の整備への支援等を通じ、臨

海部への立地が産業の活性化につながるように図るべきであ

る。

　併せて、利便施設、交流施設等の立地を誘致し、港湾を働

く場とする人々にとっても働き易い職場環境とするように取

り組みも考慮されるべきである。

　〔臨海部ストックを活用した地域づくりの拠点空剛

　臨海部の低・未利用地は、海上交通の活用等に不可欠な水

際線を有するとともに、大規模で市街地に近接していること

による高い利用ポテンシャルを活かすことが可能であるとこ

ろがら「地域づくりの提点空間」としての役割を果たす。な

おその際、以下の点を考慮するべきである。

　港湾機能には水際線が不可欠であることから、臨海部の低

・未利用地の活用にあっては周辺の港湾機能と調和のとれた

有効活用が図られるよう配慮されるべきである。

　特に，三大湾等閉鎖性海域においては、水域が限りある貴

重な空間であることから、その開発計画を策定する際には、

まず、既存ストックを最大限に有効活用していくことが検討

されるべきである。

　また，将来の利用のための留保空間として暫定的な利用に

より対処しておくことも必要であり、阪神・淡路大震災の教

訓も踏まえ、環境保全や防災対策のためにも、大都市の臨海

部に一定のオープンスペースを確保しておくことも考慮され

るべきである。

　加えて、水際線が国民にとって限りある資源であり，臨海

部の民有化の多くが公有水面を埋め立てて造成されたことに

鑑み、パブリックアクセスの確保等公共のための有効活用を

促すことも考慮されるべきである。

　（地域づくりに不可欠な空間）

　離島の港湾など地域の生活に必要不可欠な基盤としての港

湾、地域の自主的な取り組みによる産業振興など地域の発展

基盤としての港湾は、創意と工夫による個性ある地域づくり



圏

　の上で「地域づくりに不可欠な空間」としての役割を果たす。

　　この際、こうした港湾の施設整備にあたっては地域発展の

　機会の均等化が図られる観点からも、引き続き国としての必

　要に応じた支援が望まれる。

〔2｝対応すべき課題

　　（地域の選択と責任の一．・層の重視）

　　港湾は、地域社会にとって，地域経済の発展基盤、海洋性

　レクリエーションの場、日常生活の交通手段等として日々の

　暮らしに密接な関係を有している。また、地域の街づくりや

　環境の保全に密接な関連を有する社会基盤としての重要な役

　割を果たしている。

　　現在、行政改革の一環として地方分権の推進が図られると

　ともに、新・全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデ

　ザイン」において、地域の選択と責任に些つく主体的な地域

　づくりを重視しつつ国土づくりを進める指針が示されている。

　　今後は、人々の価値観に応じた暮らしの選択性を軽め、多

　様性に富んだ美しい国土づくりを実現していくために、各地

　域の選択と貢任による主体的な取り組みを基本として地域づ

　くりが進められることが、従来以上に求められている。

　　港湾法では制定当時より、港湾管理者の業務として「一般

　公衆の利用に供するけい留施設のうち一般公衆の利便を増進

　するために必要なものを自ら運営」することを定めているが、

　．．一部の意欲的な港湾管理者を除いては「運営」あるいは「経

　営」と言った視点での対応が十分行われたとは言い難い。

　　港湾の整備・管理においては，地方の主体性を尊重する港

　湾管理者制度の下、地方が地域の事情に応じた特色ある港湾

　整備に努めてきているが、これまで以上に、自立した地域づ

　くりに寄与していくような取り組みが求められている。

　　（臨海部の円滑な土地利用の転換への対応）

　　高度経済成長期以降、港湾では積極的な施設整備が進めら

　れてきたところである。しかし、インフラの構造に併せた車

　両開発が進められる道路や鉄道に対し、港湾では船舶の寄港

　を維持するために船型に併せてインフラ整備が求められる。

　例えば、コンテナ船の積載個数の最大値はこの10年間に倍増

　する等、急速に進む船舶の大型化や荷役形態の変化に伴い利

　用効率の低．ドや陳腐化する施設が生じている。また、バブル

　崩壊後の企業経営の悪化や産業構造の転換に伴う臨海部用地

　の遊休化が生じてきている。この一．．・方で、内航船からは体憩

　あるいは待機用の係留施設の不足、市民からは親水性施設の

　不足の解消が求められ、港湾の特性を活かした物流産業、リ

　サイクル産業の立地等の新たな社会的要請の高まりも見られ

　る。

　　こうした臨海部への多様な要請を的確かつ詳細に把握し、

　将来の土地利用動向に照らして、我が国の経済活力の維持と

　豊かな生活環境の安定的確保ができることを基本に，臨海部

　の円滑な土地利用転換を促進することが求められている。

　　／港湾整備事業の透明性・効率性等の向．．ヒへの対㈲

　　港湾の整備においても、国及び地方公共団体の逼迫する財

　政の中で、必要な施設の早期整備を進めるため、整備対象港

　の重点化や絞り込み等により、集中投資に取り組まれてきた、，

　　また、他の公共事業との連携の向上、費用対効果分析の活用、

　建設コストの縮減など効果的・効率的な港湾整備の推進が努

　められている。

　　しかし、より一層の物流コストの削減や規制緩和の推進等に

よる経済の活性化が求められるとともに、一連の公共投資批

判の中で、港湾についてもその整備の重点化の必要性が問わ

れており、地域づくりに必要な整備にあっても、地域の人々

のみならず広く国民の理解を得られる一騎分な説明責任〔アカ

ウンタビリティ）も求められている。

第4節　沿岸域の環境保全・創造への貢献と課題

ロ｝貞献すべき役割

　　（積極的な取り組みによる良好な環境の提供）

　　沿岸域は、多様な生物の生息の場のみならず、陸域の気温

　の急変を和らげ暮らしやすい気候条件を提供する場、教育や

　レクリエーション等により精神的豊かさを育む場、魚介類等

　の食糧の提供の場等として、人間の生存にも大きな役割を果

　たしている，

　　今後とも我が国国民が、経済的．社会的豊かさを享受しつ

　つ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築し

　ていくため、港湾においても、より広域的な視点を持ち、他

　の行政機関と連携しつつ，人間の利用のみならず、生物・生

　態系に対する視点も考慮した「良好な環境の提供」を図る役

　割を果たす。

　　特に今後は，環境への負荷1隆減をねらいとした従来からの

　施策に加えて、沿岸域の新たな活用と．一体となった良好な環

　境を創造する総合的な取り組みを租極的に推進するべきであ

　る。

　　（安定的な廃棄物処分の空間提供）

　　港湾管理者は、港湾開発に伴う土地需要を背景に，背後圏

　の都市から発生する廃棄物の最終処分場ともなるよう、港湾

　区域内において廃棄物による海面埋立を行ってきた。

　　内陸処分場の牛追と新たな確保が困難となりつつある現状

　等に鑑み、海面での処分に頼らざるを得ない場合には、良好

　な環境の保全・創造を図る上でも．引き続き海面処分場にお

　けるより長期的かつ安定的な受入を担うこととし「安定的な

　廃棄物処分の空間提供」の役割を果たす．

　　（適正に管理された水域の確保）

　　港湾の適1Eな管理運営、安全な船舶の航行，港湾や周辺環

　境の保全等が確保されるよう、港湾区域の適正な管理を行い

　　「適正に管理された水域を確保」する役割を果たす、，

　　海洋性レクリエーションの進展とともに港湾をはじめ公有

　の水域に放置されるプレジャーボートが増加してきている。

　　こうした状況に対して、港湾では、適正な規制と管理を基

　本とした対策を講ずるべきである、，一方、プレジャーボート

　に対しては海洋性レクリエーションの健全な振興の上からも、

　その適正な保管場所の確保について配慮されるべきである。

側　対応すべき課題

　　（環境への負荷の軽減への継続的対応｝

　　臨海工業地帯の形成は我が国の高度成長を支えてきた一ガ

　で，1960年代半ばに公害問題の集中を引き起こした。

　公害問題に対し、港湾行政においては廃油処理施設の整備

　　（1967年）から始まり、1973年の港湾法の改正において、港

　湾施、達に港湾公害防止施設、廃棄物処理施設、港湾環境整備

　施設を追加し、環境整i庸事業として本｝各的に対応を開始した；，

　併せて、港湾計画の策定や埋立免許の取得の際の環境影響評

　価制度も導入して対応を図ってきた。

　　閉鎖性海域に浮遊するごみや油の回収事業、海底の堆積汚
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泥の除去・覆砂事業、大気汚染対策としてのモーダルシフト

推進のための基盤整備等も含め、これらの環境への負荷軽減

に配慮した行政を引き続き進めていくことが求められている。

　〔生活環境の改善への継続的対応）

　臨海工業地帯づくりへの偏重、物流革新に対応した港湾機

能の高度化の進展は、結果的に、港湾あるいは臨海部から市

民を排除することとなった。

　こうした課題に対しては、豊かさやゆとりある生活への要

求が高まる1．11で、新たな港湾」5備政策として「211吐紀への港

湾〔1985年〕」を発表し、生活環境の改善に資する分野への

投資の充実も進めてきた。既存の事業制度を活かしながら，

親水性の高い緑地や海洋性レクリエーションのための空泣の

提供が進められてきた。

　また、臨海部の土地造成の中で市街地の住工混在解消等の

ための再開発用地の提供や，臨海部の土地需要への対応と併

せた背後市街地からの廃棄物の受入等、生活環境の改善にも

寄与してきた。

　海陸を結ぶ輸送拠点としての港湾の物流機能の高度化にも

十分配慮しつつ、これら、生活環境の改善のための対応につ

いて、引き続き進めていくことが求められている。

　〔環境の創造等への技術的対応）

　「環境と開発に目するリオ宣．言」やこの行動計画「アジェ

ンダ21」、「生物の多様性に関する条約」等が採択された地球

サミット　〔1992年〕等地球環境問題の議論に多くの入々の注

目が集まるようになり、環境基本法の制定（1993年｝、気候変

動枠組条約第3岡締約国会議の開催〔1997年〕等により、地

球規摸の環境問題への認識は定着してきた。

　こうした中で、運輸省港湾局は，1994年に新たな港湾環境

政策「環境と共生する港湾（エコポート〉」を発表し，環境

と共生した港湾整備を進めることを提唱した。しかし、政策

実行手段の拡充が不十分であったため、有害堆積汚泥の除去

や海水交換施設あるいは緑地・海浜の整備等の従来からの人

間の利用に重点をおいた施策以外は，港湾施設の建設等に付

随した取り組みに留まっており、生物・生態系にも配慮した

環境σ）積極的な創造を進めるには至っていない。

　また、今後、港湾が持続的発展を可能とする沿岸域の環境

改善に寄与していくためには、環境への負荷軽減を図る循環

型経済・社会の構築にも貢献していく観点から廃葉物のリサ

イクルや最終処分への適切な対応、あるいは港湾整愉におけ

る資材リサイクルの更なる推進も必要となってきており、調

査研究、技術開発が求められる。

　（港湾を超えた広域的対応）

　これまで、港湾における環境対策は、公害の防止、労働環

境や生活環境の保全が中心となっていた。また、港湾の水域

は、流入河川や海域とつながる大きな水の流動の中で捉える

べきであるが，港湾管理者による環境対策は、その管理する

港湾区域に範囲が限定されるという1恨界を抱えてきた。

　今後、高まる自然環境に対する国民の．多様な要請に対し、

十分な対応をしていくためには、潮流等に伴う海水の挙動等

の広域性も考慮した取り組みが必要である、，このため、港湾

区域内での環境の整備・保全を進めるだけでなく、港湾を超

えた沿岸域の環境保全についても検討を進めていくことが必

要になっている。
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第3章　港湾行政の進むべき方向

　21世紀において、港湾が第2章で示した役割を采たしていく

ためには、それぞれの課題を果敢に克服しつつ港湾行政を進め

て行くことが求められている。

　港湾が、海陸を結ぶ輸送拠点として、より効率的・効果的に

機能していくためには、個々の港湾管理者の努力だけでは対応

できず、全国的・広域的な視点に立った取り組みの必要性が生

じてきている。また、個々の港湾が輸送拠点として、利用者の

ニーズに合ったより使い易いサービスを提供していくためには、

それぞれの地域の特性に応じた主体的な取り組みを進めていく

ことが必要となっている。

　｛巷湾が、個性ある地域づくりに資する空間としての役割を果

たしていくためには、それぞれの地域が、既存制度を最大限活

川しつつ創意と工夫を図るとともに、より主体的な地域づくり

が進められるよう、国の制度見直し等を進めていくことも必要

となっている、，

　恵み豊かな環境を、世代及び国境を超えた資産と捉え、その

恩恵を享受しつつ将来世代に引き継いでいくためには、港湾及

び周辺の沿岸域において、より積極的に環境の保全と創造への

取り組みを進めていくことが必要であり，その際には複数の地

方公共団体にまたがる広域的な取り組みも必要になってくる。

　このように、「21世紀の港湾のあり方」を実現していくため

には、全国的・広域的な視点からの取り組み、地域の主体的な

取り組み、環境の保全・創造のための取り組みが必要であると

ともに、港湾行政を進める上で、透明性や効率性脳をより向上

させる取り組みも不可欠である。

第1節全国的・広域的視点からの取り組みの強化

1．全国的・広域的視点に立った港湾の計画制度の構築

　丁目では、港湾は世界的な海運ネットワークの拠点として機

能しており、グローバルな視点に立って整備を行うことが求め

られるとともに、国内においては．各港湾の整備が全体として

効率的・合理的なものとなるよう、全国的・広域的な視点から

計画的に行うことが必要となっている。

　現在、全国的視点に立った港湾のあり方を示すものとして、

運輸大臣は「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の

開発に関する基本方針（以下「基本方針」という月を定め，

港湾管理者は、これに適合するよう港湾計画を策定している。

しかし、現在の基本方針は，全ての港湾に共通する基本的な事

項を定めており，各々の港湾官理者にとっては個別具体的な方

針として適用し難い点も見受けられる。

　従って、港湾の持つ多様な機能が．［．’分発揮され、効率的・効

果的な港湾の整備・管埋が．各地域の港湾においてなされること

によって、我が国の経済構たの改革に資する効率的な物流体系

の構築、自然環境や地球環境との共生、安全且つ安定的な国＝ヒ

空間の形成等を実現していくため、国は、将来貨物量の口固し、

効率的・効呆的な港湾の配置・機能・能力等を明らかにしたグ

ランドデザインとしての全国計画を明確に示すべきである。

　また、大都市圏においては、一つの湾域σ）中で複数の港湾が

存立しており、各々が代替補完的な：機能を発揮していることか

ら、全国計画と個別港湾計画との間をつなぐ湾域計画について

明らかにすべきである。また、地方においては地域ブロックが

一つの経済圏・生活圏を構成し、様々な行政ニーズもこれを単

位として考えられることが多く、港湾においても同様な地域計



画を明らかにすべきである。

　この場合、従来的な物流機能のみに特化したものではなく、

各地域のみでの対応が困難、不適当と考えられる、全国的、広

域的な防災対策をも考慮した耐’震強化施設や防災空間等広域的

な効果を有する施設等についても広域的な視点に：凱って、配置

計画等を示すことも必要である。

　なお，全国計画や地域計画等については、港湾管理者の意見

を踏まえて策定することが必要である。また、これら全国計画

や地域計画は、各港の港湾計画を通じて実現されるものであり、

港湾計画の策定にあたっては、全国計画等との整合性を確保す

ることが必要である。

2，港湾の分類の見直し

　我が国の港湾は、大きくは、特定重要港湾〔重要港湾のうち

「外国貿易上特に重要な港湾」を指定）、重要港湾（「国の利害

に重大な関係の有する港湾」として、外国貿易，国内貿易、旅

客輸送、資源エネルギー確保等の観点から指定）、地方港湾の

3種類に分類されている。

　港湾の種類により、国と地方の役割分担は異なっており、港

湾整備における国と地方の財源負担割合や港湾計画の策定、直

轄事業の実施等の点で違いがあり、国の利害の程度に応じて、

国が関与することにより必要な港湾整備が進められ、3種類の

港湾が全体として、交通の発達、国土の均衡ある利用・発展の

役割を果たしてきた。

　しかし、近年、海上輸送の形態や産業構造、国土利用等が大

きく変化するとともに、港湾整備が進展し、港湾の果たす役割

も大きく変わっている。こうした中、我が国の港湾を全体とし

て適正に配置し、必要な港湾整備を効率的に行うためには、「外

国貿易上の重要性」及び「国の利害」の考え方について改めて

検討を行い、経済・社会状況に適合した港湾指定とすべきであ

る。

　港湾の分類の考え方及び指定の見直しにあたっては、以下の

諸点を含め幅広い観点から検討すべきである。

・我が国の経済・社会構造改革を図るため、物流コストの低減

　に資する効率的な物流体系の形成に資すること。

・地球規模での環境問題の改善が図られるよう、国内物流のモ

　ーダルシフトの推進が図られるものであること。

・グローバリゼーションの遊展の中で、近隣アジア諸国に対す

　る我が国の競争力の強化に資するものであること。

・各地域の発展に係わる基礎条件確保の観点から機会均等の実

　現に資するものであること。

・離島等におけるナショナルミニマムとしての地域生活確保に

　資するものであること。

・国と地方の現下の厳しい財政状況や今後の我が国の安定的な

　成長とを踏まえ、一層の効率的・効果的な港湾整備に資する

　ものであること。

・資源・エネルギー、食糧等の海外依存度の極めて高い我が国

　の特性を踏まえ、安定的な資源等の搬入に資するものである

　こと。

　なお、見直しを行うにあたっては、港湾管理者等の意見も踏

まえ分類の基準の明確化を図り、経済情勢の変化に即応した港

湾指定がなされることが必要である。

3．重要な港湾施設の整備と国の財政負担率の関係の見直し

　社会資本の整備における国と地方の財政負担の割合は、一般

的に国にとっての重要度や効用の及ぶ範囲、地方の受益の程度

等の観点から定められている。

　港湾整術においては、例えば、重要港湾の施設であれば、大

型外貿バースであっても小型船だまりであっても、国の負担率

が十分の五と一律に定められている等、必ずしも上記の観点に

応じたものとなっていない点がある。

　特に，全国的な見地から必要となる國際・国内の海．ヒ輸送網

の拠点として、重要港湾において直轄工事によって整備される

施設の効用は、一・つの地方公共団体の行政区域を越えて広域的

な範囲に及ぶものであり、国際的な海運ネットワークのなかで、

国内外の船会社が相亙に利用する国際社会資本として整備が求

められる施設でもあることから，国が相当の財政負担を行う必

要がある。また、道路等他の公共事業と比較して、港湾管理者

の負担が過大であるとの声もあがっている。他方、重要港湾に

おいても、その効用が広域に及ばない施設については，地方の

受益に見台つた負担率としていくことを検討することも必要と

考えられる。

　したがって、重要度の高い施設に重点的な投資を行い、効率

的な物流体系を構築するため、国にとっての重要度や効用の及

ぶ範囲、地．方における受益の程度に応じて、整備する施設の国

の財．政負担率を見直すべきである。

4，複数の港湾で利用される施設の運営のための取り組み

　全国的な見地から必要となる海上輸送網の拠点として、直轄

工事によって整備された施設も、港湾の一体的管理の観点から

当該港湾の港湾管理者に管理委託され、利用に供してきたとこ

ろである。

　近年、港湾施設の効率的・効果的な利用に資するため、多数

の港湾管理者が共同利用できる施設の整備が開始されている。

　その．．．一つとしては，港湾の効率的な運営を左右する諸情報の

的確かつ迅速な処理のための情報処理システムであり、港湾の

利用に際しては、関係省庁等への諸手続が多岐に亘ることから、

省庁間、港湾間、国際間で整合性の図られた情報処理システム

の構築が求められている。現在、第一歩として，入出港手続き

の統一的処理を目指した港湾EDIシステムが構築中である。

更なる利便性向上のため、大蔵省の海上通関情報処理システム

（Sea・NACCS）と接続したワンストップサービス実現が．早期に

必要である。

　また，大規模震災時の海路による緊急物資や被災者等の輸送

路確保のため、全国的な整備目標の下に耐震強化岸壁の整備等

を進めてきているが、これを補完する施設として、逓常時に管

理している港湾管理者の管理国国を越えて被災地へ曳航して利

用することを前提とした、浮体式防災基地の整備が三大八で進

められている。

　このように、その利用港湾あるいは港湾管理者が一に限定さ

れない港湾施設については、その管現の仕方が明確になってい

ない。特定の港湾管理者に負担がかからないような、適切な管

理・運営体制とするとともに、特に浮体式防災基地については、

移動の要否の判断や利用個所の選定が適切に行われることが担

保されるようにすべきである。

5，沿岸域環境等の保全・創造のための広域的な取り組み

高まる自然環境に対する国民の多様な要請に対し，十分な対
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応をして行くためには、潮流等に伴う海水の挙動等の広域性も

考慮した取り組みが必要である。このため、港湾区域内での環

境の整備・保全を進めるだけではなく、港湾を超えた沿岸域の

環境保全についても検討を進めていくべきである。

　特に、我が国の経済・社会活動が集中する市街地前面の閉鎖

性海域は，港湾を中心として沿岸域の稠密な利用がなされてき

た。このため，環境負荷物質が蓄積されやすく、臨海部からの

影響を大きく受けてきた。閉鎖性海域を、持続的発展が可能な

エリアとして将来世代に継承していくためには，港湾区域外で

実施している堆積汚泥への山砂や海面に浮遊するごみ・油の圓

収等の事業を継続し、これらの事業から得た技術の蓄柑をも活

かしつつ、沿岸域での環境の保全・創造についても、広域的な

計画制度の中で明らかにすべきである。また、その実現に向け

ては関係機関と一体となった取り組みが重要である。

　さらに、沿岸域の総合的な管理について、関係機関と連携し

つつ検討を進めることも重要になっている。

第2節　地域の主体的な取り組みの支援と強化

1．港湾計画に係る港湾管理者の裁量の拡大

　各港湾の「港湾計画」は、運輸大臣が定める「基本方針」と

の適合等の条件の下で、港湾の．一元的管理者である港湾管理者

が定めることとなっており、策定にあたっては港湾管理者が地

方港湾審議会の意見を聴くこととなっている。また、重要港湾

の場合には、運輸大臣は中央の港湾審議会の意見を聴いた上で

必要があれば港湾管理者に変更を求めることができることとな

っている。

　今後の地域づくりは、地域の自立の促進と誇りの持てる地域

の創造を目指して、地域を形成する様々な主体の参加と連携に

よって進められる必要があると言われている。こうした中にあ

って、港と地域が一体となって発展してきた歴史を有している

我が国では、地域づくりと一体となった港湾計画の策定につい

て、地域の実情に応じて機動的な対応を講ずることができるよ

う、これまで以上に港湾管理者の裁量の範囲を拡大することが

必要である。

　このため港湾計画の策定にあたっては、全国的・広域的な視

点からの計画制度の見直しにあわせ、国においては全国的ある

いは広域的な視点に立った効率的な物流体系の構築等の観点を

中心に基本方針との整合を図るための審議を行うこととし、港

湾管理者が地方港湾審議会限りで港湾計画の変更ができる範囲

を拡大する必要がある．また、地方港湾審議会と国の港湾審議

会の役割分担を明らかにし、各々の審議会の審議事項の整理を

行い、各々が連携して効率的・効采的な審議を行うことが出来

るように検討すべきである。

2．補助事業に係る港湾管理者の裁量の拡大

　地方の自主性及び自立性を高め，個性豊かで活力に満ちた地

域社会の実現を進めていくためには、港湾の整備において、事

業の実施に際しての港湾管理者の裁量範囲の拡大も必要である。

　このため、既存施設の有効活用を図っていく事業等について，

地方分権推進計画に基づき総合補助金を創設することが必要で

ある。

3．より利用しやすい港湾への取り組み

港湾は、地域において果たす役割の多様さから，船会社，荷
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主、旅客、港湾運送事業者、陸．．ヒ輸送事業者等、関係する主体

が多岐に亘る。このため最も地域の事情に通じた港湾管理者が

中心となって、サービスの利用者の意向と提供者の意向の円滑

な調整や、種々の関係主体間の利害調整や迅速な合意形成を図

りつつ，各日の事情に応じた利用しやすい港湾づくりのための

施策を講じていくこどか必要である。この場合、国においても、

港湾管理者への支援の観点から、港湾の利便性の向上を図るた

めの支援を行うことを検討すべきである．

　例えば，港湾運送事業の改革と連携した港湾の利用形態の効

率化、高度化のための環境整備を始め関係省庁、官民等の連携

や．協力による施策や事業の展開を推進することや、多数の関係

者による1聡〔高度道路交通システム）等を利用した物流の効

率化の推進、防災施設の配置、バリアフリー化の推進等の新た

な課題への対応が重要となってきており、国においては，ノウ

ハウの提供や国の機関と連携した支援策の確立等での積極的な

対応が望まれる。

　また、道路や鉄道等の他の輸送モードとの結節機能を強化し、

港湾の物流機能のより高度化を図ることも必要である。

4．市民が参加意識を持てる港湾行政の推進

　港湾及び沿岸域が貴重な公共の資産であるとの理解と認識を、

市民により深めてもらうための取り組みが先ず必要である。港

湾管理者が中心になって、地域住民のニーズにかなったアメニ

ティ空間の整備を引き続き進めていくとともに、港湾における

諸活動や歴史的、文化的側面、沿岸域に関する情報の蓄積及び

積極的な情報提供や、緑地・海浜・歴史的施設の維持・管理に

地域住民やNPO等の人々が主体的に参加できるような環境づ

くりに努めていくことが重要である。また、港湾計画の策定や

事業の実施等を円滑に進める中で地域の人々の意見を広く聴取

する手法を検討すべきである。

5、遊休化した用地等の活用

　臨海部の低・未利用地については、i）海陸の交通アクセス

の確保が比較的容易であること、iD一団のまとまった用地で

あること、iii）周辺地域に比べ地価が廉価であること、　iv）港

湾の管理運営上必要な土地利用の制約はあるものの企業所有地

が多く地権者が複雑化しておらず周辺との調整が比較的容易で

あること、の比較的背後都．市の中心市街地に近いこと等の特

性を有しており、こうした特性の活用が有効である。

　検討にあたっては、地域経営者の一人として港湾管理者の主

体的取り組みが望まれ，事業者や地権者等とともに官民一体と

なった活用協議会を設立し「臨海部再編プラン」を策定し、必

要な支援措置と官民の適切な連携による臨海部活性化施策を進

めていくことが必要である。

　その際、これらの低・職制用地の活用にあたっては、まず、

物流の効率化や親水機能の確保など、港湾の特性を活かした臨

海部再編を基本とし、港湾管理者において、臨港地区における

分区制度胆の土地利用規制について弾力的な運用を図りつつ検

討するとともに、それに限らず、都市行政を始めとする他の行

政との運携を図り、地域全体としての対応を検討していくべき

である。

6　港湾間の相互の連携と調整

　国や地方の財政制約がある中で、港湾施設の効果的・効率的
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な整備が求められている。このため、特に複数の港湾が近接し

て存在する地域において、各港の施設や機能を相互に補完しあ

うことは，地域全体の利便性の向上に結びつく施設の早期共用

や、施設整備の重複投資の防止の意味でも重要である。また、

単一の港湾管理者のみの対応でなく、複数の港湾管理者の連携

による対応も重要であり，地域の連携した取り組みによって、

水質等の環境改善の効来を高めるといった取り組みへの認識も

高まってきているところである。

　このため、集中投資による施設の早期供用、共同した定期航

路の㎡致活動、閉鎖性海域での環境の保全・創造等、複数の港

湾が連携して対応することが有効な事項については、港湾の開

発、利用、保全に関わる関係機関が一．・体となって連絡調整を行

うことが重要である。

　特に、国際的な視点での取り組みが求められる国際港湾の競

争力の維持向上等の観点から、港湾管理者相互の連携・調整の

実効性がある仕組みを検討すべきである。さらに，地方の自主

性を活かしつつ、地方公共団体の枠を越えた広域港湾について

も検討することが重要である。

第3節環境の保全・創造のための取り組みの強化

1，良好な自然環境の保全・創造への積極的な取り組み

　港湾行政は、これまでも，その時々に生じた環境課題に対し

ては適．切な対応を講じてきた。しかし、近年、認識の高まりを

見せている自然環境の創造に対しては、十分かつ積極的な対応

を講じ得ていないのが現状である。

　このため、輸送拠点としての港湾の整備や運営と同様に，良

好な港湾環境の形成についても、その重要性を明確に認識し、

積極的に対応して行くべきである。

　実施にあたっては、干潟や海浜を始めとした貴重な自然環境

への影響を最小限に抑制するに止まらず、新たな干潟や浅場の

造成、護岸の緩傾斜化や海水浄化機能を有する撰造の採用等を

始めとした生物生息環境を創造する構造形式の採用等の取り組

みについても，港湾の開発・管理を通じて得てきた潮流や漂砂

等の知見、水質浄化機能や生物生息状況等に関する調査研究等

の成果の活用を図りつつ進めていくべきである。

2．循環型経済・社会の構築への寄与

　背後圏の都市圏から発生する廃棄物等については、減量・減

車化、リサイクルの努力がなされているところであるが、なお

必要となる最終処分場の確保は，内陸処分場の逼迫とその確保

の困難性等から、相当程度海面に依存せざるを得ない伏況にあ

る。特に港湾と都市が．．．・体となって発展してきた我が国にあっ

ては、港湾区域内での確保の要請が高い。

　一・方、人口が集中する三大都市圏域等の前面の港浮貸：域では、

閉鎖性湾域であることによる地形上の海域の有限さ等から、廃

棄物の受入も無制限に可能ではない。また、臨海部の土地需要

が旺盛であった時代にあっては、廃棄物処分終了後の用地の利

用も順調であったが，昨今の経済・社会の情勢の中で，その需

要は低．ドしてきている。

　このため、溝面処分場における廃棄物のより長期的なつ安定

的な受入を担っていくためには、廃野物の発生抑制も心待でき

る排出者負担原則に基づいて、廃葉物埋立護岸の整備鱈源の確

保と廃棄物の処理料金の設定が可能となるよう、制度の見［目：し

も含め検討を行うべきである。また、港湾工事の実施に伴い発

生する凌深土砂や各腫建設副産物についても積極的に資材とし

て再活用する等、港湾」吉備において資源循環型の取り組みを強

化していくことが必要である。

　更に，循環型経済・社会の構築の観点から、廃棄物の減量・

減楽舞やリサイクルに関わる関係機関と違塾した幅広い取り組

みも必要である。

3．港湾区域の適正な利用の確保

　港湾区域は、経済的に．・体の港湾として管理運営される水域

として設定されており、船舶の安全な航行のためにも重要な水

域である。

　しかし、港湾区域には、水域占用許可を得ていない構築物の

率直や、所有者不明のプレジャーボートが放置される等、港湾

の適正な管理運営、安全な船舶航行、港湾や周辺環境の保全等

に支障を来している例も少なくない。

　港湾区域の適正な利用を図るためには、水域管理上の支障を

及ぼしている構築物や船舶の処分等について、港湾管理者が適

正なf．f政処置を講じることができるようにすべきである。

　特に、プレジャーボートについては，届出等の制度の鼻入に

よる所有者の体系的把握と併せ、所有者の自己貢任による係留

・保管場所の確保のルール徹底や義務化についての検討を行う

とともに、簡易な係留・保管施設の整備、暫定的に係留を認め

る水域の設定等を進めていくことも必要である。

第4節　港湾行政の透明性、効率性等の向上

1，事業評価の実施

　財政制約の中で、より使いやすい港湾づくりを進めていくた

めにも、公共事業のより効率的な実施が求められている。この

ため、港湾の建設及び改良においては、事業の実施の前あるい

は途中において、事業に要する費用とその効果を比較する等の

手法による評価を行い、その結果を公表することにより、公共

事業の決定過程の透明化及び評価の適正化を図ることとしてい

る。

　今後は、事業実施前及び実施中の費用対効果分析に加えて、

時間管理概念の導入や事後の。r価方法についても検討すべきで

ある。なお、分析方法については、より適切な分析方法となる

よう，実施を通じて得られた課題等に対する改良を加えていく

ことが必要である。

2．施設の使用ルールの多様性の確保

　港湾施設の使用形態には，現在、不特定の船会社がその都度

利用する「公共方式」と特定の船会社等に貸し付けられる「公

社方式1がある9

　「公社（公団）方式」は、196D年代半ば、海上運送のコンテ

ナ化が加速度的に進展することが見込まれたことから、船会社

等の要望を踏まえた「コンテナ埠頭の緊急整備」と「専用使用

によるコンテナ船の効率的利用」を可能とするため、従来の「公

共方式」を補完することを目的として創設されたρその後，内

航中長距離フェリー航路においても導入された。

　しかしながら、「公共方式」と異なり、国と地方の無利子貸

付金や財投資金等の借入金による施設整備のため、原価回収を

基本とする固定的な貸付料金となっている。このため、公社バ

ースの取扱貨物量が当初借り主の想定した量と異なってくる場

合には、借主である船会社にとっての当該貸付料の負担感も大
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きく違うものとなってくる．

　さらに、就航船舶の大型化に伴う施設の高規格化・大規模化

等から施賦整備費が高額となっていることや「公共方式」によ

るコンテナ船やフェリー航路用の同等機能の施設整備が進んで

きていることもあいまって、「公杜方式」のメリットが相対的に

低下してきている。

　他方、「公共方式」についても、現行では，原則として船会

社はその都度利用する毎に、施設の使用許可の申漬を行い港湾

管理者が係留場所を指定することとなっており、施設利用にお

ける不安定要因となっている。

　港湾における輸送コストが最も低減される使用形態は、その

貨物取抜量によって異なり、船会社等のニーズに適宜対応して

いくための使用形態の多様化や効果的な財政支援等を講じてい

くことが必要となる。

　このため、各港においては、各港湾管理者が港湾を一元的に

管理運営していく観点から、港湾の実状に応じて「公共方式」

と「公社方式」の適：IEな役割分担について見直し、次のような

検討を行うことが必要である、，「公共方式」については、公共

性を「卜屠しない．．．淀の条件下で定期航路等の効率的運用を図る

ことが可能となるよう各港湾の実情に応じた使用ルールの確立

並びに「公社方式」については、船会社のニーズを踏まえた施

匡乏運露形態の多様化及び「公共方式」とのバランスを考慮した

支援方策のあり方の検討を行っていく必要がある。

3，更新需要への適切かつ計画的な対応

　港湾施設には、その設計時の耐用年数を50年としているもの

が多く、1960年代から急速に整備された施設の多くが、約10年

後には設計上の耐用年数を迎え通常の維持、管理の範囲を超え

る更新需要が急増することが懸念される。

　厳しい財政制約の中で、既存施設の延命化を図る一・方、機能

的な陳腐化による耐用年数以下での更新需要への適切な対応も

考慮し、更新投資の過度の集中を防ぐためにも計画的な更新工

事を進めていくことが必要である。そのため施設の老朽度合の

確認、更新の必要性の有無の検詞．、復旧工法等の調査・設計を

計画的に進めておくことが必要である。

　また、更新にあたっては，施設新設時と同様に多額の整備費

が必要となる場合も想定される。施設の建設当初の効用を維持

・復旧する目的の改良工．事により、経年的に進行している施設

の出血回復や延命化を図る財政的措置の充実が必要である、、

　その際、港湾管理者に管理委託されている国有港湾施設につ

いては、費用負担や実施主体等に関して必要な検討を行い、施

設管理の委託者と受託者の役割を明確にしておくべきである。

4．緊急時を始め迅速な施設の状況の把握と情報提供を可能と

　するシステムの構築

　阪神・淡路大震災等の大規模・広域的な災害の経験を踏まえ、

災害を未然に防止することのみならず、発生した災害に対して、

状況判断や被害拡大防止の措置、災害復旧に迅速かつ機劫的に

対応できる危機管理が求められている。

　また、国の定める基本方上等に対する各港湾毎の施設零1．備の

進捗等の確認や、各港におけるサービスの状況の把握、港湾利

用者等への迅速な情報提供のためにも港湾施設の管理状況を一

元的に把握出来る情報のデータベースは有効である。

　このため、災魯発生時等の諸々の状況下において、港湾の現
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状を把握するとともに、港湾利用者等にも情報提供していくた

めの二三管理システムを構築するべきである。この際、公平か

つ迅速な利用が可能となる運用体制を確立する必要がある。

5．技術の開発の推進とその成果の活用

〔技術のグローバル化・多様化への対応）

　技術のグローバル化も進みつつあり、例えば「貿易の技術的

障害に閃する協定」によりISQ（国際標準化機構〕等の国際標準

の尊重及び性能規定化が国際的に取り決められ、また、技術者

の国内資格と国際資格との整合を図ることも必要となっている。

　また、技術行政に求められる要請は多様化しつつあり、とり

わけ、ライフサイクルマネジメントは、施設の構造安全性かつ

良質な閥旨の保持・確保という意味から、その重要性が更に増

すものと考えられる。

　これら必要な諸口準の整備や我が国の基準の考え方の国際標

準への反映等、技術0）多様化や国際化に対応するための組織的

かつ積極的な対応が重要である、，

〔技術的な支援の強化｝

　港湾技術研究所の広範な基礎的研究及び港湾建設局等の事業

実施を逓じて得られた技術は、海外の技術基11ζにおいても採用

される等、国際的にも高い評価を得てきている。

　社会資本整備においては、品質の確保及びコスト縮減に対す

る事業主体の技術的費任が今後更に増すものと考えられ、事業

の適正な実施のために事業主体としての技術の保有が重要な課

題となる。

　また、技術の集私亭が十分でない場合にも対応できるよう、

研修等を通じた技術の普及や移転、国等の経験陛かな技術者の

活用による支援が．可能となるような仕組みの整備を図ることが

必要である。

　〔技術研究開発の推進）

　国は独自の技術開発以外にも，大学や民間との共同研究・共

同技術開発等、他機聞と連携した技術開発の推進及び技術開発

成果の活用を促進する施策についても積極的に展開してきたと

ころであるが、他分野への展開も含めこの重要性はますます高

まるものヒ考えられる。

　技術研究開発の効率化、その閉口成果活用の透明性、技術の

国際化といった技術研究開発に求められる諸要件を踏まえると、

効率的な研究開発体制の確立，通信・情報技術等の次の時代を

リードする技術シーズの発掘、技術研究開発成果の評価、国際

的な貞献芋が重要となる。

　そのために国としては、例えば、海上交通の安全性や高速化

・効率性を向上させる輸送システムの構築に関する分野，環境

創造の分野、自然エネルギーの活用分野、大規模な震災や油流

出事故の際の危機管理の充実を図る分野等、港湾技術として目

指す同標を明示しておくことが必要である。

おわりに

　今後、「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあ

り方について　中間報告」についての意見を広く募集し、それ

らの意見も参考としつつ、施策の其体化のための検討を進め、

年内を目処に最終答申（案）をとりまとめる．予定である。

　なお、本中間報告の内容については、今後の経済・社会の変

化等港湾を収り巻く情勢の変化に対応して、将来、各施策に見

直しが必要となった場合には、改めて検討することとする。
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穀物〔ガルフ／i］本・北米丙li…／「体・加レ7／酉陶

　　　ガルフ／日本

旧95

　　　　L’

　＼

　ガルフ／西欧

］996　　　　　　　ig97 1998 1999

黎
佃
踊
3
。
器
附
隠
m
5
D

4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米
月次 1997 1998 1999 1997 1998 1999

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
．
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

66．25　62，00
U6．50　58．5Q
U9．00　58．00
U7．50　46．50
V2，50　61．50
V6．50　65．50

W6．75　68，50
X4．00　85．OO
X4．50　72．50
P00．00　89．OO

W2．00　75，00
V5，00　49．50

62．OO　50．00
U9．OQ　60．oo
W2．00　67．50
V2，50　65．00
W7．50　69．00
V5．OO　62．50

W2．50　74．75
W0．00　60．00
U0．00　44．00
U2．50　52．50
U2．00　47，50
U2．75　48．00

67．50　60．75
V2．50　59，50
V0，00　51，00
S5．00　35．OO
S2．50　37．75
U2．50　45，00

@　　38，00

S0．OD　36．00

56．50　52．00
T2，50　47．50
T7．50　50．50
T2．50　45．00
T9．50　45．00
U0．00　52，50

U5．00　50．00
U7．50　65．00
V0．00　60．OO
V7，50　70，00
W0．00　65．OD
U2．50　42．5Q

52，50　42，50
U0，0D　妬．DO
U7．50　55．00
V2．50　55．00
V7．50　69．00
V7，50　56．5Q

V2．50　65．00
U8．50　52．50
T6．00　40．00
T5，00　51．50
T3．75　44．00
T6．50　43．75

62，50　51．00
U5．00　50．00
U2．50　42．50
S0．00　33，50
S7，50　33，50
T5．OO　37．50

S5．OO　36．75
S5，00　36．00

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

@　　　るもの。　④グラフの値はいずれも最高値。
②単位はワールドスケールレート。　③いずれも20万D／W 以上の船舶によ

5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （．学．f立：　ドノレ）

ガルフ／日本 北米西岸／日本 ガルフ／西欧
月次 1998 1999 1998

工999 1998 1999

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2

21，25　19．00
P9，00　16．50

16，00　13，25
P7．OO　14．25

11．50　　9．OO

@　8，75

9
．
1
5
一

10，75　　9，00
V．90　　7．50

9．50　　9．00　　一

3
19．50　17．50 18．00　15．25 12．85　11．50 10．75　　9．30 6．75

一4
〔
」

20．OO　16．00
P7，GG　／5，50

18，35　14，25
Q0，50　16．50

二 二 　　　　
P0，50　　7．50

9
．
5
0
一6

15，35　13．70 17．60　15．50
一 一 一 一

7
14．00　13，00 18，50　16．00 9．75 10．95　10，80 『 一8

9

13．00　12．50
P2．75　12．70

20．50　18．60 ＝ 一 一8．50 12．00

10
一 一 8．7511

13．75　12．75
　 8，75　　7，5012

／2．85　12，25
一 8．50　　6．75

（注） ①目本郵船調査グループ資料による。

Bグラフの値はいずれも最高値。
②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの。

せんきょう　平成11年9月号
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6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） （単位　　ドル）

ハンプトンローズ〆日本（石炭） ツバロン／日本（鉄鉱石） ツバロン／西欧（鉄鉱石）

月次 1998 1999 1998 1999 1998 1999

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　．最低 最高　　最低
1

一 一 一 「一 6．50 4．30　　3．50
2

一 L一
．i．．一

『 5．80　　5．25 4．40　　3．75
3 9．75

一 一 一 一 4．45　　き．45
4

一 一 一 一 5．25　　3．95 4．OO　　3．50
5

一 一 一 一 4．70　　4．15 5．05　　4．60
6

一 ．一 一－ 一 4．30 4．10　　2．20

7
一 一 一 一 一 一8
一 9．25 4．50 6．85 4．80　　3．25 4．70　　4．40

9
6．50 6．55 5．00

10
一 一 一ll
一 4．50 一一

12
一 『 4．15

（注）①日本郵船調査グループ資料による。　②いずれも10万D〆W以上15万D〆W未満の船舶によるもの。
　　　③グラフの値はいずれも最高値。

（、

7．タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数
月次 1997 1998 1999

VLCC 中型 小型 H・D H・C
VLCC ［．1．1型 小型 H・D H・C

VLCC 八型 小型 H・D H・C
1

57．3 1D7．2 165．6 188．4． 233．8 55．3 llO．4 150．3 140．7 ユ75．0 53．5 91．2 116．8 150．O 198．9
2

59．1 114．1 164．1 198．1 255．8 54．6 104．8 142．1 154．5 工7L4 58．7 95．8 138．0 161．2 165．7
3

58．4 1D9．1 155．9 201．4 237．7 68．6 96．7 ．．1．32．9 146．5 175．5 62．2 92．1 113．8 164．3 159．3
4

62．O l19．7 201．3 193．9 223．4 72．4 106．1 145．7 160．6 161．9 4＆8 93．9 136．7 167．5 144．2
5

52．3 llO．4 182．0 181．2 213．7 70．3 91．8 122．ユ 156．6 155．1 37．8 88．13 ／28．2 176．6 158．3
6

63．4 llO．9 182．6 203．0 202．8 75．2 98．2 U9．8 170．8 152．0 40．7 85．8 121．4 209．9 157．3

7
63．8 107．2 172．5 185．5 181．2 74．2 104．8 136．3 167．4 160．9 49．4 75．7 124．0 196．3 164．5

8
70．3 100．4 159．9 176．2 、．7．5．7 75．3 99．6 1292 ／6s．o 159．7

9
83．4 110．6 148．1 179．5 170．3 60．3 88．9 工202 165．4 152．3

10
76．2 l13．9 152．6 181．6 163．9 47．2 79．2 1072 158．3 151．3

11
89．5 1／4．9 166．5 164．6 149．6 5・LO 82．4 117．0 146．7 工60．9

12
74．3 1／0．6 138．9 ユ80．1 184．0 48．6 88．2 l19．8 133．3 182．3

平均 67．5 110．8 165．8 186．1 199．3 63．0 95．9 128．5 155．7 163．1

〔注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。〔シッビング・ニューズ・インターナショナル

　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に創lD②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃

　　　指数の5区分については、以下のとお｝1　④IV］LCC＝15万トン以」二◎．中型：7万～15万トン　◎小型：3万～7万
　　　トン　．㊨H・D茜ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満　1雰IH・C＝ハンディ・クリーン：全船型。

圃 せんきょう　平成11年9月号
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8．貨物船用船料指数

貨物船航海用船料指数 貨物船定期用船料指数
月次 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1
2
3
4
5
6
7
8
9
．
L
G
l
l
1
2

189．Q

P85．0

P85．0

P98．0

P91．0

P99．Q

撃X8．0

Q02．0
Q08．0

Q12．0
Q12．0
Q19．0

234．Q
Q27．0
Q29．0
Q43．0
Q45．0
Q39．Q

Q30．0
Q18．0
Q20．0
Q2L（）

H98．0

Q09．0

2Q7．0
Q02．O
^92．0

H92．0

P96．0

P95．G

撃W6．0

P89．O
撃W6．0

P76．〔）

P88．0

Q11．0

209．0

P97．0
P．99．0

P97．0

P90．0

P84．G

撃W3．0

P96．0

P90．0

P91．0
P89．O

撃W6．0

／89．0

P86．0

P71．0

^73．0
FL73，0

P75．O

撃U7．0

P65．0
P64．0
P65．G

P70．O
撃U8．0

166．Q
P70．0
P69．0
P72．O
撃V3．O

撃V6．G

P79．0

327．0

R20．0
R24．0
R10．0
R18．0
R34．0

R20．0
R60．0

R49．0
R33．0
R63．0
R67．0

358．Q
R58．0
R66．0
R77．0
S02．0

Rgo．0

S．26．0

R91．0

R64．0
R55．G
R44．2
R74．7

38Q．3
R86．6
R39．4
R63．0
R50．0
C39．0

R39．0
Q89．0

Q93．0
Q94．0
R23．0
R23．0

347．Q

R32．0
?S1．0

R54．0
R42．0
R26．G

R38．0
R30．0
R27．Q
R16．G

Q90．0
Q94．0

277．0
Q54．0
Q60．0

Q62．0
Q62．0
Q92．0

Q66．0
Q10．0
Q08．0
Q22．0

Q31．0
Q32．O

23LQ
Q29．0
Q19．0
Q2LO
Q38．0
Q38．G

Q26．0

．平均 199．8 226．1 193．3 192．6 172．1 335．4 375．5 334．9 328．1 245．5

（注）　①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。

@　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11

　　　　　　　　　　　　　　　（シッピング・ニューズ・インダーナショナ

獅ﾉ合併）②航海用船料指数は1965．7－1966．6＝100定期用船料指

　　　　　：数｝ま1971己1000

9，係船船腹量の推移
1997 1998 1999

只次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数　千GIT千D／．W 隻数．千G〆T千DハV ．隻数千G／T千DハV 隻数千G／T千D／W 隻数千G／T千D／W 隻．数千G〆T．下．DハV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
n
1
2

248　　2，110　　2，589

Q41　　1，996　　2，4．02

Q53　　2，G55　2，420

Q51　　2，073　　2，462

Q49　　2，Q86　　2，52Q

Q44　　2，008　　2，426

Q39　　1，969　　2，449

Q46　　2，120　2，4．29

Q46　　2，084　　2，375

Q64　2，281　2，634

Q65　　2，252　2，555

Q69　　2，254　　2，596

551，5072，757
T71，6282，804
U31，7102，970
U41，7963，101
U31，7813，06G
T71，7763，052

T81，8233，160
T71，7763，031
T31，4872，474
T71，6162，591
T81，5432，532
T91，4502，464

250　　2，063　2，423

Q44　　1，911　2，22Q

Q46　L957　2，2S1
Q47　　2，028　2，381

Q56　　2，Q92　　2，448

Q59　　2，171　2，546

R10　　2，848　3，408

R11　2，816　3，420

R19　　2，852　3，420

R26　2，885　3，420

R24　2，9／5　3，515

R24　3，004　3，718

571，4502，466
T51，4δ02，492
T81，7吐4．3，066

T61，6，Z52，927

T51，6652，889
T41，6812，939

T82，0183，631
T82，0183，621
T71，7262，941
T31，4532，479
T01，4，D72，415

T11，4652，528

328　　3，242　4，060

R17　　3，094　　3，830

R12　　3，248　　4，135

R06　　3，321　4，275

RG3　3，114　3，94．9

R28　3，503　4，535

R29　3，374　4，345

R41　3，407　4，377

511，2052，ユ25

S7　9071，487
S5LQQ41，720
S91，1831，943
S91，1741，926
T01，3872，485

T01，3632，443
T11，5122，639

（注） ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイ ドアップベヅセルズによる。
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　6月13日は本格的にGOLF　BAG

を担いであちこち歩き始めて20余

年の記憶の中で忘れ得ぬBIG－

GE皿DAYとなりました。梅雨の

合間のどんよりした一日ではあり

ましたが、入社以来一・度の海外駐

在を除いて異動の経験のなかった

小生の為に設けてくれた送別（追

い出し）ゴルフを仕事仲間と言う

か、良きゴルフ紳問で一日互いに

楽しもうよとの目的だったのです

が…。

　日頃はグリーンにオンさせるに

も苦労する平均的・典型的なサラ

リーマン・ゴルファーであるにも

拘わらず、神の導きかスタートよ

りその日は突然変身し数年に一一・度

と言うようなアタリを同伴者の視

線を背に感じながら（日頃の小生

の実力を良く知っているからで

す）飛ばしたのです1

　事件、将に事件です。午後のシ

ョートボールでホールインワンが

出たのです。

　気持ちの昂ぶりを感じつつボー

ルを拾い上げ、先ず思ったことは

　・エライコッチャ。保険は確か4

月に更改したな、待てよいくらだ

ったかな。ゴルフ場での作法はど

うするんだ？…と本当に締まらな

いものでした。

　嫁さんもゴルフ場発行の証明書

を見て初めて事の重大さに気付き

保険証券を取り出してくれたが記

載金額をみて再び…エライコッチ

ャ…どうみてもそれでは足りない

持ち出しだ1

　興奮もさめ、日頃のサラリーマ

ン・ゴルファーに戻ってみると小

生にとってはやはり快挙です。記

念のお祝いはやはり相応にやると

べしと嫁さんの許可を得てゴルフ

仲間の助言を拝聴しながら、あれ

これ祝いの品を考えている内に、

そこそこのゴルフ人生において相

手願った同伴者の顔・名前を思い

出しつつ、もう一度最初から縁・

付き合いとかを振り返ってみる機

会を得た事は小生にとっては誠に

意義深いもので、記念品を考える

以上に価値のあるものに変わった

のです。その中でも特に今度は小

生のサラリーマン人生にとっての

方向を決めるに当たって大切な助

言を与えてくれた人々の顔が重な

り自分の3Q才を過ぎてからの良き

師でもあった事に思い至りました。

今回初めての異動の内示を受け異

動迄の間のこのホールインワンと

言う大きな出来事は、多分ゴルフ

の神様が背中を押してくれたと思

う今日この頃です。

　最後にもうひとつの大事な経験

をお話ししますと保険の付保額は

最低30万程度必要です。何か自分

の記念にもと考えるならもう少し

必要かも知れません。でも小生の

その後のゴルフは日頃の腕前に戻

りホールインワンにはほど遠いも

のになっております事を申し添え

ておきます（即ち増額の必要はな

いのです）。

飯野海運

総務・企画グループリーダー

　　　紅葉光彦

せんきょう9月号No．470（VoL　40　No．6）

　　　発行◆平成ll年9月20日

号　　創刊◆昭和35年8月10日

　　発行所◆社団法人　日本船主協会

　　　　　　〒102－8603東京都千代lll区平河町2－6－4〔海運ビ，レ〕

　　　　　　TEL．〔03）3264－71S1〔総務部広1蔚乏室）

編集・発行人◆鈴　木　昭　洋

　　　製作◆株式会社タイヨーグラフィック
定価◆如7円〔消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を徴収している）

せんぎょう　平成11年9月号



　
　
一‘

●
翼
O
．

診
おねある葛ε1

）

黙

ノ

㊥

一

船会社の仲間たち

今回、登場して頂くのは

第三回

1　所属部署の業務は主にどの

ようなものなのでしょうか？
　　　　　　　　　　　　　　態

。饗瀬瀬講藩額1
路に関する調査研究、各種輸送

方式の研究、貨物踏付け検討、

海象気象の分析…等の業務を行

っています。

第一中央汽船㈱船舶グループ海務チーム

加納正融さん（3臓）です。

一　一
ﾖ

3　御社または御社の船舶の自

慢といえば？

　当社は多種な専用船、不定期

船を運航しています。これら船

舶に様々な荷役設備をのせてい

ますが、特にセルフアンローダ

ー設備については多くの実績が

あり、多様化したニーズに即応

しえるノウハウを確立していま

す。

、」

」）

4．今後チャレンジしてみたい

仕事について教えて下さい。

’『_

　　　　　　　　　　　　　　」
2　これまでの会社生活の中で

一番の思い出といえば…？

　　　入社後の見習い期間を経て初

　　めて三等航海士となった航海当

　　直で、正船首からの反航船を経

　　験しました。その時の緊張感と

ζ：撫心驕1羅
　　徹底したいと思います。

L＿ノー一一一一一一一一噂一楓一一

現在は目前礁務に追加る苓

状態です。各部からの問い合わ

ぜに対して「それはですね…」

と間髪入れずに即応できるよう、

知識の」L引き出し冊が少しでも

多くなるように、あらゆる業務

にチャレンジしていきたいです。

｝

、　
L

第一中央汽船㈱の事業概要

　当社は、鉄鋼原料、非鉄原料を輸送する各種専

用船を中心「こ油送船、遠洋不定期船、近海不定期

船、内航船を擁する海運会社であD、「堅実にして

積極」を経営理念としています。
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平成11年9月20日発行　徳月1回20日発行　No．470　昭和47年3月B日第3種郵便物認可1999」F）齢　　　　｛∫二．．　　〃4．．．r／〆／　　．＼＼．．・．．．＼）．．N、、．．．．．．．一一．．．　一．計「司違F人　ロラ忙廓凸主指セ全船協月報／1999年9月号目次．1二巻頭言求められる外国人船員の確保場舗立直盤●乾戴1◎シッビングフラッシュ1．運輸省の予算概算要求・当協会の税制改正要望まとまる　一平成12年度海運関係予算概算要求・税制改正要望について一2．海賊防止対策の指針を策定　　　6　一海賊防止対策について一2（◎寄稿ソフトランディングが見込まれる米国経済★黙講藻●梶英俊一2000年にかけての米国経済一8◇河村健太郎氏を悼む12．ご〕寄稿更なる発展が求められる港湾ED［★顯饗翻レ薄蔑●吉永茂徳一港湾EDIシステムの稼動とSEA．NACCSについて一13濠伽噸便り18じ潮風満帆一7っの海のこぼれ話　竜宮城への航海　　　20一あるクルーズ船船長の航海日誌一　　★元川崎汽船船景●黒羽芳輔（◎資料港湾審議会管理部会「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」に関する「申間報告」について　　　24峰・海運日誌★8月　　22φ船協だより　　23癌ラ毎運統言十　　　　　　34　　　　　重編集毛塞…言己　　　　　　38LNG船AL　WAJBAH求められる外国人船員の確保英文　外航中小船主協会（船主協会のオーナー部会）の会員は、その主力を従来のオーナー業から船舶管理業に移行してきている。自社船舶は保有していないが、船舶管理業者として新たにこの業界に進出している企業も増えている。こうした企業を船主協会は受け入れていない現状を大いに疑問としたいところだが、それは別の機会に譲るとして、ここでは船舶管理の根幹となる船員の問題について考えてみたい。　船員管理は基本的に国際競争力を維持できるコストの船員を確保し、安全運航を旨として存在するところに意義がある。日本人船員に代わって途上国の船員が増加の一途をたどってきているのは、ご承知の通りである。　途上国はそれなりに船員教育に力を注いでいるが、近年のより安全性を追求する世界的な傾向から船員の高目化が求められ、苦慮している国が出てきている．日本船社は船員供給国の船員の水準をいかに日本的管理にマッチさせるかに工夫をこらし、実績を挙げている。供給国の多様化にも努力しているが、今後に不安を感じているのが現状である。　日本はODAなどを通じて途上国の船員教育にも援助をしているが、これが日本船社の船員供給源として有利に活用されるところまでに至っていないのは残念である。業界として、官民一体となった方策を推進する必要があるように思われる。　日本船中の外国人船員供給源の筆頭はフィリピンである。大手船社は現地にトレーニング施設を設けグレードアップに努めているが、単独で外国人船員確保に乗り出せない船社は現地のマンニング会社に頼らざるをえず、何らかの対策を考えねばならない時期にきている。　この度、法整備が前進し、国際船舶として日本籍船に外国人職員の登用が可能になった。フィリピンでの講習が前提となっているが、フィリピンで日本国の承認をとろうとする意欲をもって手を上げる船員が何名現れるだろうか。講習時間は決まったが、費用はいくら掛かるのか、また船機長になれないという制約が彼等にどのように映るのか…。解決しなければならない問題は山積している。利用しやすい制度の完成が待たれるところである。　歴史的に見ると、船機長の自国船員2名体制は15年戸前に英国やスカンジナビアで導入されている。英国ではこの政策は3年しか続かなかった。自国船員の不足と、途上国の船員でも船機長に十分なりうることが分かったから、と言われている。　グローバル化の最先端にある当業界にあっては、労働市場の抜本的な流動化の促進を率先して要請していくことも重要な役目ではないだろうか。せんきょう　平成11年9月号□6右：臨晶』レ1．運輸省の予算概算要求・当協会の税制改正要望　　ま．とまる平成12年度海運関係予算概算要求・税制改正要望について1．海運関係税制改正要望　平成12年度税制改正要望については、7月28日開催の当協会定例理事会において下記の項目を要望することを決定した。　海運関係税制としては、船員訓練設備の特別償却制度、国際船舶の登録免許税の軽減措置、外航用コンテナの固定資産税の軽減措置など期限切れを迎える措置の延長を要望するとともに、他の海運関係団体等の税制要望事項についてもこれを支援できるものについて当協会要望事項に加えている。　このほか、船舶の特別償却制度や圧縮記帳など適用期限内にある諸制度についても、見直しが検討されることとなれば、その存続を働きかけていくこととした。　また、同理事会では、一般税制については、税制の国際的イコールフッティングおよび産業の競争力の確保の観点から下記の項目を要望することを決定した。　経団連では、昨今の国内経済の長期にわたる低迷から脱却させ、経済を安定的な回復軌道に載せるためには、企業の国際競争力の基盤強化に向けた抜本的な税制改革（税制の国際的イコールフッティング）が必要である旨提言がなされており、海運業界としても、このような観点から、主要海運国より不利となっている船舶の減価償却制度の見直しをはじめ、連結納税制度の早期導入等を要望していくとともに、特定外国子会社に係る留保金課税の改善（いわゆる赤黒合算の問題）として、特定外国子会社を含む連結納税制度の導入および次善の策としてのタックスヘイブン税制の部分的改善などについてせんきょう　平成1／年9月号も要望していくこととした。平成12年度税制改正要望事項［海運関係事項］i．船員教育訓練施設の特別償却制度の延長2．国際船舶に係る登録免許税の軽減措置の延　長3．外航用コンテナに係る固定資産税の軽減措　置の延長4，外陣埠頭公社が所有および今後取得するコ　ンテナ埠頭に対する固定資産税・都市計画税　の軽減措置の延長5．内航海運暫定措置事業の円滑な実施のため　の特例措置の創設6，内航用コンテナに係る固定資産税の軽減措　置の創設7．エネルギー需給構造改革推進投資税制の延　長8．中小企業新技術体化投資促進税制の延長9．中小企業投資促進税制の延長［税制の国際的イコールフッティングおよび産業の競争力を確保する上での要望事項（一般税制）］1，船舶の減価償却制度の見直し　償却可能限度額の引き上げ　船舶の耐用年数の短縮　船舶の大改造等資本的支出を行った場合の耐用年数の改善2．連結納税制度の早期導入　　国内子会社に加え、直接・間接保有100％せんきょう　平成ll年9月号の特定外国子会社についても連結納税制度の対象とする3，特定外国子会社に係る留保金課税の改善　上記の特定外国子会社を含む連結納税制度の早期導入が認められない場合は次善の策と　して以下の改善　・課税対象留保金額の計算上、同一一国の同一　業種の特定外国子会社（便宜置籍国の仕組　船会社等）については全ての子会社の損益　　の通算を認める　・課税済留保金額の損金算入制限の緩和　・控除未済課税済配当の控除期間制限の撤廃　・軽課税国の判定基準（いわゆる25％基準）　　の引き下げ　・適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」　　を外す4．特定外国子会社の設立における特定の現物　出資の課税の特例の改善　　特定の現物出資による特定外国子会社の設　立については、国内子会社同様に本特例を適　用する5．外国税額控除制度の改善　　控除余裕額、限度超過額の繰越し期限の撤　廃または延長　　間接税額控除の対象範囲制限（孫会社まで）　の撤廃6．日本船主責任相互保険組合の法人区分の変　更　　船主相互保険組合を法人税法第2条7号に　規定する「協同組合等」から同条第6号に規　定する「公益法入等」に変更すること團囲7．長期保有（10年）の土地から償却資産（船　舶を含む）への買い換えの場合の圧縮記帳を　認めること8．欠損金の繰越期間の撤廃または延長9．欠損金の繰戻し還付の不適用措置の廃止10．受取配当金の益金不算入枠についての制限　撤廃11．交際費の損金算入が可能な対象法人の拡大12．退職給与引当金制度について役員について　も認めること13．適格年金制度の改善　　予定利率の見直し時期の変更、過去勤務債　務償却の弾力化2．海運関係予算概算要求　運輸省をはじめとする関係省庁は、平成11年8月末に平成12年度予算概算要求事項を決定し、大蔵省に対して要求を行った。　概算要求事項のうち、海運関係事項の概要は以下のとおりである。　（1）外航海運関係　　�@若年船員養成プロジェクト（国際船舶　　　職員緊急養成事業費補助）　　　　国際船舶への船長・機関長の2名配乗　　　体制の導入を円滑に実施し、国際船舶制　　　度を推進するための若年船員の早期養成　　　・確保を図るため、シミュレータ等を活　　　用した座学研修や乗船実習など7，700万　　　円を要求している。（船員部と共同要求）　　�A国際船舶制度推進事業費補助　　　　国際船舶制度を円滑に実施、拡充して　　いくための推進事業費補助として400万　　円を要求している。�B財政投融資（日本政策投資銀行融資）　　（注）　　　海運事業者が貿易物資の安定輸送のた　　めに投資する外航船舶（新規建造分は257　　億円、昨年度からの継続分は217億円、〉、　　海運関連施設を融資対象とした貿易物資　　安定供給枠として495億円を要求してい　　る。　　　また、融資条件については現行金利、　　および融資比率の維持を要求している。　注）平成11年10月に日本開発銀行と北海道　　開発公庫が合併（2）運輸施設整備事業団関係　�@　財政投融資　　　運輸施設整備事業団は、内航海運の体　　質改善、国内旅客船の整備等の事業を推　　進ずるため、海運事業者と共同して船舶　　の建造を行うこととしており、平成12年　　度においては、船舶関係についてその事　　業規模を658億円（前年度比：1工億円増）　　とし、このうち自己資金269億円を除く　　378億円を財政投融資として要求してい　　る。　　　その内容としては、内航海運の体質改　　善を図るため、近代的経済船の建造、内　　航貨物船の改造などを促進することとし、　　代替建造9万2，000G／T分として491億　　円を、また国内旅客船の整備を目的とし　　て、140億円をそれぞれ要求している。せんきょう　平成11年9月号�A暫定措置事業に係る借入金に対する政　　府保証　　　同事業団が内航総連に貸付する資金を　　銀行から借入する際に大蔵大臣が保証、　　年度末に保証枠を認可するもので、金額　　の明示はないが、150億円の基本枠に交　　付金申請の状況をみて追加枠を検討する　　ことしている。�B共有建造における環境対策（エコシッ　　プの建造〉の推進　　　従来船舶よりもCO　2の排出を20％以　　上削減した船舶（エコシップ）を共有建　　造する場合は、事業団持分の1Q％相当に　　ついて船舶使用料を軽減することとし、　　10億円を要求している。（3）船員対策関係　�@運輸省関係（・一般会計）　　　離職船員の雇用促進を図るため、職業　　転換等給付金の支給、技能訓練事業等を　　実施するとともに、貿易物資の安定輸送　　体制の整備を図るため、外航海運の国際　　競争力の強化等に向けた国際船舶制度の　　拡充等を行うこととしている。　　　具体的には、日本船員福利雇用促進セ　　ンター（SECOJ）が行う船員雇用促進対　　策事業への補助金として、外国船就職奨　　励助成、内航転換奨励助成、技能訓練助　　成、船員職域拡大訓練助成、内航転換訓　　練助成のほか、若年船員養成プロジェク　　トとしての7，700万円を含め、総額ユO億　　6，500万円（前年度予算比：4億8，300万せんきょう　平成工1年9月号　　円増）を要求している。　　　なお、このうち本四架橋開通等に伴う　　旅客船事業からの離職者数が大幅に増加　　することが想定されていることから、職　　業転同等給付金については9億3，60D万　　円（前年度予算比：4億9，500万円増）を　　要求している。�A厚生省関係（船員保険特別会計）　　　雇用船員を対象とする対策として、船　　舶職員養成訓練等技能訓練事業費、外国　　船船員派遣助成金および訓練派遣助成金　　等雇用安定事業費4億2，560万円を含む　　総額6億2，511万円（前年度予算比二408　　万円減）を要求している。�求@開発途上国船員養成への協力　　政府開発援助（ODA）の一環として、外　航船社の協力を得て行う開発途上国船員研　修受け入れ事業に対する補助金として　6，400万円（前年度比：800万円減）を要求　する。　　この事業は海事国際協力センター　（MICC＝The　Maritime　Interna廿onal　CooP−　eration　Center　of　Japan）が、外航船社の協　力を得て、従来どおりフィリピン、インド　ネシア、ベトナムの船員57名（前年度比：　10名四〉を受け入れることとしている。（5）その他　　国内海運を利用したモーダルシフト推進　を図るため、物流の効率化・合理化、コス　ト低減のための調査費として1，400万円を　要求している。2．海賊防止対策の指針を策定一海賊防止対策について一1，当協会「海賊防止対策会議」の検討　近年、船舶に対する海賊および武装強盗事件が増加していることから、当協会は海賊対策への取り組みをさらに強化するため、．「海賊防止対策会議」を設置し、更なる有効な海賊防止対策について検討を重ねた結果、現行の海賊防止対策要領（本誌平成11年3月号P．7「座談会」参照）に代えて、新たに海賊防止対策を含む保安計画策定の指針を取り纏め、会員各祉に周知し、現行の保安計画を改定または新たに策定する等、海賊防止対策の徹底を要請した。　現行の海賊防止対策要領は、東南アジア水域での海賊および武装強盗事件が増加し始めた1983年に会員各社の経験等から自衛策を取り纏めた。その後、南シナ海アナンバス諸島付近等での事件発生の増加に伴い、1989年に事件発生情報の周知と自衛策強化のため、報告フォームを定める等の改善をし、FAX放送等を利用した速報体制を確立した。　今般は、前回の改訂から約10年が経過し、事件も凶悪化していること等から全面改定し、第1章では、海賊及び武装強盗が発生する海域を運航する船舶は保安計画を保持するよう推奨するとともに保安計画策定時の考慮事項を記載し、第2章では、�@海賊が発生する可能性のある海域を航行中または港内に停泊中�A海賊が襲撃しようとしていることが明らかになった場合�B海賊に乗り込まれた場合�C海賊が退船した場合など、船舶のおかれた状況に応じた具体的な対応と対策を詳細に記載するとともに、保安計画に基づく警備体制および防御配置等などについて各乗組員の役割とその限度を習熟させるための教育と襲撃の発生を想定した訓練の実施を盛り込んだ。　また、本年5月に行われた運輸省による海賊被害実態調査報告によると、船舶が被害にあった場合、沿岸国関係当局および当．協会への通報が必ずしも行われていないことが明らかになったことから、沿岸国の防止対策強化を促すためにも、本指針では通報の励行を新たな重点として、海賊事件に関する通報手順および通報フォームを盛り込み、運輸省から提供された主要国における通報先リストを添付し、会員各社が運航するできるだけ多くの船舶から沿岸国関係当局へ通報が行われるよう、また当協会を通じ、わが国政府への報告が励行されるよう要請する内容となっている。　今後本会議は、下記の事項について引続き検討を行うが、海賊防止装置の開発などを含む目本財団の新たな調査研究事業や、運輸省が設．置した「外航船舶に係る窃盗・強盗等対策検討会議」のシンクタンクとして機能し、これらの関係機関とも連携していくこととしている。11）IMO（国際海事機関）における海賊の捜査　協力等に関する規則策定への参画〔2）海賊多発地域における捜査強化等、今後の　防止対策の各国政府への働きかけ（3）IMOの海賊問題に関する各種ガイドライせんぎょう　平成11年9月号｝ンの策定、各国船主協会で構成するICS（国際海運会議所）／ISF（国際海運連盟）の海賊対策の検討等、国際的な取り組みへの参画2．運輸省「外航船舶に係る窃盗。強盗等対策　検討会議」について　運輸省は、本年に入って7月までにインドネシア海域のみで、日本関係船舶に10件の海賊・武装強盗事件が発生し、特に類似した手口の事件が同国のサマリンダ港で4件発生している実状を鑑み、また、国際海事機関（IMO）および国際商業会議所（ICC）の国際海事局（IMB）の海賊事件の発生に関する統計でも、同海域において事件が多発していることから、外務省を通じインドネシア政府に対し、本年4月および7月の2度わたり海賊・武装強盗に対する警備の強化を要請した。　また、運輸省は、多くの日本関係船舶がその他の海域でも被害を受けている実状から、日本関係船舶に関する海賊被害を防止するため、運輸省、外務省、海上保安庁、そして当協会をはじめ、日本財団など関係団体で構成する「外航船舶に係る窃盗・強盗等対策検討会議」を設置、7月2日の第一回会合を皮切りに月一回のペースで検討を重ねている。　検討会議では、運輸省海上交通局外航課が立案した、「政府および船社が直ちに講じる措．置」および「今後検討を進める措置」に大別される「海賊に関するアクションプラン」（本誌平成11年7月号P．9「シッビングフラッシュ」参照〉をベースに、それぞれの機関および団体がその方策の検討と対応を進めている。　9月1日開催の第3回会合までに政府は、上せんきょう　平成11年9月号記の通り外交ルートを通じて、海賊が多発する海域の管轄国の・一・つであるインドネシアに対し警備の強化等適切な対応を重ねて要請した。また、昨年9月にインドネシアから韓国に向け航海の途中行方不明になり、中国南西部の港で発見されたテンユウ号事件に関しては、同船発見時に乗船していたインドネシア人乗組員を証拠不十分により本国へ送還した等の説明を外交ルートを通じ中国政府から受けたが、本件については、捜査の継続と更なる情報の提供を中国政府に要請した。さらに、関係沿岸国への事件発生の通報が確実になされるよう、海賊多発地域の関係当局の通報先を確認し、そのリストを提供した。　一．．・方、当協会は「直ちに講じる措置」として、前項に記載のとおり、船舶が海賊被害にあった場合の沿岸国関係当局への通報の励行に重点をおいた保安計画策定の指針を取り纏め、会員に周知、更なる海賊防止対策の徹底を呼びかけるとともに、わが国政府に対しては、�@わが国のエネルギー資源、工業原材料および製品貿易物資の主要な輸送ルートであるマ・シ海峡における大型タンカー等航行船舶の海賊および武装強盗に対する安全の確保�A海賊事件の大半が港の内外で発生していることから、事件多発地域直読における海賊および武装強盗に対する警備強化の2点について関係国に働きかけることを検討するよう要請した。　次回会合からは、船社の自衛策のさらなる向上に資するための装備の検討、政府による海賊撲滅に向けた海賊多発沿岸国への対応等、アクションプランの「今後、検討を進める措置」について検討をする予定である。．ソフ．トランディングが見込まれる米国経済　　　　　．一2000年にかけての米国経済一日　本興　業　銀　行調　査　部　調　査　役梶英俊　米国経済は、その景気拡大局面が9年目を迎える中、堅調な推移を継続している。特に家計部門を中心とした内需は過熱感を強めつつあり、また、アジアを中心とした世界経済減速に歯止めがかかり、商品市況が底を打ったこともあり、今後の物価動向が懸念される状況にある。こうした環境下、米国連邦準備銀行は99年6月以降2度の利上げを実施し、将来の物価上昇への予防措置を講じている。インフレ無き成長が2000年以降も続くか不透明な要因が多いと思われるが、以下、米経済の現状を都門別に概観し、今後の見通しについて考えることとする。（1）米景気の現状　足許の米国経済は内需を中心とした堅調な推移を続けている。1999年4−6月期実質GDP成長率は前期比年率＋1．8％と伸びを鈍化させ　　　　図表1　NAPM指数の推移70たものの、内訳を見ると、国内最終需要は浦添消費を中心に前期比年率＋4．3％と引き続き高水準での推移を続けている。　　　　　　　　　＿　部門別に現状を概観すると、まず企業部門は、1998年半ば以降、アジアをはじめとする海外経済景気後退の影響を強く受け、生産は調整色を強めていた。しかし、1999年に入り世界経済の好転や予想を上回る内需の堅調に支えられ、回復傾向に転じている。企業部門の景況感を表す全米購買者協会指数（NAPM指数）の推移（図表1）を見ると、製造業、非製造業ともに1999年に入り回復基調を強めており、足許でも製造業（53．4％、　99／7）、　⇒ド製造業（59，5％、99／7）ともに景況感の分岐点とされる5G％を．．ヒ回る推移となっている。また、生産についても鉱］．二業生産は6か月連続で増加しており、底堅い推移6560555045非製造業NAPM指数／製造業NAPM非関数40199811　　　　199B／5　　　　　1998／9　　　　　1999／1　　　　1999〆5〔資料）全米購買部協会　　　　図表2　製造業の在庫循環（生産、前年比％）8　　　　　　匪　在庫積み増し局面6．4』』．m画．．．2．0−2　　　　　　　0　　　　　　　2　　　　　　　4　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　（在庫、前年比％）〔資料）米国商務省「Survey　of　Current　Busines3」ぜんぎょう　平成11年9月号となっている。在庫／販売比率は1．34と低水準にあり、また、在庫循環図（図表2＞上は在庫積増し局面にある。今後も在庫積増しが図られる可能性は高く、生産は堅調な推移を続けることが予想される。　また、情報関連投資を中心に設備投資は増加基調となっている。1999年4−6月期の設備投資は前期比年率＋11．2％と高い伸びとなったが、情報関連投資は前期比年率＋38．6％と引き続き非常に高い伸びを記録した。米企業収益は1999年4−6月差▲1．1％と伸びが鈍化したものの、依然として高水準で推移していること、情報関連投資の除却率の高さは更新投資需要を喚起していること等もあり、設備投資は、当面現在の増加基調を維持するものと思われる。　一方、家計部門は「雇用→所得→消費」の好循環下、予想を上回る堅調な推移を続けている。雇用情勢を見ると、長期に亘る景気拡大を映じ失業率は4．3％と約30年振りの低水準にある。サービス産業を中心に雇用者数が増加していることに加え、1999年7月には約1年振りに製造業雇用も増加に転じた結果、労働市場の逼迫感は強まりを見せており、これまで落ち着いた推移となっていた賃金動向が懸念される状況にある。良好な雇用環境下、消費者マインドも高水準にあり、消費は予想を上回るペースで拡大している。7月目個人消費は自動車を中心とした耐久財、サービス消費の増加等により前月比＋0，4％（前年比＋6．6％）の伸びを記録した。一方、所得の伸びは前月比＋0，2％（前年比＋5．2％）に止まり、その結果貯蓄率は▲1．4％とマイナス幅を拡大させた。住宅投資は良好な雇用・所得環境に加え、低金利による効果もあり、高水準での推移であった。しかし、足許では、長期金利上昇もあり仰びは鈍化している。　内需の堅調推移は輸入を大幅に増加させ、米国の貿易赤字額は過去最高水準にまで拡大した。海外経済回復に伴い輸出は増加に転じつつあるものの、資本財等の輸入の増加幅が輸出のそれを上回っており、1999年6月の財・サービス収支は▲246．2億ドルと大幅な赤字を記録している。内需が堅調に推移している現状では、輸入は高水準での推移が見込まれ、貿易赤字は高水準での推移が見込まれる。〉〔前年比％）119753図表3　小売売上高及び住宅着工件数推移（万戸）一自動車ディーラー　　Z�oその他耐久財〔非耐久財　　　　　　　　　小売売上高　　住宅着工（右目盛）一11998ハ　　　　　　　　　　　　　　1998／5　　　　　　　　　　　　　199819（資料）米国商務省「Survey　of　Currenl　Business」1999／1て999／518518017517016516画せんきょう　平成11年9月号団　現在の個人消費拡大は良好な雇用・所得環境によると思われるが、史上最高値を更新している株価による資産効果による影響も大きい。米国の家計部門が所有する金融資産に占める株式及び株式関連資産（投信、年金等）の割合は一貫して上昇しており、現状約5割まで上昇している。こうした株式関連資産の割合の上昇には401Kプランをはじめとする年金改革、ベビーブーマー世代の老齢化が寄与していると思われる。更に、株価が高値を更新し続ける中、これまで株式をあまり所有していなかった低所得者層においても株式保有割合は上昇しており、米国の家計部門は広範にわたり、資産効果を挺子にした消費拡大を行なっている。所得、金融資産を説明変数として消費関数を推計してみると図表4にある通り1995年以降、即ち、株価が騰勢を強めた時期に消費が拡大していることがわかる。また、足許では家計部門の金融負債も高い伸びを記録しており、消費者信用の可処分所得に対’する比率も1980年掛後半を上回っている。金融資産の増加は家計部門に借入余力を生じさせ、借入金の増加が現在の所得を上回る消費拡大を支える大きな要因となっている。　それでは、株価の下落が米国経済に与える影響はどの程度なのであろうか。マクロモデルを用いた試算では米国の株価が20％下落した場合、GDPを約0，8％押し「．ドげるとの結果となった。実際に株価が下落した場合には、マイナスの貯蓄率の修正、即ち消費性向の下落を伴う可能性が強く、また、足許での金融負債の増加による家計のバランスシート悪化も加わることから、GDPの押し下げ効果は更に大きくなることが予想される。〔2）物価安定の持続性　足許の米国経済の状況は良好であるものの、これまでの成長を支えてきた要因の中にはその持続性が疑われるものも見られる。　景気拡大局面の長期化により労働市場の逼迫感は強まっており、これまで抑制されてきた賃金に上昇の兆しが窺える。1999年4−6月の雇用コスト指数は前期比＋1ユ％と高い伸びを示し、また、時間当たり賃金も伸びを高めつつある。これまでの物価安定には賃金の仲び抑制が寄与してきたが、足許の労働市場逼迫はこの状図表4　消費関係の推計8％6％4％2％0％・2％．國團実質家計部門純金融資産　＝＝コ実質可処分所得一◆一実質個人消費（推計）　　一実質個人消費・4％1975月目　　　197811Q　　　1981／1Q　　　1984／1Q　　　1987／iQ　　　1990〆1Q　推計期間：75／1Q〜99／1Q（観測数97）　R210．997　D．WIO．67　1n実質個人消費＝定数項＋α＊ln実質金融資産＋β＊ln実質可処分所得　定数項＝一〇．63（［精一8、3）、α：O．10（t値7．6）、β＝O．95（t値42．1）　（資料）米国商務省、FRB等199311Q　　　1996月Q　　　1999／1Qせんきょう　平成且年9月号）況を変えつつある。また、アジア等海外経済の景気底入れにより商晶市況は反騰の様相を呈している。特に原油価格は3月のOPECによる減産合意をきっかけとして騰勢を強めており、物価への波及が懸念される状況にある。　また、米国内需の堅調推移は輸入の増加を招き、結果的に米国の経常収支を大i隔に悪化させることとなった。1997年以降、米国経済の堅調さを映じて米株価が一ヒ馴したこと、アジアをはじめとする新興工業国金融市場の不安が高まったことは「質への逃避」の動きを強めることになり、その結果、世界の資金が米国へ集中し、ドル高を支えることとなった。こうしたドル高の進行は、輸入物価の下落をもたらし、米国景気拡大局面の長期化に寄与してきた。しかし、1999年の米国の経常収支は対GDP比で3％を上回る水準にまで拡大する見通しであり、この水準は貿易摩擦問題が深刻化した1980年台の数字に匹敵するものである。対外不均衡の拡大は海外経済の景気後退による輸出の減少も大きく作用していることは否めないが、結果として米国経済は海外からの資本流入に依存する構造となっている。1995年以降のドル高、米国金融市場の活況が海外からの資本流入を助けてきた。しかし、海外経済の底入れとともに各国で資金需要が生じ、また、短期資本の流れも景気回復を先取りする形で変化しはじめている。財政収支が単年度黒字化するなど、こうしたインバランスの拡大を抑制する要因も見られるが、現在のペースでインバランスが拡大した場合、為替市場でのドル安の進行を招き、米金融市場の混乱が起こる可能性は高まることが予想される。　「ドル高は米国の利益である」という米国財務省の為替政策が大きく変化する可能性は少ないと思われるものの、米国への資金集中構造が継続し、経常収支の赤字を上回る資金が米国へ流せんぎょう　平成11年9月号入し続ける保障はない。米政策当局はこうしたインバランスを緩やかに縮小させるような政策運営をとりはじめている。米連銀による金融引き締めの実施、為替市場での円高の進行はインバランス縮小に向けた動きといえよう。しかし、依然として市場が大きな調整を迫られるリスクが解消したわけではなく、今後も時宜を得た政策対応が求められることとなろう。　経済のグローバル化が進展し、国際的な分業体制が進展してきたことは、世界的な価格の平準化を生じさせ、米国企業のコスト削減努力を恒常的なものとした。また、雇用の不安定さは、強い賃上げ要求が起こりにくい構造を作り上げたとも言える。しかし、これらの構造変化はあくまでも米国でインフレを起こりにくくしただけであり、米国からインフレ懸念を完全に取り除いた訳ではないことに留意する必要があろう。〔3）2000年にかけての米国経済見通し　2000年にかけて米国経済は緩やかに減速し、1999年の実質GDP成長率は＋3，6％、2000年は＋2．3％となる見通しである。　雇用・所得環境は当面良好な推移を続ける見通しであることから、個人消費が急減速するリスクは少ない。しかし、資産効果等を申子にした「所得を上回る消費」状況がどこまで持続可能であるかは疑問の余地が大きく、家計部門は今後緩やかに伸びを鈍化させる公算である。一方、企業部門は在庫積増し局面にある他、海外経済の回復基調の強まりもあり、当面底堅い推移が見込まれる。　また、Y2K問題が実体経済に与える影響は依然不透明であるが、在庫投資を巾心に大きな影響を受けるりスクがあり、留意する必要があろう。圓囮河村健太郎氏を悼む　当協会副会長で前会長の河村健太郎氏は、平成11年8月8日午後10時3分、肝不全のため逝去されました。享年66歳。　同氏は、平成9年6月から本年6月までの2年間にわたり当協会会長を務め、バブル経済崩壊後の日本経済の長期低迷やアジア地域の通貨危機等、海運業を取り巻く厳しい情勢の中、船舶特別償却制度の存続や国際船舶制度の拡充策実現等、わが国海運業の国際競争力強化に尽力される一方、アジア船主フォーラム第8回東京総会の議長を務められる等、日本だけでなく世界の海運界の発展に貢献されました。　ここに深く哀悼の意を表し、慎んでご冥福をお祈り申し上げます。　河村健太郎前会長の言ト報に接して　　　　　日本船主協会会長　生田正治　河村健太郎前会長の計報に接し、言葉では言い尽くせない程残念な思いで一杯です。　同氏は、平成9年度より本年6月まで当協会会長に就任されましたが、その間、国内経済はバブル経済崩壊後の金融不安による一層の景気低迷やそれらに端を発した史上最悪の失業率を記録する等、まさに長期不況に肺吟しておりました。加えて、アジア各国の通貨危機等、国内外に多くの難関が山積していた時期でもありました。　同氏は、このような厳しい状況下においてこそ、海運は世界経済の成長を支えるインフラストラクチャーとしての責務を果していかねばならないとの強い信念の下、我々の先頭に立ち、「自信を持とう」と呼びかけました。特に、グローバルスタンダードの見地に立って、自由な事業活動を阻害している規制の撤廃・緩和、競争条件を国際水準並みとすべく、海運税制や国際船舶制度の拡充策の実現に粘り強く努力されておりました。同時に、各国海運関係者との対話促進にもリーダーシップを発揮され、世界の海運界全体の発展に文字通り粉骨砕身の努力を傾注されておりました。その成果は、枚挙に逞がありませんが、なかでも、第ニラウンドに入ったアジア船主フォーラム第8回東京総会においては、病を押して議長を務められ大成功に導かれました。その責任感に溢れた真摯な姿勢は、多くの人に感銘を与えたことと思います。　同氏は、海運界の偉大なリーダーの一・人であるとともに、私にとっては、昭和32年入社の海運界同期生でもある、かけがえのない存在でした。同期の畏友を失ったことは痛恨の極みですが、同氏の衣鉢を継ぎ、当協会及び日本海運の発展に努力することが我々の務めと考えます。　河村さんのご冥福を心よりお祈り申し上げ．ます。〈故人略歴〉昭和8年1月1日生昭和32年3月　東京大学法学部卒業平成7年6月置日本郵船�且ﾐ長就任　同7年6月　当．協会副会長就任　同9年6月　当協会会長就任　同11年6月　当協会副会長就任ぜんきょう　平成11年9月号寄稿高なる発展が求められる港湾．EDl　港湾EDIシステムの稼動とSEA−NACCSについて型押画聖置難吉永茂徳1）はじめに　欧米諸国では従来より、アジア諸国でも最近になり、入出港、輸出入税関手続き等の電子情報交換、EDI（Electronic　Data　Interchange）化に伴って、ペーパレスによる事務処理の簡索化、迅速な処理効率が図られている。　それに対し、わが国では1991年10月より大蔵省主導による海上貨物通関情報処理システム、SEA・NACCS（Sea　Nippon　Automated　CargoClearance　System）が稼動しているほか、特にシステム化の動きはなかった。　1995年、大蔵省は現行SE八NACCSの8年のシステムライフを見越し、／999年稼動の次期海上システムの構築に入った。次期海上システムでは対象を拡大し、輸入に関しては本船入港から、貨物の船卸、荷主による貨物引き取りまでの業務、輸出に関しては貨物の保税地域搬入から船積み、本船出港までの業務をシステム化の範疇に取り込むこととした。これにより、輸出人に関わる一連の通関周りの業務を対象として、新たに船社（含む船舶代理店）、保税蔵置所（ターミナル、CFS；Container　Frelght　Station）、保税業（倉庫業）．、銀行を加えた次期海上システムが計画された。　その設計・開発が順調に進み、今年10月からの稼動を目指して、現在、税関、通関業、船社、ターミナル、CFS各社が実データ、実環境での次期SE／LNACCSの．最終稼動実験に参加している、，　この次期SEANACCSの稼動により、船社としては対税関業務の入港届／出港届、船舶国籍証書、積荷目録、保税運送申告など紙による届け出が不要となる。　次期SEA−NACCSシステム構想の流れに合わせるかのように、1997年4月4日に閣議決定された「総合物流施策大綱」においては、「おおむね平成13年を目処に総合的な物流施策に取り組む。国及び地方公共団体が輸出入、出入港の行政乎続において率先しで情報化によるペーパレス化及びワンストップサービスの実現に取り組む。具体的には、平成1ユ年度を目処に、外為法に基付く輸出入許可及び承認の手続きと、主要港湾及び国際空港における出入港、検疫等の行政手続をEDI化して、既存の通関情報処理システム等との連携を図る事により輸出入及び港湾諸手続のペーパレス化及びワンストップサービスの実現を目指す」ことが明記された。　次期SEA・NACCSの検討から1年遅れ、1996年8月に「港湾管理者に係る各種書類のEDI化推進検討．調査研究会」が発足し、港湾のEDI化が検討されはじめた。その後、1997年3月に「港湾管理者・港長に係る各種書類のEDI化推進検討調査研究会」が発足し、EDI化促進の気運が高まってきた。1998年4月に、「港湾EDI開発会議」が設立し、具体的なシステムイメージの策定が開始され、同年秋から港湾EDIシぜんきょう　平成11年9月号囮囮ステムの開発がはじまった。　現在、港湾EDIシステムは運輸省港湾局、海上保安庁、全国32の港湾管理者と共同で、この10月12日からの供用開始を目指して準備がなされている。　今回、この港湾EDIの稼動により港湾管理者への入出港届、係留施設使用許可申請、及び港長への入出港届けの手続きが電子的に行えることとなる。　以下、このシステムの概要、今後の課題について述べる。2）港湾EDIシステム（フェーズ1）の概要　1．対　象　1．1　対象業務　　一1999年10月12日より実施するもの　　　港湾管理者に係る手続き　　　　入出港届、係留施設使用許可申請　　　郷長に係る手続き　　　　入出港届　　一その後、出来る限り早期に実施するもの　港長に係る手続き　　係留施設使用届、夜間入出港許可申請、　　停泊場所指定願申請、移動届、移動許　　可申請、危険物荷役許可申請、危険物　　運搬許可申請1，2　参加港湾管理者　一10月より参加（13管理者）　東京都、川崎市、横浜市、名古屋港管理　組合、大阪市、神戸市、下関市、北九州　　市、茨城県（常陸那珂）、和歌山県（和　歌山下津、新宮）、高知県（高知、須崎）、　（、　　福岡市、四日市港管理組合　一12月より参加（1管理者）　　千葉県（千葉、木更津）　一2000年1月より参加（2管理者）　　静岡県（清水）、新潟県（新潟、直江津　　（時期未定））　一2000年4月より参加（6管理者〉　　苫小牧港管理組合、福島県（小名浜、相　　馬）、香川県（高松）、釧路市、富山県、　　石川県（金沢、七尾）図1　港湾EDIの仕組み本船　ファイルトランスレーター抽出／変換フラットプアイルゲート／ウエイマシンNA（）cs用パッケージPGルータ港湾EDIPGSea　NACCSシステムUN／EDI　FAGT申請　　　　／／港湾EDIシステム（船会社など）　PCWeb申請○港税関○港港湾管理者せんきょう　平成11年9月号）　一2001年以降より参加（1管理者）　秋田県（秋田、船川、能代）　一参加時期未定（9管理者）　　山形県、宮城県（塩釜、石巻）、広島県　　（広島港〉、長ll奇県、熊本県、網走市、　坂出市、今治市、佐世保市2．港湾システムの仕組み（図1参照）　　全国の船社・船舶代理店と港湾管理者・港長を結ぶ港湾EDIサーバー（運営は�牛`湾空間高度化センター）は、UN／EDI−FAσrメッセージの処理とインターネットWebの処理の両方を行う機能を有し、申　請・回答情報はこのEDIサーバーを通じ　て相互にやり取りされる。3．申請・届出方法3．1　UN／EDIFAσrによる申請・届出　　船社・船舶代理店は、UN／EDIFACT　（United　Na廿ons／Electronic　Data　Inter−　change　FQr　Admlnistration　Commerce　and　Transport）形式の1日報をE，　Mailに添付し　て送信する。　　この方法の利用者は主として、UN／EDI−　FACTシステムを有する船社・船舶代理店　で、SEA−NACCSと接続するシステムを持　ち、自社内のデータベースに通関手続、港　湾管理者手続、港門手続に絡むデータを既　に有している、2重入力を回避したい出社　・船舶代理店が対象となる。　　船社・船舶代理店からの申請は、メッセ　ージヘッダ＋ED正FACT電文BERMAN：　BERth　MANagementメッセージ規約、　IFTDGN：Dangerous　Goods　Not置cation　メッセージ規約、P�o：Passenger　List　メッセージ規約）＋メッセージトレーラー　からなる一組の情報としてEDIセンター　へ送信され、センターのトランスレート機せんきょう　平成11年9月号能にて可変長のフラットファイルに変換される。さらに、船舶番号などコード類の和名などの日報が付加された上で申請先のメールボックスに保存され、港湾管理・港長システムからの受信を待つ。　港湾管理者・港長は、5つの異なるタイプのメッセージ形式から都合の良い1つを選択し、情報を入手する。　一方、港湾管理者・港長からの回答はメ　ッセージヘッダ＋フラットファイル許可APERAK：APlica廿on　ERror　AcKnowledge−mentメッセージ規約）＋メッセージトレーラからなる一組の情報としてEDIセン　ターへ送信され，トランスレータを介してメッセージヘッダ＋EDIFAσr電文データ　（許可APERAK）＋メッセージトレーラに変換、申請者のメールボックスに保存され、川社・船舶代理店からの受信を待つ。3．2　Webによる申請・届出　船社・船舶代理店のPCをインターネッ　トに接続し、港湾EDIサーバーのホームペ　ージを呼び出して、申請・届出様式に書き　込む。処理状況として未申請、受理等の表　示機能があるので、これにより状況確認が　行える。また、過去に申請・届出した情報　も活用可能となっており、重複入力の軽減　が図れるようになっている。　　港湾管理者・群長は、3つの異なるタイ　プのメッセージ形式から都合の良い1つを　選択し、情報を受信する。3．3　業務一覧表（表1参照）4．接続方法　　EDIセンターとの接続は、その送受信の　データ量によって、各地1台程度のPCを　意識した「ダイヤルアップIP接続」、各地　複数台の接続を意識した「LAN型ダイヤル圃表1　業務一覧表業務の種類申請者の業務　　港湾管理者の業務港長の業務入　　出　　港　　届届　　出受　　　理受　　　理係留施設等使用許可申請申　　請受理、許可殉合　　舟自　　動　　青争　　通　　矢ロ通　　知受　　　理係　留　使　用　届届出（民間施設）港長へ届出受　　　理夜問入出港許可申請書申　　請受理、許可停泊場所指定願申　　請受理、許可移　　　　動　　　　届届　　出受　　　理移　動　許　可　申　請申　　請受理、許可危険物荷役許可申請書申　　請受理、許可危険物運搬許可申請書申　　請受理、許可アップIP接続」、大量の処理を意識レた「専用線IP接続」の中から選択する。また、イ　ンターネット業者とEDIセンターは、専用線接続にて通信が行われる。5．必要な器材5．1　UN／EDIFACTによる申請・届出を行う船社・船舶代理店EDI電文作成のため　のトランスレータ機能、自社SE／」NACCS対応システムからの情報送信機能、および　受信結果反映機能の自社開発が必要となる。5．2　Webによる申請・届出を行う船社・　船舶代理店　市販のパソコン　　OSとしてWINDOWS　95、または98、ブ　ラウザーとしてインターネットエクスプロ　ーラVer．4．0ユサービスパック1以上、ま　たはVer．5が推奨されている。　インターネット接続　　プロバイダーとの契約、及びモデム等接　続機器の準備が必要となる。3）現状の問題点　各港湾管理者システムが自治体の利便性を優先して、．開発されてきたことから、港湾EDIシ　　　　　　　　　　ステムで要求されるデー　　　　　　　　　　タ項目だけでは現場の港　　　　　　　　　　湾管理者システムの必須　　　　　　　　　　項目を満足できないケー　　　　　　　　　　スが予想される。このた　　　　　　　　　　め、暫くデータと紙で2　　　　　　　　　　重作業を並行的に行う港　　　　　　　　　　が存在することになろう。　　　　　　　　　　　この解決のために、港　　　　　　　　　　湾EDIシステムは、各　　　　　　　　　　地港湾管理者システムの　　　　　　　　　　有するデータ項目を全ての標準化された項目として、一元的に纏めて保持する必要がある。また、システム的な対応の他に、各地個別の港湾管理者システムに対する高い位置からの指導、全体的な調整、といった根本的な問題対応を運輸省に期待したい。　また、将来のフェーズH以降の課題となろうが、SEA，NACCSと港湾EDIシステムの接続によりデータの共有化（ワンインプット）を図り、さらに検疫、入管に絡む関係各省のシステムを連動させることによって、真のワンストップサービスの実現が期待されよう。　現状の問題点については運輸省も理解をしており、「港湾EDIシステムの拡充」と称して、2000年度には対象手続・業務を拡大、具体的には、複数寄港地問の重複入力の解消、入出港予定情報の追加、タグ、パイロット等船舶入出港に関連した業務の追加、荷役機械使用許可申請等施設設備に係る業務の追加をすること、ならびに将来に対してのワンストップサービス実現化に向けた検討を推進していくことを表明している。　21世紀のあるべき港湾EDIシステムを目指して、まずは最初の一歩が踏み出される。せんきょう　平成11年9月号せん舌よう　平成11年9月号圖〃碗伽9伽便り　　　米国の新船舶登録制度案について　上院ロット共和党院内総務とブロー上院議員は、今年8月初旬、新たに米国籍に転籍する商船に対する一部税法の適用免除または税法の修正を行うための法案を近く議会に提出する考えを明らかにした。しかしながら詳細が発表されなかったことからすると、法案の骨格はまだ固まっていないようである。ただし、報道によると、この法案により創設されることになる米国の新船舶登録制度の下に登録される船舶はその運航からの収入が連邦税を免除される。また、このような船舶に就労する米国人船員は年収8万ドルまで連邦所得税が免除される、この法案は、国家非常時の際に米政府が徴用できるよう、米国籍へ新たな船舶を勧誘することと、米国人船員の雇用機会の拡大を目的としている。APL、Lykes、　Sea−Landが米国の所有と支配から離れてしまったことが、この法案作成の契機となったようである。これら3社は国会議員の一部や業界、政府関係者から、もはや米国の海運会社ではないと見なされていることから、米国人所有の商船隊の振興を目的として3年前に創設された新規運航補助制度（Maritinle　Security　Pro−gram）の効果について疑問がもちあがっている。多分、新しい船舶登録制度は新規運航補助制度に代わるものかもしれない。　両上院議員は、今春、議会の租税合同委員会に対して、次のような海運税制改革（案）を実施した場合、どの程度の減税が必要となるか見積もりの提示を要請した経緯がある。括弧内は7月27日に出された回答である。（1＞米国の外国貿易において外国籍の’下で運航．　される米国人所有船舶からの所得について内　国税収入法典（lnternal　Revenue　Code）に基　づく税を免除。（2000会計年度2，300万ドル、　西暦2009会計年度までの10年間で総額10億　400万ドル）（2）米国籍船に就労する米国人船員を内国税収　入法典の枠内に組み入れて、米国の外国貿易　において運航する間に限り、新たに米国籍に　転籍した船舶での勤務から得た賃金艶聞8万　ドルまでについて連邦所得税を免除（西暦　2000会計年度までの］．0年間で総額9，700万ド　ル）。（3）米国籍船を海外で修理した場合に課される　現行の50％の従価税を免除（1億4，500万ド　ル）。（4）現行の2，000ドルの控除額を、新たな税法　　（本法案により修正される税法のこと）の制　定後に建造され、米国籍に転籍される、米国　／外国間で運航されるクルーズ船上での業務　の打ち合わせ、業務に関連したセミナーまた　はコンベンションに参加する個人にも拡大　　（1，000万ドル）、�求@米国籍内航船隊の活性化と既存の米国籍国　際商船隊の競争力を強化（約5億7，200万ド　ル）。（6）外国建造の米国籍船に対し、米政府貨物の　輸送資格が発生するまでの3年間の法定待機　義務を免除。このような船舶に対し、米政府（せんきょう　平成11年9月号貨物の輸送につき第．．・位の優先順位が与えられている既存の米国籍船舶に次ぐ優先順位を与える（税金とは無関係〉。　一方、このロット／ブロー構想の発表に先立ち、本年6月、マックレリー下院議長が、米国籍商船隊の国際競争力を強化するため、1970年商船法第607条に規定する、現行の資本形成基金（Capital　Construction　Fund三CCF）プログラムの修正を目的とした「1999年米国籍商船隊再活性化法案」（The　United　States−Flag　Mar−chant　Marine　Revitahzation　Act　on999）を提出した。法案の骨子は次の通り。（1）米国造船所での船舶建造に利用できる資本　額を増やすため、外国で建造した米国籍に転　籍した船舶からの収入をCCFへ積み立てる　ことを認める。（2）米国の外洋内航海運業のさらなる近代化と　発展を目的とし、米国籍の下に運航可能な船　舶を米国の造船所で建造するためCCFから　の積み立て金の引き出しを認める。紛　安全かつ効率的な方法での米国船による貨　物輸送を確保するため、米国籍船舶で使用す　る米国製造のコンテナおよびトレーラーを取　得するために、CCFからの積み立て金の引き　出しを認める。（の　米国製造の船舶、トレーラー又はコンテナ　のり一スに関連して、CCFからの積み立て金　の引き出しを認める。�求@外国の造船所での修理から生じる関税が米　国の造船所の利益になるよう使用されること　を確保するため、船主がその関税をCCFに　積み立てることを認める。　この法案についてSea−Land関係者が7月5日に開催された下院歳入委員会において支持すせんきょう　平成11年9月号る旨の証言を行い、次のように締めくくっている。　「過去半世紀、米国の税法は外国貿易において米国年商船隊が国際競争力を保持する障害となってきた。この期間に米国の海上貿易量が5倍に増加したにもかかわらず、自国政府から有利な税法上の取扱いを認められた外国籍船からの競争に会い、米国籍船の輸送比率が着実に下降していった。米国の海上貿易量が増加するにつれ、外国の海運会社は税金のかからない資金を利用して、より新しく、より多くの船舶への投資が可能であった。一方、米国の船主は一般に、新しい船舶への投資には税金のかかる資金を利用しなければならなかった。資本形成基金（Capital　Construction　Fund）のようなプログラムが米国に存在し、米国の国社はこれを利用して代替建造は可能であったが、対象が限定されているため、新たに増加した貨物を競って輸送するための船隊拡充は不可能であった。その結果、今では外国船が米国の国際貿易を支配するようになってしまった。米国の経済および国家安全保障は米国の港湾を通して国際貿易における物品の流れを米国が保証できる能力を持続できるか否かにかかっている。米国の税法は米国籍海運業が競争力を保持する邪魔をしてきた。将来の競争力を確保するためにも議会が行動するときである」　（註）　CCF制度は1970年商船法に基づき創設された。この制度は、一定額の積み立て金について連邦国支払いの繰り延べを認めることにより、船舶運航者に船舶の建造、取得、修理を行うための資本を蓄積する上で助力する制度である。1997暦年には、1億4，000万ドルがこれらの口座に預金された。／971年にこの制度が開始されてから、1997年まで、米国商船隊の近代化および拡充のため65億ドルが預金され、54億ドルが引き出された。1998年9月30日現在、142社がCCFに加入している。勿論、　APL、Lykes、　Sea・ねndの3社も加入している。　（北米地区事務局ワシントン連絡員平山修）武ぐ∵憾溌製‘摺．　　　　　　バ護第．91回急鞍亀竺，・・．v〆〆〆〆〆〆、議瓢轄歌、∴「〜1糾1、τ．「．、、．．、℃』・．謬汐黛諮轟転瞬驚盤総轟��講欝鋳．私」、竃“醍　．．．恥一管，威融、：ll罫．じ．ン．．一一諸冶か癬翻クルーズ元年と呼ばれ塒代、讐鵯梅馳運航する柵ルーズ船　　　ビグ胡深旧で船出をした。そんな中の一・つである豪　　　・∵華賓艀S”号に縁があって日本人船長として乗鰭1態黙諾懇瓢讐叢論饗　　　　物を運ぶかと日夜思案していた（はずの）小生に　　　　とって今までの縞のワイシャツ、マドロスパイプとい　　　　う無届な船乗りとしての人生観が全く変わってしま　　　　う程の新しい世界を体験し、早朝から深夜まで華　　　　麗な制服に身を包み貨物ならず船客をいかにゆ　　　　つたり、のんびり、楽しくそして安全に運ぶかに奮闘　　　　したものである。　　　　　“S”号は総トン数8千トン余りの客船としては　　　　小ぶりではあるものの、サロンやダイニングそしてカ　　　　ジノ等船客クオーターは豪華にまとめられ、映画タ　　　　イタニックで話題の人気俳優デカプリオや金髪女　　　　優顔負けのヨーロッパ系を中心とした男女約150　　　　名の乗組員をそろえて、ほとんど同数の船客をア　　　　テンドすると言う最上級のサービスで、南の島々や　　　　リゾートを巡り、船客を夢の竜宮城にいざなうような　　　　クルーズ船であった。　　　　　ここでは、その“S”号での航海中のエピソード　　　　を二、三ご紹介したいと思う。　　　　　ある日熟年のご夫婦のかたが“本船の朝食で　　　　食べたゆで卵はおかしい”とおっしゃるので詳しく　　　　話を聞くと“朝食のテーブルについてオーダーした　　　　ゆで卵を食べようと殻を割ったら、ほとんどゆでられ　　　　てなく受け皿に流れ出てしまった”と言う。担当の　　　　金髪のウエイターを呼んで聞いてみると、もちろん　　　　英語で、“卵はなににされますか”と聞いたが明確　　　　なご返事がなく、ウエイターの方からスクランブル、　　　　フライド、ボイルドなどの例を挙げてオーダーを聞く元川崎汽船船長黒羽芳輔　　　　、刈？筋才属　⊂娩，■＼＼　　、ラ　　　　　　　　　　　　　う　　　　　む砦弩．．聾翼塗ど‘ボイルド”と答えられ、それなら“何分ボイルしますか”と尋ねると確かな返事がなく、指で示しながら“3分、5分、7分置すか”と聞くと指を1本立てて“オンリーワン”と言う。なんべんも“1分でよいか”と確かめたが“オンリーワン”と言われ日本人は生卵を好むと聞いていたので、厨房に1分で頼みテーブルに出したとのこと。結局ご夫婦は3分から5分かと指をたてて聞かれたのを、三個か五個かと聞き違いゆで卵は一個でよいと答えたことが判明した。ご夫婦にはこれもまた外国船でのクルーズの良い思いでの一つとご了解願った次第である。　さて、本船では新婚旅行のカップルも何度か乗船され、その度にダイニングルームで船からのお祝い品を贈り乗組員と他の船客ともども祝福していた。ある航海で、有名芸能入が新婚旅行に乗船され、恒例により晩餐会の席．．ヒにて他のお客に紹介し祝福したところ、翌朝日本の芸能プロダクションから電話がかかって来て、“結婚したことはまだせんきょう　平成ll年9月号〆滑謎〆一膳．試’〆一儲一価。〆一般には公表していない、人気が落ちたらどうしてくれるのだ”とえらくおしかりを受けた。後でお二人に話をすると本船の乗客や乗組員は自分達をとくに芸能人だと気にもしていないし、新婚カップルとして祝福してもらってうれしかったと大変感謝された。うわさに聞くと幸せな結婚生活をされているとのこと。陰ながら喜んでいるしだいである。　今をときめく有名女優にバレンタインのチョコレートをもらったり、連口のフランス料理に飽きた売り出し中の美人女優と上陸してラーメンを食べたのも貨物船では決して体験できない素晴らしい思いでとなっている。日本でお見合いをした後に乗ってこられたすてきな女性作家との出会いも小生にとって忘れることのできない出来事であった。ある日晩餐会のテーブルで彼女からお見合いの話を聞き、すてきな男性のようであり、是非にと結婚をお勧めした。本船下船織すぐに婚約発表．されたようで、その後の新婚旅行のお手伝いもでき、ますますお幸せに一流のプロとしてご活躍である。　欧米の船客はクルーズ慣れしていて、乗組員との会話にも問題なく、仮にトラブルがあっても小生のところまで来ず乗組員が解決するが、約半数をしめる外国船でのクルーズに不慣れな日本人の船客にはコミニュケイションの問題もあって、日本語をしゃべれる小生がなにかと出て行き納得してもらう場面が多々ある。せっかくの大金を使っての夢のクルーズを楽しんでもらおうと当初は大忙しであったが、わが乗組員もだんだん口本人の性格、習慣にも慣れたようで、クルーズの乗組員としては、クレイムの多い欧米の船客より遠慮がちで優しい日本人の船客の方が素暗らしいと話していた。特に大和撫子とよばれた日本女性の美しさ、奥ゆかしさにはこころから納得したようである。　よく友達から今まで物言わぬ貨物を運んでいたのに、今度は物言う貨物（船客）でさぞ大変ですねと同情されたが、いままでの貨物はいくら言い聞かせても分かってもらえず時たまだだをこね動き始めたり、損傷を起こしたりしてそれなりに苦労したもせんきょう　平成11年9月号7つの海のこぼれ話攣のだが、今度の貨物（船客）は文句も言うが誠意をもって話をすれば必ずわかってくれ、物言う貨物は物言わぬ貨物とは違い、なかなか味があって素晴らしく、人間万歳を実感した。　日本人にはなじみの薄かったクルーズの素晴らしさを知ってもらい、出来るだけ多くの入達を夢の竜宮城へご招待しようと奮闘し、当初苦労の連続であったが、航海を重ねるうちに小生もクルーズ船になれ、毎口上等のワインを飲みフランス料理を食べて、美しい東西の女性や経験豊かな各界の紳士との会話を楽しみながら、素晴らしい乗組員と過ごすうちにすっかり自分が竜宮城にいたように思われる。英語も流暢とはいえず、足も短く、とても北欧系の乗組員のかっこよさにかなうわけもないのに、あまり似合うとも思えない華麗な船長の制服と、客船と言う素晴らしい雰囲気の中で、そこそこ様になっていたのは、小生に全面的に協力してくれた20力国籍に及ぶ我が乗組員の素晴らしさのおかげであったと感謝している次第である。　晴れて任期を終え、乗組員から盛大なお別れ会をやってもらってバンクーバーで下船し、日本に帰国したときは、残念ながら玉手箱は持ち帰らなかったが、沢山の船客や乗組員との素晴らしい出会い、触れ合いを思い出に、何年もたってしまった現実の世界へ帰って着た浦島太郎のような心境であった。漢（犀（筋　ρρ＼凝　　　り　　　　こミ　　　　　　　　　　　　3巨♂糠・隠滅　、勢・＼＼紬”診ハ益（轟N響」1のレ0　｝撫ヒ馨》X、．、．L．．．．、．、診、へ．帆野島海運日誌5日　運輸省および当協会をはじめとする内外　航海運事業者団体、船用機器メーカー等が　　参加する「船舶運航に関する2000難問題対　　策連絡会」の初会合が開催され、船舶運航　　における2000年問題への取り組み状況等に　　ついて意見交換が行われた、7日　政府は、パナマ運河が今年12月31日に米　　国からパナマに返還されるのに伴って、運　　河の通航規則を定めた「パナマ運河中立条　　約付属議定書」に加入する方針を固めた。8日　当協会河村健太郎副会長（前会長）が逝　去された。　　（P．12囲み記事参照）9日　遠洋航行中の日本籍外航船舶に配乗する　　日本入船員に、Faxを使った洋上投票を認　　める改正公職選挙法が参院本会議にて可決　　し、成立した。26日　運輸省は、2000（平成12）年度予算の概　　算要求をまとめた。　　（P．2シッビングフラッシュ1参照）　当協会は第2回海賊防止対策会議を開催し、従来の「海賊防止対策実施要領」を改訂した「海賊対策指針」をまとめた。（P．6シッビングフラッシュ2参照）臨8月　運輸・建設・北海道開発・国土の4省庁は、2001年1月の省庁再編により誕生する「国土交通省」の政策展開を協議する検討会議を設置すると発表した。　運輸省は今年6月分の造船造機統計速報を発表、これにより今年上半期の造船43工場の造船量がまとまった。それによると竣工量はユ73隻、519万総トンで、前年同期に比べ、総トン数で7％増加した。31日　日本開発銀行は、カタール向けLNG船　　のシリーズ建造以外の一般商船（日本郵船　　の自動車専用船）に対し、初めてドル建て　　融資を実行した。これまで開銀は、外航船　　舶建造のためのドル建て融資については国　　家的プロジェクトでエネルギーの安定輸送　　という観点から、カタール向けLNG船に　　のみ特例として認めていた。せんきょう　平成11年9月号）　　　海運関係の公布法令（8月）��　公職選挙法の一部を改正する法律　（法律第122号、平成1！年8月13日公布、平成　11年9月2日施行）　　　　陳情書・要望書（8月）宛先：海上保安庁水路部長件名：秋田県能代港付近の海図刊行に関するお　　　願い要旨：秋田県能代港は、東北電力能代火力発電　　　所の稼動に伴い、9万載貨重量トン級の　　　専用外航石炭輸送船が就航する主要な港　　　だが、当該港域及び当該港へのアプロー　　　チに使用する海図のサイズ及び縮尺値が　　　利便性に欠けているため、使用しやすい　　　海図の刊行を要望した。宛先：運輸省海上技術安全局造船課長件名：解撤等を行うために輸出される船舶の輸　　　出承認について要旨：解撤を目的に輸出される船舶に対するバ　　　一同ル条約適用について、IMQでの検　　　討状況および各国の対応を踏まえつつ、　　　老朽船の円滑な解撤を妨げることのない　　　よう現実的な対応が必要である旨要望し　　　た。　　　　国際会議の予定（10月）第5回日台船主協会会談　10月5日　静岡第80回IMO法律委員会　10月ll〜15日　ロンドン1992年国際油濁補償基金第4回総会／第4回理事会等　10月18〜22日　ロンドンOECD海運委員会（MTC）　10月25〜26日　東京OECD　MTC／DNMEsワークショップ　ユ0月27〜28日　神戸OECD　MTC／中国ワークショップ　10月28〜29日　神戸せんきょう　平成11年9月号［資料］港湾審議会管理部会「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」に関する「中間報告」について　本誌平成11年8月号（P．8海運ニュースー審議会レポート1参照）にて既報のとおD、1998年11月．運輸大臣から「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」の諮問を受1ナた港湾審議会「ま、去る7月30日に開催した第32回盲唖部会にて「申間報告」をとりまとめた．　以下にその全文を紹介する。経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について　　　　　　　　　　中　間　報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成11年7月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　港湾審議会管埋部会はじめに　中央に急峻な山岳を擁する地勢の我が国では、海一ヒ交通が口広生活に欠かせない重要な交通手段として発展してきた。津々浦々に港ができ、人や物が集まり、街が形づくられ、地域は港とともに成長し、地域の成長に併せて港は発展してきた。　港湾法の制定以来約50年、港務局または地方公共団体による港湾管理者制度を柱とし、各地域の港湾管理者の自主性を尊重した港湾の整備・管理がなされてきた。　我が国の経済・社会の発展が、臨海部における産業や都市の発展とともに進み、急増する港湾貨物への対応が急がれた時代にあっては，国は各港湾管理者とともに港湾を核とした地域開発にカを注いできた。しかし、近年の経済・社会のグローバル化の進展や、地球規模での環境の保全・創造に対する認識の高まり等、経済・社会の大きな構造変化の中で、国内の各地域毎の地域開発を中心とした従来と同様の考え方に基づく行政対応だけでは、必ずしも十分対応できない状況が顕在化してきている。　これまでの港湾行政にあっては、国と港湾管理者との協力的な取り組みにより、当該港湾を中心にした地域開発には大きな効果を発揮したものの、ともすれば港湾管理者の主体性を弱めることにもなり、あるいは国際競争力の強化と言った全面的・広域的な視点で取り組むべき国としての港湾行政の姿勢が不鮮明となりがちであった。また，課題解決にあたっても関係する行政間での調整によって対応可能であったことから、行政以外の人々への情報提供の不十分さも手伝い．港湾行政への戸惑いや誤解を抱かれる事例も生じてきている。こうした状況は、国と地方との役割分拠の明確化、行政における透明性の向．ヒが求められる現下の行政改革の流れの中で、港湾行政にとっても特に対応が急がれる事項となっている。　このような背景の下で、平成10年n月IO日、運輸大臣から港湾審議会に「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」が諮問され、同審議会管理部会に設置したワーキンググループで検討を進めることとされた。　ワーキンググループでは、諮問に係る検討事項のうち「直轄事業の具体的範囲の考え方」についてとりまとめ、平成10年12月18日に報告したところである。その後、引き続き9回にわたり、港湾が経済・社会の構造変化に適切に対応し、海陸を結ぶ輸迭拠点としての役割、個性ある地域づくりに資する空間としての役割、沿岸域の環境保全・創造への貢献を果たし、我が国の安定的な発展と国民生活の向上に引き続き寄与していくための取り組み方について検討を行ってきた。ここに，その検討成果を踏まえ早急に対応する必要のある課題を中心に、全国的・広域的視点からの取り組みの強化、地域の主体的な取り組みの支援と強化，環境の保全・創造のための取り組みの強化、港湾行政の透明性・効率性の向．ヒを港湾行政の進むべき方向としてとりまとめた。第1章　我が国経済・社会の変化と港湾　経済の成熟化と並行し、国民の価値観も．，物質的な豊かさのみならず、精神的な豊かさを重視する方向へと変化し、生活様式の多様性が重視されるようになってきている。特に国民の経済・社会活動の基盤となる社会資本の整備・管理にあたっては、経済的効率性の向上のみならず、入間活動と自然環境との調和を含めた質的向．しが求められる時代となってきている。　こうした価直観の変化の巾で、我が国にとって重要な社会資本の一つである港湾の今後の整備・管理のあり方を考える時、以下のような経済・社会の構築に貢献していくことが求められている。1．グローバル化に対応した国土構造の形成　経済・社会構造の変化の中で，経済のみならず文化等様々な分野で、国際的な交流や分業が進展してきており、こうしたグローバル化した経済・社会活動は益々活発化することが見込まれている。このような時代にあって、全国各地域がそれぞれ持つ資源や魅力を活かして、世界各地域との交流を促進していけるよう、世界に開かれた国上構造を築くことが課題となっている。　港湾には、地域を世界に開く門戸として、こうした国上づくりを支える役割を発印することが強く求められることとなる。2，国際競争力を備えた活力ある経済・社会の構築　経済・社会のグローバル化の進展やアジア我国の経済の成長は、国境を越えた地域間の競争激化を招き、企業がその活動する国や地域を選ぶ時代を迎えている。また、人口減少・高齢化の進展等により、我が国の経済活力の低下も懸念されている。こうした中で、今後とも、我が国の豊かな国民生活と雇用の安定を確保していくため、経済構造改革等の推進や、産業の競争力の確保により、活力ある経済・社会を構築していくことが国政の最重要課題の一・つとなっている。ぜんきょう　平成11年9月号）　港湾にぱ、海陸を結ぶ物流手処点として、我が国の効率的・効果的な物流構造の構築に資するとともに、グローバル社会の中における国際港湾として競争力の保持が求められることとなる。3．恵み豊かな自然環境の享受と継承　自然環境の持つ浄化能力や資源の埋蔵量等が有限であることが、改めて強く認識され始めている。精神的・物質的な恵みをもたらす豊かな自然環境を、持続的な発展が可能な形で享受しつつ、これを美しく健全な状態で将来世代に引き継いでいくことが国民共通の課題となっている。　港湾には、沿岸域での諸活動の拠点として経済・社会活動を支える基盤としての役割のみならず、沿岸域の環境保全・創造に貢献していくことが新たな世紀を逓じて強く求められることとなる。4．創意と工夫による自立した地域づくりの促進　人々の価値観に応じた暮らしの選択可能性が高く、多様性に富んだ美しい国土づくりを目指した多軸型国土構造の形成が開始されている。各地域の選択と責任による主体的な取り組みを基本として、各地域の特性を活かしつつ、質の高い生活と就業を可能とする自立的な地域づくりを進めていくことが課題となっている。　港湾には、その空間を活用することにより、こうした地域づくりの主役の一人として、ゆとりや潤いのある地域づくり、地域文化や新産業の育成等に貢献していくことが求められることとなる。5．暮らしの安心と国土の安全の確保　食糧やエネルギー資源の海外依存度の高い我が国においては、日々の生活に欠かせない物資の安定的確保のための取り組みが暮らしの安心の基本的条件である。また、国民の生命や財産を守り、国土の安全性の確保を図っていくのみならず、災害発生時において、迅速かつ適切に対応できるような危機管理体制の充実も急がなければならない。　港湾には、物や人の安定的輸送を担ういわばライフラインとしての機能を確実に果たすとともに、とりわけ災害時の危機管理体制を支える防災拠点としての役割が求められることとなる。第2章　21世紀の港湾のあD方と課題第1節　2泄紀の港湾の果たすべき役割　我が国においては、国民生活や経済・社会活動に不可欠な物資輸送の大半を海上輸送に依存している。外国貿易の量では99．8％、類では約4分の3に相当する物資が港湾を経出し、国内貨物輸送においても，内航海運がトンキロベースで約4割を分担している。港湾は，こうした海上輸送の拠点としての機能を果たしている。　また、全人口の約4割が港湾の存在する市区町村に集積していることからも明らかなように、港湾は、地域の経済や雇用を支える産業活動の拠点として、日常生活や海洋性レクリエーション等の活動拠点として、さらに，都市活動に伴って生ずる下水や廃棄物の処理空間としても機能している。　このように、国民生活や経済発展に不可欠な社会基盤として港湾の果たしている役割に対する理解は、平常時においては、ややもすれば薄れがちとなるが、阪神・淡路大震災の際には、せんきょう　平成11年9月号改めて広く国民に認識されたところである。　第玉章で見たように、我が国の経済・社会の安定化・成熟化に伴い、港湾に対’しては、より効率的な利用、自然環境との共生、災害等の危機への適切な対応といった、多種多様な要請に的碓かつ迅速に対応することが求められるようになってきている。特に、自国内で必要な食糧やエネルギー資源等の十分な確保が困難で多くを海外に依存し、かつ国内陸上輸送に多くのエネルギーとコストを必要とする我が国にあっては、港湾は引き続き枢要な社会資本として、地域から世界に至るあらゆる人々に開かれた利活用がされるように整備・管理されることが必要である。　21世紀においては、地方の主体性を尊重する港湾法の精神を尊重しつつ、国及び各港湾管理者と利用者が適切な役割分担の下で協力し、港湾を取り巻く閥係者とも積極的な連携を図りながら，各々その貨務を果たすことにより，地域の、我が国の、そして世界の経済・社会の発展に貢献しうるよう港湾の整備・管理に取り組んで行くことが望まれている。　海一L韓送が暮らしを支える上で欠かすことのできない重要な交通手段であり、入々の暮らしが沿岸域では”港まち11を中心に展開されている我が国の経済社会の姿を鑑みれば、次の3つの視点から「Z1．世紀の港湾の果たすべき役割」を発揮できるようにするべきである。　�@　グローバル化に対応した国土構造の形成や、国際競争力　　を備えた活力のある経済・社会の構築とともに、暮らしの　　安心を支えるための「海陸を結ぶ輸送拠点としての役割」　�A暮らしの安心や国土の安全を支え、創意と工夫による地　　域づくりを進めていくための空間を形成する「個性ある地　域づくりに資する空間としての役割」�B　ゆとりや潤いのある地域づくりを育み、恵み豊かな環境　を享受・継承していくための「沿岸域の環境安全・創造へ　の貢献」第2節　海陸を結ぶ輸送拠点としての役割と課題〔／〕果たすべき役割　　（国際競争力を備えた国際海上コンテナ輸送の拠点）　　国際海上コンテナ輸送に対して、集中と分散のバランスの　取れた航路や港湾の配置と，利用しやすい港湾サービスの提　供により、「国際競争力も備えた国際海上コンテナ輸送の拠　点」としての役割を果たす。なおその際、以下の点を考慮す　るべきである。　　航路網の集積による港湾の国際競争力向．E、船会社や埠頭　の経営の投資効率の向上等の観点からは、少数の港湾に貨物　が集中することが望ましい。しかし、過度の集中は、我が国　の国土構造から、国内二次輸送の増加に伴うコスト上昇、環　境負荷増大、大都市への交通集中等の課題を抱えることとな　る。　．方，荷主の利便性の観点からは、就航一字の増加に見られるよっにアジア諸国の近距離航路を中心に、近傍の港湾を利用することが望まれており、地方圏の国際化の進展を促すこととなっている。しかし、過度の分散は、投資効率の低下、低い寄港頻度による利便性の低下等により、必ずしも利便性を高めることとはならない。　こうした荷主と船会社の選択構造のバランスも勘案し、国全体どしての輸送が経済的に営まれるようにと言う国民経済圏的観点から、国際競争力を備えた国際海上コンテナ輸送の拠点が配置されるべきである。　また、これらの港湾においては、広いヤードや締具の道路網等との円滑なアクセスの確保、作業効率の高い荷役機械の導入等施設整備を図るとともに、通信・情報技術を活かした二手続きの簡素化、荷役作業の省力化・自動化や全「i通年化等、利用者ニーズに対応して異なる輸送モード間での連携が途切れず無駄なくなされるシームレスな一貫した輸送サービスが提供され、より低いコストで．，高いレベルのサービスが提供されるよう、公平かつ自由な市場競争条件が整えられるべきである。　（産業競争力等を支える国際物流の拠点）　外貿貨物の85％は、工業原材料や飼肥料、エネルギー資源等のバラ貨物を中心としたコンテナ以外の一般貨物が占めている。これら貨物の陸上輸送距離が短距離に止まるといった特性を考慮し、地域の輸送需要や隣接港湾問の距離等を勘案した多目的国際ターミナルの配置がなされることにより「産業競争力等を支え国際物流の拠点」としての役割を果たす。これにより、輸送船舶の大型化にも対応しつつ陸．ヒ輸送距離の短縮も可能となる等、最終消費地や既存の生産・加工工場等との輸送コストの削減を図るとともに、地域の潜在的発展能力を伸ばすことで、我が国の産業競争力の向上、地域の安定した雇用の確保等を支えていく役割を担うことができる。　なお、コンテナ貨物以外のこうした貨物を中心に扱う多目的国際ターミナルにおいても、コンテナタ．一ミナル図様、利用者ニーズに対応したサービスが提供されるよう配憲されるべきである。　（国土の骨格を形成する国内輸送網の拠点）　地球環境時代の中で、入口減少・高齢化社会を間近に迎える我が国であって、自然環境への負荷の低さ、エネルギー消費効率の高さ、少人数で大量輸送できる労働効率の高さ等海運の優位性を十分活かし、複数の輸送機関との連携が図られた国内のマルチモーダルシステム構築において「国土の骨格を形成する国内輸送網の拠点」としての役割を果たす。なおその際、以下の点を考慮するべきである。　国内輸送の輸送モード別割合で、海運はユ980年には約5割　（トンキロベース）を占めていた。当時に比べ，港湾取扱量は、フェリーでは3割増、内貿合計でも1割以上の噌加を見ているにもかかわらず、モード別割合は約4割に止まっている。この要因として、道路網の充実による自動車輸送の利便性の向一ヒに比べ、海上輸送が、迅速性の追求や多様化が進む荷主ニーズに対応できなかったことも挙げられる。　今後、技術進展に伴う船舶の高速化、諸規制等の緩和・撤廃等による輸送サービス供給側への競争原埋の導入等により、輸送時間の短縮、航路網の充実、輸送頻度の向上等、輸送需要側の期待する条件に適う輸送サービスの選択肢の充実が見込まれる。　特に、フェリーやRORO船を用いたユニットロード輸送　は、港湾における荷役の容易さ、ドアツードア輸送の容易さから、航路設定次第でその利用の拡大の．可能性を有している。　このため、経済合理性を備えた輸送ルートを構成する港湾に　おいて、円滑な荷役を可能とする施設や十分な駐車スペース　を備えたターミナルの整備、背後の道路網との円滑なアクセ　ス確保等を進めるとともに、船会社や荷王等の利用者ニーズ　に対応したサービスの提供がなされるよう配慮されるべきで　ある。叫　対応すべき課題　　（グローバルな視点での対応｝　　国際海運市場における船会社の競争も厳しくなっており、　外航海運において我が国港湾を利用する国内船会社の割合が　著しく低下してきている。加えて、我が国の主要物資の海外　依存度は増大の傾向にあり、国民の暮らしの安心や安定の確　保のためには，いかなる事態においても内外σ）船会社が利用　しゃすいハード・ソフト両面からの港湾の条件の整備が必要　となってくる。　　また、かつて対欧米コンテナ輸送のアジアの拠点を担って　いた我が国港湾は、経済の急速な躍進に伴うアジアの域内貨　物量の増ノ（，周辺諸国の港湾整備の進展等に伴い，コンテナ　貨物取扱量でみた地位は相対的に低下してきており、占師港　湾の競争．力低ドが問題となってきている。　　この要因の一つとして、我が国では港湾を核とした臨海．［二　業地帯の造成やアジア諸国の中ではいち早く国「祭源上コンテ　ナ輸送に対応するなど、先駆的な取り組みを行ってきたが、　それは港湾そのものを産業として捉えるよりは．海運産業を　始め国内産業の育成や貿勧振興等、国民経済的視点に立って　港湾の整備を進めてきたことが考えられる。これに対し、ア　ジァ近国は、国内産業の育成に加え港湾そのものを産業活動　として捉え、国際海運市場の動向を勘案しつつ，他国港湾と　の競争の視点から設備投責や利用しやすい港湾サービスの提　供に努めてきたことが挙げられる。アジア諸港が成長を遂げ　てきた背景を理解し、我が国においては、国民経済的視点に　加え、国際海運市場にも影響を「」．える．世界経済の動向を考慮　するグローバルな視点からの迅速な対応も求められている。　　〔港湾問競争激化0）下での重点投資）　　重厚長大型産業の原材料や製品を輸送する不定期船の場合　は、その取扱貨物の国内での陸．ヒ輸送が短距離にとどまるた　め、その荷主が立地場所を選択した段階で利用される港湾が　限定される場含がほとんどであった，しかし、組立型産業や　日用品等の製品を輸送するコンテナやフェリーに代表される　定期船の場合は、船会社は安定的に一定量以上の貨物が積み　取れる港湾に寄港しようとし、荷主はドアツードアで要する　費用や時間の効率性から利用する航路・港湾を選択すること　となる。このため、港湾は、荷主と船会社の取引市場の中で　選択される対象に立場が変わることとなり、それぞれの港湾　管理者は荷主と船会社に対して、できるだけ有利なサービス　を提供しようとする競争関係に置かれる状態になっている。　　港湾間競争の激化は、各港が競い合って高規格の施設整備　を急ぐ誘因ともなり、限られた財源が．各港湾に対し分散して　　しまう懸念を抱えており、全国的・広域的な視点に立った整　備計画の下で重点的な投資を行うことが求められている。　　砿域的な背後圏を有する輸送形態の進展に伴う広域的な　調整）　　道路網の充実に伴う自動車輸送の進展、国際水平分業の進　展を背景とした日用品等の製品輪入の増大等は、港湾を利用　　する企業の範囲の広域化をもたらすとともに、荷役の迅速化　　や小口多頻度輸送等に対応できるユニットロード輸送を進展　　させることとなった。例えば、外国貿易量が3割程度の増加　　を見たこの10年間に，外貿コンテナ貨物量はほぼ倍増していせんぎょう　平成H年9月号．））る。　この結果、当該港湾管理者の構成する地方公共団体の行政範囲を越える、広域的な港湾利用が拡大し、港湾相互の背後圏の重視の可能性が大きくなってきている。　このため、．各港湾の整備は、船会社や荷主の港湾選択の自出度を高めるものの、背後圏の輸送需要が複数の港湾に重複して計．ヒされることによる施設の重複投資が危惧され、計画の広域的な調整が求められている。　（物流コスト削減要請への対応）　貿易の自由化や、国際水平分業の益々の進展が想定される中で、国内産業においても、コスト削減等により、国際競争力を確保し．高い生産性や安定した雇用を保持・創出することが求められている。　物流コスト削減を図ろうとする各企業は、より経済合理化に富む輸送ルートを選択することとなり、当該ルート上の港湾の利用が促進されることになる等、結果として輸送網が再編されることとなる。そのため，より経済合理性が発揮される輸送網が構築できるよう、全国規模で港湾施設の適正な配置が求められている。　（海運の構造変化に対応した港湾利用条件の整備）　アジアと北米問を始めとするコンテナ輸送の基幹的な国際定期航路においては、大型船を効率的に運航するため、船会社相互が船内スペースを融通するなど協調して運航するコンソーシアム（企業連合｝が定着してきている。　また、内航においても、フェリー航路の免許制度の許可制度への変史（2000年10月）、RORO船内貨物船の船腹調整制度の廃止により、より一層の輸送効率の向．ヒを念頭に置いた船舶の大型化や航路再編の動きが見られている。　こうした経済合理性を追求する海上市場の変化に対し、公共埠頭を利用しようとする場合には、施設使用の公平性の原則により船会社は自社の配船計画に沿った効率的な施設利用が必ずしも担保されない不安定さを抱えている。また．，優先利用を前提として整備された公社埠頭を利用する場合には，施設整備に際しての公共埠頭との公的支援の差異による料金格差を被ることとなる。しかしながら現状では公共埠頭と公社埠頭での利用条件に大きな差がなくなっている場合が多いため、フェリーを巾心に施設整備時の要件に左右されない現状での利用施設の使用料金と使用条件との公平性を確保することが求められている。　（港湾運送事業の効率化要請への対’応）港湾における荷役作業を担う港湾運送事業は、その健全で安定的な運営を図るために、事業免許制，料金認可制が取られ，港湾における円滑な荷役に寄与してきたところである。この結果、事業者閲の競争が生まれにくい面や、船会社や荷主のニーズにあったサービスが提供されにくい面が，課題として指摘され始め、集約・協業化学による事業規模拡大や企業体力の強化も図りながら，競争原理を導入する改革が進められようとしている。こうした港湾運送事業の改革を促進し、より使いやすい港湾づくりを進めるための具体的な取り組みが求められている。第3節　個性ある地域づくりに資する空間としての役割と課題〔D　果たすべき役割　　（人と自然に優しい臨海部空間）せんきょう　平成11年9月号　港湾は、物流や生産活動を中心に発展を遂げてきたため、人々の生活から隔離されたものとなりがちであった。親水緑地の整備や民有地の水際線解放、あるいは歴史的遺産の活用等によりパブリックアクセスの向上が図られてきたが、引き続き、美しさが感じられ、市民に開かれた親しまれる港づくりを進め「人と自然に優しい臨海部空間」としての役割を果たす。　この際．自然環境に対する意識の高まりを考慮し、都市空間と港湾空間の調和を図りつつ、ゆとりある生活空間を創出し、高齢者や障害者等の利用に十分配慮したバリアフリー化の推進、市民が触れあうことのできる自然環境の保全・回復・創造にも積極的に取り組むべきである。　（地域活力の向上につながる多様な産業導入の空聞）　臨海部における既存産業の再生・活性化、臨海部の特性を活用する新規産業の積極的な展開を図り、活力ある地域の形成に寄与する「地域活力の向上につながる多様な産業門人の空間」としての役割を果たす。なおその際、以下の点を考慮するべきである。　FAZ等の地域における外内訓の物流拠点としてのポテンシャルを活かした流通加工産業の展開、ゼロエミッション構想に基づき関係省庁と連携した循環型経済・社会の形成のためのリサイクル関連産業の誘致、風エネルギー等の自然エネルギーを積極的に活用する施設の整備への支援等を通じ、臨海部への立地が産業の活性化につながるように図るべきである。　併せて、利便施設、交流施設等の立地を誘致し、港湾を働く場とする人々にとっても働き易い職場環境とするように取り組みも考慮されるべきである。　〔臨海部ストックを活用した地域づくりの拠点空剛　臨海部の低・未利用地は、海上交通の活用等に不可欠な水際線を有するとともに、大規模で市街地に近接していることによる高い利用ポテンシャルを活かすことが可能であるところがら「地域づくりの提点空間」としての役割を果たす。なおその際、以下の点を考慮するべきである。　港湾機能には水際線が不可欠であることから、臨海部の低・未利用地の活用にあっては周辺の港湾機能と調和のとれた有効活用が図られるよう配慮されるべきである。　特に，三大湾等閉鎖性海域においては、水域が限りある貴重な空間であることから、その開発計画を策定する際には、まず、既存ストックを最大限に有効活用していくことが検討されるべきである。　また，将来の利用のための留保空間として暫定的な利用により対処しておくことも必要であり、阪神・淡路大震災の教訓も踏まえ、環境保全や防災対策のためにも、大都市の臨海部に一定のオープンスペースを確保しておくことも考慮されるべきである。　加えて、水際線が国民にとって限りある資源であり，臨海部の民有化の多くが公有水面を埋め立てて造成されたことに鑑み、パブリックアクセスの確保等公共のための有効活用を促すことも考慮されるべきである。　（地域づくりに不可欠な空間）　離島の港湾など地域の生活に必要不可欠な基盤としての港湾、地域の自主的な取り組みによる産業振興など地域の発展基盤としての港湾は、創意と工夫による個性ある地域づくり圏　の上で「地域づくりに不可欠な空間」としての役割を果たす。　　この際、こうした港湾の施設整備にあたっては地域発展の　機会の均等化が図られる観点からも、引き続き国としての必　要に応じた支援が望まれる。〔2｝対応すべき課題　　（地域の選択と責任の一．・層の重視）　　港湾は、地域社会にとって，地域経済の発展基盤、海洋性　レクリエーションの場、日常生活の交通手段等として日々の　暮らしに密接な関係を有している。また、地域の街づくりや　環境の保全に密接な関連を有する社会基盤としての重要な役　割を果たしている。　　現在、行政改革の一環として地方分権の推進が図られると　ともに、新・全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデ　ザイン」において、地域の選択と責任に些つく主体的な地域　づくりを重視しつつ国土づくりを進める指針が示されている。　　今後は、人々の価値観に応じた暮らしの選択性を軽め、多　様性に富んだ美しい国土づくりを実現していくために、各地　域の選択と貢任による主体的な取り組みを基本として地域づ　くりが進められることが、従来以上に求められている。　　港湾法では制定当時より、港湾管理者の業務として「一般　公衆の利用に供するけい留施設のうち一般公衆の利便を増進　するために必要なものを自ら運営」することを定めているが、　．．一部の意欲的な港湾管理者を除いては「運営」あるいは「経　営」と言った視点での対応が十分行われたとは言い難い。　　港湾の整備・管理においては，地方の主体性を尊重する港　湾管理者制度の下、地方が地域の事情に応じた特色ある港湾　整備に努めてきているが、これまで以上に、自立した地域づ　くりに寄与していくような取り組みが求められている。　　（臨海部の円滑な土地利用の転換への対応）　　高度経済成長期以降、港湾では積極的な施設整備が進めら　れてきたところである。しかし、インフラの構造に併せた車　両開発が進められる道路や鉄道に対し、港湾では船舶の寄港　を維持するために船型に併せてインフラ整備が求められる。　例えば、コンテナ船の積載個数の最大値はこの10年間に倍増　する等、急速に進む船舶の大型化や荷役形態の変化に伴い利　用効率の低．ドや陳腐化する施設が生じている。また、バブル　崩壊後の企業経営の悪化や産業構造の転換に伴う臨海部用地　の遊休化が生じてきている。この一．．・方で、内航船からは体憩　あるいは待機用の係留施設の不足、市民からは親水性施設の　不足の解消が求められ、港湾の特性を活かした物流産業、リ　サイクル産業の立地等の新たな社会的要請の高まりも見られ　る。　　こうした臨海部への多様な要請を的確かつ詳細に把握し、　将来の土地利用動向に照らして、我が国の経済活力の維持と　豊かな生活環境の安定的確保ができることを基本に，臨海部　の円滑な土地利用転換を促進することが求められている。　　／港湾整備事業の透明性・効率性等の向．．ヒへの対�求@　港湾の整備においても、国及び地方公共団体の逼迫する財　政の中で、必要な施設の早期整備を進めるため、整備対象港　の重点化や絞り込み等により、集中投資に取り組まれてきた、，　　また、他の公共事業との連携の向上、費用対効果分析の活用、　建設コストの縮減など効果的・効率的な港湾整備の推進が努　められている。　　しかし、より一層の物流コストの削減や規制緩和の推進等による経済の活性化が求められるとともに、一連の公共投資批判の中で、港湾についてもその整備の重点化の必要性が問われており、地域づくりに必要な整備にあっても、地域の人々のみならず広く国民の理解を得られる一騎分な説明責任〔アカウンタビリティ）も求められている。第4節　沿岸域の環境保全・創造への貢献と課題ロ｝貞献すべき役割　　（積極的な取り組みによる良好な環境の提供）　　沿岸域は、多様な生物の生息の場のみならず、陸域の気温　の急変を和らげ暮らしやすい気候条件を提供する場、教育や　レクリエーション等により精神的豊かさを育む場、魚介類等　の食糧の提供の場等として、人間の生存にも大きな役割を果　たしている，　　今後とも我が国国民が、経済的．社会的豊かさを享受しつ　つ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築し　ていくため、港湾においても、より広域的な視点を持ち、他　の行政機関と連携しつつ，人間の利用のみならず、生物・生　態系に対する視点も考慮した「良好な環境の提供」を図る役　割を果たす。　　特に今後は，環境への負荷1隆減をねらいとした従来からの　施策に加えて、沿岸域の新たな活用と．一体となった良好な環　境を創造する総合的な取り組みを租極的に推進するべきであ　る。　　（安定的な廃棄物処分の空間提供）　　港湾管理者は、港湾開発に伴う土地需要を背景に，背後圏　の都市から発生する廃棄物の最終処分場ともなるよう、港湾　区域内において廃棄物による海面埋立を行ってきた。　　内陸処分場の牛追と新たな確保が困難となりつつある現状　等に鑑み、海面での処分に頼らざるを得ない場合には、良好　な環境の保全・創造を図る上でも．引き続き海面処分場にお　けるより長期的かつ安定的な受入を担うこととし「安定的な　廃棄物処分の空間提供」の役割を果たす．　　（適正に管理された水域の確保）　　港湾の適1Eな管理運営、安全な船舶の航行，港湾や周辺環　境の保全等が確保されるよう、港湾区域の適正な管理を行い　　「適正に管理された水域を確保」する役割を果たす、，　　海洋性レクリエーションの進展とともに港湾をはじめ公有　の水域に放置されるプレジャーボートが増加してきている。　　こうした状況に対して、港湾では、適正な規制と管理を基　本とした対策を講ずるべきである、，一方、プレジャーボート　に対しては海洋性レクリエーションの健全な振興の上からも、　その適正な保管場所の確保について配慮されるべきである。側　対応すべき課題　　（環境への負荷の軽減への継続的対応｝　　臨海工業地帯の形成は我が国の高度成長を支えてきた一ガ　で，1960年代半ばに公害問題の集中を引き起こした。　公害問題に対し、港湾行政においては廃油処理施設の整備　　（1967年）から始まり、1973年の港湾法の改正において、港　湾施、達に港湾公害防止施設、廃棄物処理施設、港湾環境整備　施設を追加し、環境整i庸事業として本｝各的に対応を開始した；，　併せて、港湾計画の策定や埋立免許の取得の際の環境影響評　価制度も導入して対応を図ってきた。　　閉鎖性海域に浮遊するごみや油の回収事業、海底の堆積汚せんきょう　平成！l年9月号（（）．泥の除去・覆砂事業、大気汚染対策としてのモーダルシフト推進のための基盤整備等も含め、これらの環境への負荷軽減に配慮した行政を引き続き進めていくことが求められている。　〔生活環境の改善への継続的対応）　臨海工業地帯づくりへの偏重、物流革新に対応した港湾機能の高度化の進展は、結果的に、港湾あるいは臨海部から市民を排除することとなった。　こうした課題に対しては、豊かさやゆとりある生活への要求が高まる1．11で、新たな港湾」5備政策として「211吐紀への港湾〔1985年〕」を発表し、生活環境の改善に資する分野への投資の充実も進めてきた。既存の事業制度を活かしながら，親水性の高い緑地や海洋性レクリエーションのための空泣の提供が進められてきた。　また、臨海部の土地造成の中で市街地の住工混在解消等のための再開発用地の提供や，臨海部の土地需要への対応と併せた背後市街地からの廃棄物の受入等、生活環境の改善にも寄与してきた。　海陸を結ぶ輸送拠点としての港湾の物流機能の高度化にも十分配慮しつつ、これら、生活環境の改善のための対応について、引き続き進めていくことが求められている。　〔環境の創造等への技術的対応）　「環境と開発に目するリオ宣．言」やこの行動計画「アジェンダ21」、「生物の多様性に関する条約」等が採択された地球サミット　〔1992年〕等地球環境問題の議論に多くの入々の注目が集まるようになり、環境基本法の制定（1993年｝、気候変動枠組条約第3岡締約国会議の開催〔1997年〕等により、地球規摸の環境問題への認識は定着してきた。　こうした中で、運輸省港湾局は，1994年に新たな港湾環境政策「環境と共生する港湾（エコポート〉」を発表し，環境と共生した港湾整備を進めることを提唱した。しかし、政策実行手段の拡充が不十分であったため、有害堆積汚泥の除去や海水交換施設あるいは緑地・海浜の整備等の従来からの人間の利用に重点をおいた施策以外は，港湾施設の建設等に付随した取り組みに留まっており、生物・生態系にも配慮した環境σ）積極的な創造を進めるには至っていない。　また、今後、港湾が持続的発展を可能とする沿岸域の環境改善に寄与していくためには、環境への負荷軽減を図る循環型経済・社会の構築にも貢献していく観点から廃葉物のリサイクルや最終処分への適切な対応、あるいは港湾整愉における資材リサイクルの更なる推進も必要となってきており、調査研究、技術開発が求められる。　（港湾を超えた広域的対応）　これまで、港湾における環境対策は、公害の防止、労働環境や生活環境の保全が中心となっていた。また、港湾の水域は、流入河川や海域とつながる大きな水の流動の中で捉えるべきであるが，港湾管理者による環境対策は、その管理する港湾区域に範囲が限定されるという1恨界を抱えてきた。　今後、高まる自然環境に対する国民の．多様な要請に対し、十分な対応をしていくためには、潮流等に伴う海水の挙動等の広域性も考慮した取り組みが必要である、，このため、港湾区域内での環境の整備・保全を進めるだけでなく、港湾を超えた沿岸域の環境保全についても検討を進めていくことが必要になっている。せんきょう　平成1王年9月号第3章　港湾行政の進むべき方向　21世紀において、港湾が第2章で示した役割を采たしていくためには、それぞれの課題を果敢に克服しつつ港湾行政を進めて行くことが求められている。　港湾が、海陸を結ぶ輸送拠点として、より効率的・効果的に機能していくためには、個々の港湾管理者の努力だけでは対応できず、全国的・広域的な視点に立った取り組みの必要性が生じてきている。また、個々の港湾が輸送拠点として、利用者のニーズに合ったより使い易いサービスを提供していくためには、それぞれの地域の特性に応じた主体的な取り組みを進めていくことが必要となっている。　｛巷湾が、個性ある地域づくりに資する空間としての役割を果たしていくためには、それぞれの地域が、既存制度を最大限活川しつつ創意と工夫を図るとともに、より主体的な地域づくりが進められるよう、国の制度見直し等を進めていくことも必要となっている、，　恵み豊かな環境を、世代及び国境を超えた資産と捉え、その恩恵を享受しつつ将来世代に引き継いでいくためには、港湾及び周辺の沿岸域において、より積極的に環境の保全と創造への取り組みを進めていくことが必要であり，その際には複数の地方公共団体にまたがる広域的な取り組みも必要になってくる。　このように、「21世紀の港湾のあり方」を実現していくためには、全国的・広域的な視点からの取り組み、地域の主体的な取り組み、環境の保全・創造のための取り組みが必要であるとともに、港湾行政を進める上で、透明性や効率性脳をより向上させる取り組みも不可欠である。第1節全国的・広域的視点からの取り組みの強化1．全国的・広域的視点に立った港湾の計画制度の構築　丁目では、港湾は世界的な海運ネットワークの拠点として機能しており、グローバルな視点に立って整備を行うことが求められるとともに、国内においては．各港湾の整備が全体として効率的・合理的なものとなるよう、全国的・広域的な視点から計画的に行うことが必要となっている。　現在、全国的視点に立った港湾のあり方を示すものとして、運輸大臣は「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（以下「基本方針」という月を定め，港湾管理者は、これに適合するよう港湾計画を策定している。しかし、現在の基本方針は，全ての港湾に共通する基本的な事項を定めており，各々の港湾官理者にとっては個別具体的な方針として適用し難い点も見受けられる。　従って、港湾の持つ多様な機能が．［．’分発揮され、効率的・効果的な港湾の整備・管埋が．各地域の港湾においてなされることによって、我が国の経済構たの改革に資する効率的な物流体系の構築、自然環境や地球環境との共生、安全且つ安定的な国＝ヒ空間の形成等を実現していくため、国は、将来貨物量の口固し、効率的・効呆的な港湾の配置・機能・能力等を明らかにしたグランドデザインとしての全国計画を明確に示すべきである。　また、大都市圏においては、一つの湾域σ）中で複数の港湾が存立しており、各々が代替補完的な：機能を発揮していることから、全国計画と個別港湾計画との間をつなぐ湾域計画について明らかにすべきである。また、地方においては地域ブロックが一つの経済圏・生活圏を構成し、様々な行政ニーズもこれを単位として考えられることが多く、港湾においても同様な地域計画を明らかにすべきである。　この場合、従来的な物流機能のみに特化したものではなく、各地域のみでの対応が困難、不適当と考えられる、全国的、広域的な防災対策をも考慮した耐’震強化施設や防災空間等広域的な効果を有する施設等についても広域的な視点に：凱って、配置計画等を示すことも必要である。　なお，全国計画や地域計画等については、港湾管理者の意見を踏まえて策定することが必要である。また、これら全国計画や地域計画は、各港の港湾計画を通じて実現されるものであり、港湾計画の策定にあたっては、全国計画等との整合性を確保することが必要である。2，港湾の分類の見直し　我が国の港湾は、大きくは、特定重要港湾〔重要港湾のうち「外国貿易上特に重要な港湾」を指定）、重要港湾（「国の利害に重大な関係の有する港湾」として、外国貿易，国内貿易、旅客輸送、資源エネルギー確保等の観点から指定）、地方港湾の3種類に分類されている。　港湾の種類により、国と地方の役割分担は異なっており、港湾整備における国と地方の財源負担割合や港湾計画の策定、直轄事業の実施等の点で違いがあり、国の利害の程度に応じて、国が関与することにより必要な港湾整備が進められ、3種類の港湾が全体として、交通の発達、国土の均衡ある利用・発展の役割を果たしてきた。　しかし、近年、海上輸送の形態や産業構造、国土利用等が大きく変化するとともに、港湾整備が進展し、港湾の果たす役割も大きく変わっている。こうした中、我が国の港湾を全体として適正に配置し、必要な港湾整備を効率的に行うためには、「外国貿易上の重要性」及び「国の利害」の考え方について改めて検討を行い、経済・社会状況に適合した港湾指定とすべきである。　港湾の分類の考え方及び指定の見直しにあたっては、以下の諸点を含め幅広い観点から検討すべきである。・我が国の経済・社会構造改革を図るため、物流コストの低減　に資する効率的な物流体系の形成に資すること。・地球規模での環境問題の改善が図られるよう、国内物流のモ　ーダルシフトの推進が図られるものであること。・グローバリゼーションの遊展の中で、近隣アジア諸国に対す　る我が国の競争力の強化に資するものであること。・各地域の発展に係わる基礎条件確保の観点から機会均等の実　現に資するものであること。・離島等におけるナショナルミニマムとしての地域生活確保に　資するものであること。・国と地方の現下の厳しい財政状況や今後の我が国の安定的な　成長とを踏まえ、一層の効率的・効果的な港湾整備に資する　ものであること。・資源・エネルギー、食糧等の海外依存度の極めて高い我が国　の特性を踏まえ、安定的な資源等の搬入に資するものである　こと。　なお、見直しを行うにあたっては、港湾管理者等の意見も踏まえ分類の基準の明確化を図り、経済情勢の変化に即応した港湾指定がなされることが必要である。3．重要な港湾施設の整備と国の財政負担率の関係の見直し　社会資本の整備における国と地方の財政負担の割合は、一般的に国にとっての重要度や効用の及ぶ範囲、地方の受益の程度等の観点から定められている。　港湾整術においては、例えば、重要港湾の施設であれば、大型外貿バースであっても小型船だまりであっても、国の負担率が十分の五と一律に定められている等、必ずしも上記の観点に応じたものとなっていない点がある。　特に，全国的な見地から必要となる國際・国内の海．ヒ輸送網の拠点として、重要港湾において直轄工事によって整備される施設の効用は、一・つの地方公共団体の行政区域を越えて広域的な範囲に及ぶものであり、国際的な海運ネットワークのなかで、国内外の船会社が相亙に利用する国際社会資本として整備が求められる施設でもあることから，国が相当の財政負担を行う必要がある。また、道路等他の公共事業と比較して、港湾管理者の負担が過大であるとの声もあがっている。他方、重要港湾においても、その効用が広域に及ばない施設については，地方の受益に見台つた負担率としていくことを検討することも必要と考えられる。　したがって、重要度の高い施設に重点的な投資を行い、効率的な物流体系を構築するため、国にとっての重要度や効用の及ぶ範囲、地．方における受益の程度に応じて、整備する施設の国の財．政負担率を見直すべきである。4，複数の港湾で利用される施設の運営のための取り組み　全国的な見地から必要となる海上輸送網の拠点として、直轄工事によって整備された施設も、港湾の一体的管理の観点から当該港湾の港湾管理者に管理委託され、利用に供してきたところである。　近年、港湾施設の効率的・効果的な利用に資するため、多数の港湾管理者が共同利用できる施設の整備が開始されている。　その．．．一つとしては，港湾の効率的な運営を左右する諸情報の的確かつ迅速な処理のための情報処理システムであり、港湾の利用に際しては、関係省庁等への諸手続が多岐に亘ることから、省庁間、港湾間、国際間で整合性の図られた情報処理システムの構築が求められている。現在、第一歩として，入出港手続きの統一的処理を目指した港湾EDIシステムが構築中である。更なる利便性向上のため、大蔵省の海上通関情報処理システム（Sea・NACCS）と接続したワンストップサービス実現が．早期に必要である。　また，大規模震災時の海路による緊急物資や被災者等の輸送路確保のため、全国的な整備目標の下に耐震強化岸壁の整備等を進めてきているが、これを補完する施設として、逓常時に管理している港湾管理者の管理国国を越えて被災地へ曳航して利用することを前提とした、浮体式防災基地の整備が三大八で進められている。　このように、その利用港湾あるいは港湾管理者が一に限定されない港湾施設については、その管現の仕方が明確になっていない。特定の港湾管理者に負担がかからないような、適切な管理・運営体制とするとともに、特に浮体式防災基地については、移動の要否の判断や利用個所の選定が適切に行われることが担保されるようにすべきである。5，沿岸域環境等の保全・創造のための広域的な取り組み高まる自然環境に対する国民の多様な要請に対し，十分な対せんきょう　平成11年9月号（．）’）応をして行くためには、潮流等に伴う海水の挙動等の広域性も考慮した取り組みが必要である。このため、港湾区域内での環境の整備・保全を進めるだけではなく、港湾を超えた沿岸域の環境保全についても検討を進めていくべきである。　特に、我が国の経済・社会活動が集中する市街地前面の閉鎖性海域は，港湾を中心として沿岸域の稠密な利用がなされてきた。このため，環境負荷物質が蓄積されやすく、臨海部からの影響を大きく受けてきた。閉鎖性海域を、持続的発展が可能なエリアとして将来世代に継承していくためには，港湾区域外で実施している堆積汚泥への山砂や海面に浮遊するごみ・油の圓収等の事業を継続し、これらの事業から得た技術の蓄柑をも活かしつつ、沿岸域での環境の保全・創造についても、広域的な計画制度の中で明らかにすべきである。また、その実現に向けては関係機関と一体となった取り組みが重要である。　さらに、沿岸域の総合的な管理について、関係機関と連携しつつ検討を進めることも重要になっている。第2節　地域の主体的な取り組みの支援と強化1．港湾計画に係る港湾管理者の裁量の拡大　各港湾の「港湾計画」は、運輸大臣が定める「基本方針」との適合等の条件の下で、港湾の．一元的管理者である港湾管理者が定めることとなっており、策定にあたっては港湾管理者が地方港湾審議会の意見を聴くこととなっている。また、重要港湾の場合には、運輸大臣は中央の港湾審議会の意見を聴いた上で必要があれば港湾管理者に変更を求めることができることとなっている。　今後の地域づくりは、地域の自立の促進と誇りの持てる地域の創造を目指して、地域を形成する様々な主体の参加と連携によって進められる必要があると言われている。こうした中にあって、港と地域が一体となって発展してきた歴史を有している我が国では、地域づくりと一体となった港湾計画の策定について、地域の実情に応じて機動的な対応を講ずることができるよう、これまで以上に港湾管理者の裁量の範囲を拡大することが必要である。　このため港湾計画の策定にあたっては、全国的・広域的な視点からの計画制度の見直しにあわせ、国においては全国的あるいは広域的な視点に立った効率的な物流体系の構築等の観点を中心に基本方針との整合を図るための審議を行うこととし、港湾管理者が地方港湾審議会限りで港湾計画の変更ができる範囲を拡大する必要がある．また、地方港湾審議会と国の港湾審議会の役割分担を明らかにし、各々の審議会の審議事項の整理を行い、各々が連携して効率的・効采的な審議を行うことが出来るように検討すべきである。2．補助事業に係る港湾管理者の裁量の拡大　地方の自主性及び自立性を高め，個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を進めていくためには、港湾の整備において、事業の実施に際しての港湾管理者の裁量範囲の拡大も必要である。　このため、既存施設の有効活用を図っていく事業等について，地方分権推進計画に基づき総合補助金を創設することが必要である。3．より利用しやすい港湾への取り組み港湾は、地域において果たす役割の多様さから，船会社，荷せんきょう　平成11年9月号主、旅客、港湾運送事業者、陸．．ヒ輸送事業者等、関係する主体が多岐に亘る。このため最も地域の事情に通じた港湾管理者が中心となって、サービスの利用者の意向と提供者の意向の円滑な調整や、種々の関係主体間の利害調整や迅速な合意形成を図りつつ，各日の事情に応じた利用しやすい港湾づくりのための施策を講じていくこどか必要である。この場合、国においても、港湾管理者への支援の観点から、港湾の利便性の向上を図るための支援を行うことを検討すべきである．　例えば，港湾運送事業の改革と連携した港湾の利用形態の効率化、高度化のための環境整備を始め関係省庁、官民等の連携や．協力による施策や事業の展開を推進することや、多数の関係者による1聡〔高度道路交通システム）等を利用した物流の効率化の推進、防災施設の配置、バリアフリー化の推進等の新たな課題への対応が重要となってきており、国においては，ノウハウの提供や国の機関と連携した支援策の確立等での積極的な対応が望まれる。　また、道路や鉄道等の他の輸送モードとの結節機能を強化し、港湾の物流機能のより高度化を図ることも必要である。4．市民が参加意識を持てる港湾行政の推進　港湾及び沿岸域が貴重な公共の資産であるとの理解と認識を、市民により深めてもらうための取り組みが先ず必要である。港湾管理者が中心になって、地域住民のニーズにかなったアメニティ空間の整備を引き続き進めていくとともに、港湾における諸活動や歴史的、文化的側面、沿岸域に関する情報の蓄積及び積極的な情報提供や、緑地・海浜・歴史的施設の維持・管理に地域住民やNPO等の人々が主体的に参加できるような環境づくりに努めていくことが重要である。また、港湾計画の策定や事業の実施等を円滑に進める中で地域の人々の意見を広く聴取する手法を検討すべきである。5、遊休化した用地等の活用　臨海部の低・未利用地については、i）海陸の交通アクセスの確保が比較的容易であること、iD一団のまとまった用地であること、iii）周辺地域に比べ地価が廉価であること、　iv）港湾の管理運営上必要な土地利用の制約はあるものの企業所有地が多く地権者が複雑化しておらず周辺との調整が比較的容易であること、の比較的背後都．市の中心市街地に近いこと等の特性を有しており、こうした特性の活用が有効である。　検討にあたっては、地域経営者の一人として港湾管理者の主体的取り組みが望まれ，事業者や地権者等とともに官民一体となった活用協議会を設立し「臨海部再編プラン」を策定し、必要な支援措置と官民の適切な連携による臨海部活性化施策を進めていくことが必要である。　その際、これらの低・職制用地の活用にあたっては、まず、物流の効率化や親水機能の確保など、港湾の特性を活かした臨海部再編を基本とし、港湾管理者において、臨港地区における分区制度胆の土地利用規制について弾力的な運用を図りつつ検討するとともに、それに限らず、都市行政を始めとする他の行政との運携を図り、地域全体としての対応を検討していくべきである。6　港湾間の相互の連携と調整　国や地方の財政制約がある中で、港湾施設の効果的・効率的圃な整備が求められている。このため、特に複数の港湾が近接して存在する地域において、各港の施設や機能を相互に補完しあうことは，地域全体の利便性の向上に結びつく施設の早期共用や、施設整備の重複投資の防止の意味でも重要である。また、単一の港湾管理者のみの対応でなく、複数の港湾管理者の連携による対応も重要であり，地域の連携した取り組みによって、水質等の環境改善の効来を高めるといった取り組みへの認識も高まってきているところである。　このため、集中投資による施設の早期供用、共同した定期航路の�u致活動、閉鎖性海域での環境の保全・創造等、複数の港湾が連携して対応することが有効な事項については、港湾の開発、利用、保全に関わる関係機関が一．・体となって連絡調整を行うことが重要である。　特に、国際的な視点での取り組みが求められる国際港湾の競争力の維持向上等の観点から、港湾管理者相互の連携・調整の実効性がある仕組みを検討すべきである。さらに，地方の自主性を活かしつつ、地方公共団体の枠を越えた広域港湾についても検討することが重要である。第3節環境の保全・創造のための取り組みの強化1，良好な自然環境の保全・創造への積極的な取り組み　港湾行政は、これまでも，その時々に生じた環境課題に対しては適．切な対応を講じてきた。しかし、近年、認識の高まりを見せている自然環境の創造に対しては、十分かつ積極的な対応を講じ得ていないのが現状である。　このため、輸送拠点としての港湾の整備や運営と同様に，良好な港湾環境の形成についても、その重要性を明確に認識し、積極的に対応して行くべきである。　実施にあたっては、干潟や海浜を始めとした貴重な自然環境への影響を最小限に抑制するに止まらず、新たな干潟や浅場の造成、護岸の緩傾斜化や海水浄化機能を有する撰造の採用等を始めとした生物生息環境を創造する構造形式の採用等の取り組みについても，港湾の開発・管理を通じて得てきた潮流や漂砂等の知見、水質浄化機能や生物生息状況等に関する調査研究等の成果の活用を図りつつ進めていくべきである。2．循環型経済・社会の構築への寄与　背後圏の都市圏から発生する廃棄物等については、減量・減車化、リサイクルの努力がなされているところであるが、なお必要となる最終処分場の確保は，内陸処分場の逼迫とその確保の困難性等から、相当程度海面に依存せざるを得ない伏況にある。特に港湾と都市が．．．・体となって発展してきた我が国にあっては、港湾区域内での確保の要請が高い。　一・方、人口が集中する三大都市圏域等の前面の港浮貸：域では、閉鎖性湾域であることによる地形上の海域の有限さ等から、廃棄物の受入も無制限に可能ではない。また、臨海部の土地需要が旺盛であった時代にあっては、廃棄物処分終了後の用地の利用も順調であったが，昨今の経済・社会の情勢の中で，その需要は低．ドしてきている。　このため、溝面処分場における廃棄物のより長期的なつ安定的な受入を担っていくためには、廃野物の発生抑制も心待できる排出者負担原則に基づいて、廃葉物埋立護岸の整備鱈源の確保と廃棄物の処理料金の設定が可能となるよう、制度の見［目：しも含め検討を行うべきである。また、港湾工事の実施に伴い発生する凌深土砂や各腫建設副産物についても積極的に資材として再活用する等、港湾」吉備において資源循環型の取り組みを強化していくことが必要である。　更に，循環型経済・社会の構築の観点から、廃棄物の減量・減楽舞やリサイクルに関わる関係機関と違塾した幅広い取り組みも必要である。3．港湾区域の適正な利用の確保　港湾区域は、経済的に．・体の港湾として管理運営される水域として設定されており、船舶の安全な航行のためにも重要な水域である。　しかし、港湾区域には、水域占用許可を得ていない構築物の率直や、所有者不明のプレジャーボートが放置される等、港湾の適正な管理運営、安全な船舶航行、港湾や周辺環境の保全等に支障を来している例も少なくない。　港湾区域の適正な利用を図るためには、水域管理上の支障を及ぼしている構築物や船舶の処分等について、港湾管理者が適正なf．f政処置を講じることができるようにすべきである。　特に、プレジャーボートについては，届出等の制度の鼻入による所有者の体系的把握と併せ、所有者の自己貢任による係留・保管場所の確保のルール徹底や義務化についての検討を行うとともに、簡易な係留・保管施設の整備、暫定的に係留を認める水域の設定等を進めていくことも必要である。第4節　港湾行政の透明性、効率性等の向上1，事業評価の実施　財政制約の中で、より使いやすい港湾づくりを進めていくためにも、公共事業のより効率的な実施が求められている。このため、港湾の建設及び改良においては、事業の実施の前あるいは途中において、事業に要する費用とその効果を比較する等の手法による評価を行い、その結果を公表することにより、公共事業の決定過程の透明化及び評価の適正化を図ることとしている。　今後は、事業実施前及び実施中の費用対効果分析に加えて、時間管理概念の導入や事後の。r価方法についても検討すべきである。なお、分析方法については、より適切な分析方法となるよう，実施を通じて得られた課題等に対する改良を加えていくことが必要である。2．施設の使用ルールの多様性の確保　港湾施設の使用形態には，現在、不特定の船会社がその都度利用する「公共方式」と特定の船会社等に貸し付けられる「公社方式1がある9　「公社（公団）方式」は、196D年代半ば、海上運送のコンテナ化が加速度的に進展することが見込まれたことから、船会社等の要望を踏まえた「コンテナ埠頭の緊急整備」と「専用使用によるコンテナ船の効率的利用」を可能とするため、従来の「公共方式」を補完することを目的として創設されたρその後，内航中長距離フェリー航路においても導入された。　しかしながら、「公共方式」と異なり、国と地方の無利子貸付金や財投資金等の借入金による施設整備のため、原価回収を基本とする固定的な貸付料金となっている。このため、公社バースの取扱貨物量が当初借り主の想定した量と異なってくる場合には、借主である船会社にとっての当該貸付料の負担感も大せんぎょう　平成11年9月号．（〔きく違うものとなってくる．　さらに、就航船舶の大型化に伴う施設の高規格化・大規模化等から施賦整備費が高額となっていることや「公共方式」によるコンテナ船やフェリー航路用の同等機能の施設整備が進んできていることもあいまって、「公杜方式」のメリットが相対的に低下してきている。　他方、「公共方式」についても、現行では，原則として船会社はその都度利用する毎に、施設の使用許可の申漬を行い港湾管理者が係留場所を指定することとなっており、施設利用における不安定要因となっている。　港湾における輸送コストが最も低減される使用形態は、その貨物取抜量によって異なり、船会社等のニーズに適宜対応していくための使用形態の多様化や効果的な財政支援等を講じていくことが必要となる。　このため、各港においては、各港湾管理者が港湾を一元的に管理運営していく観点から、港湾の実状に応じて「公共方式」と「公社方式」の適：IEな役割分担について見直し、次のような検討を行うことが必要である、，「公共方式」については、公共性を「卜屠しない．．．淀の条件下で定期航路等の効率的運用を図ることが可能となるよう各港湾の実情に応じた使用ルールの確立並びに「公社方式」については、船会社のニーズを踏まえた施匡乏運露形態の多様化及び「公共方式」とのバランスを考慮した支援方策のあり方の検討を行っていく必要がある。3，更新需要への適切かつ計画的な対応　港湾施設には、その設計時の耐用年数を50年としているものが多く、1960年代から急速に整備された施設の多くが、約10年後には設計上の耐用年数を迎え通常の維持、管理の範囲を超える更新需要が急増することが懸念される。　厳しい財政制約の中で、既存施設の延命化を図る一・方、機能的な陳腐化による耐用年数以下での更新需要への適切な対応も考慮し、更新投資の過度の集中を防ぐためにも計画的な更新工事を進めていくことが必要である。そのため施設の老朽度合の確認、更新の必要性の有無の検詞．、復旧工法等の調査・設計を計画的に進めておくことが必要である。　また、更新にあたっては，施設新設時と同様に多額の整備費が必要となる場合も想定される。施設の建設当初の効用を維持・復旧する目的の改良工．事により、経年的に進行している施設の出血回復や延命化を図る財政的措置の充実が必要である、、　その際、港湾管理者に管理委託されている国有港湾施設については、費用負担や実施主体等に関して必要な検討を行い、施設管理の委託者と受託者の役割を明確にしておくべきである。4．緊急時を始め迅速な施設の状況の把握と情報提供を可能と　するシステムの構築　阪神・淡路大震災等の大規模・広域的な災害の経験を踏まえ、災害を未然に防止することのみならず、発生した災害に対して、状況判断や被害拡大防止の措置、災害復旧に迅速かつ機劫的に対応できる危機管理が求められている。　また、国の定める基本方上等に対する各港湾毎の施設零1．備の進捗等の確認や、各港におけるサービスの状況の把握、港湾利用者等への迅速な情報提供のためにも港湾施設の管理状況を一元的に把握出来る情報のデータベースは有効である。　このため、災魯発生時等の諸々の状況下において、港湾の現せんきょう　平成11年9月号状を把握するとともに、港湾利用者等にも情報提供していくための二三管理システムを構築するべきである。この際、公平かつ迅速な利用が可能となる運用体制を確立する必要がある。5．技術の開発の推進とその成果の活用〔技術のグローバル化・多様化への対応）　技術のグローバル化も進みつつあり、例えば「貿易の技術的障害に閃する協定」によりISQ（国際標準化機構〕等の国際標準の尊重及び性能規定化が国際的に取り決められ、また、技術者の国内資格と国際資格との整合を図ることも必要となっている。　また、技術行政に求められる要請は多様化しつつあり、とりわけ、ライフサイクルマネジメントは、施設の構造安全性かつ良質な閥旨の保持・確保という意味から、その重要性が更に増すものと考えられる。　これら必要な諸口準の整備や我が国の基準の考え方の国際標準への反映等、技術0）多様化や国際化に対応するための組織的かつ積極的な対応が重要である、，〔技術的な支援の強化｝　港湾技術研究所の広範な基礎的研究及び港湾建設局等の事業実施を逓じて得られた技術は、海外の技術基11ζにおいても採用される等、国際的にも高い評価を得てきている。　社会資本整備においては、品質の確保及びコスト縮減に対する事業主体の技術的費任が今後更に増すものと考えられ、事業の適正な実施のために事業主体としての技術の保有が重要な課題となる。　また、技術の集私亭が十分でない場合にも対応できるよう、研修等を通じた技術の普及や移転、国等の経験陛かな技術者の活用による支援が．可能となるような仕組みの整備を図ることが必要である。　〔技術研究開発の推進）　国は独自の技術開発以外にも，大学や民間との共同研究・共同技術開発等、他機聞と連携した技術開発の推進及び技術開発成果の活用を促進する施策についても積極的に展開してきたところであるが、他分野への展開も含めこの重要性はますます高まるものヒ考えられる。　技術研究開発の効率化、その閉口成果活用の透明性、技術の国際化といった技術研究開発に求められる諸要件を踏まえると、効率的な研究開発体制の確立，通信・情報技術等の次の時代をリードする技術シーズの発掘、技術研究開発成果の評価、国際的な貞献芋が重要となる。　そのために国としては、例えば、海上交通の安全性や高速化・効率性を向上させる輸送システムの構築に関する分野，環境創造の分野、自然エネルギーの活用分野、大規模な震災や油流出事故の際の危機管理の充実を図る分野等、港湾技術として目指す同標を明示しておくことが必要である。おわりに　今後、「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について　中間報告」についての意見を広く募集し、それらの意見も参考としつつ、施策の其体化のための検討を進め、年内を目処に最終答申（案）をとりまとめる．予定である。　なお、本中間報告の内容については、今後の経済・社会の変化等港湾を収り巻く情勢の変化に対応して、将来、各施策に見直しが必要となった場合には、改めて検討することとする。）．｝．名・目6」手II箪古　⊆甲辛哩再。配下到rl含由�DD十塁号⊂o（o阜4‘．4く4アlrlz目智�AD噺ア2，橡耳響壬一吾rl・▽戸66ム�@　（竃ξ）εz9‘8699」QτQ9euogsQG99℃86u�e966‘疋乙セε‘Qτ乙ζLセ乙ヤ’o℃8乙08‘乙仲6‘ε1089ε1据08ε9」99τ9‘セOOε‘εz98‘セ10ビ98‘セ1乙61ゲ1zH‘IIzε1goIz9ビD匝ボラε乙9‘εIig‘9919‘ττo919‘τ191．POしZ客19‘699ε81oε工o9セゼεzτ9‘28乙8署00ε‘0τo00Z‘0正99酋‘εε91‘客亭00セεε810乙9ε‘ウε6乙‘ε1師‘zレZrlτga6班‘IIウε96‘セ098‘ε／6ZI6孟∠囲0死ε‘7セ乙9‘セ6ε乙‘9960’ε10960’aτε9セ1‘z乙91Lビτ09199∠認OH倖9‘9セ6乙‘99ラε‘εεOr9τ0εOr9τ乙ビε9‘1εラ8‘H18工00190ε毘19ム囁已69『8εラ8‘乙ε89」910εセε96591τ　6661II8‘1ウ91‘IIセε10⊆9正ε0109℃孟9τ’98師乞969‘H0969LIIε1　8661OO乙‘再Z乙6‘9ε正08♂166ゼa008しεgs8レ66し四10『698ε6〜P1呂9」P8191ガ1∠6τ‘98τ86610死‘εセ89ゲ091ε69乙τε‘乙死乙℃69051τ9ダ99Z6r∠996∠L9セεεε‘ε61ε995z966‘961乙66王9正8‘6zτ99‘坤正乙9乙τ09‘919客5ε8686ε『99609‘69秘ε‘廿96ビ6‘00Z8乙ラLa乙Oゲε0ε966τ王90‘6セ乙08‘．レ91εQ8セ90‘9τセ6‘1gz9‘1τ9呂‘∠9uε‘z99乙乙‘8セ1ε乙‘乙91H65セzセ9‘z∠1S6619乙89シ∠oセ‘9∠10ε9‘τ0εセ‘セ∠乙ゲεセε9‘966z‘89193‘蹄εδ6‘仲可乙‘691セ99‘正18乙6‘081セ66τε00’9ε9四‘801H8乙9ε‘sε9ε‘z80ウ乙9τ‘6969τ‘ビセε90‘9986ε‘セ910乙ラ‘889乙‘泓1ε661poμa（1．d1」↓可｝ω壱・1諒m載紐欝慰旦瀞智旦砒硅繋　　野口凛由（醒．M陪目　曹）4磁く4墾鴇甥翼↓暴　▽鋸附山鼠躍山禦野必図（↓／N・上；耳｝寅）09’9ττ乙8’OII0セ℃工1899’銘1o乙’91198’6ττ乙0客’εε1ZI’81106’OZτ9εε’麗19FOZ正Irεε1996’1ε196’乙IIτ8’6Hセ9ε’sε19ザ乙τ18乙’61τε9乙’la正9FεII99’9Hz0ど’9H99’OI．［8rεH巨1虫666τo乙’客ZI0ε’9Hウ9’乙Hビ199’銘10ε’9τ189’0乙1II9乙’9ε1gz’廿ττ0ε’1乙10τ08’6ε190’18．［69’セε16oo’却190’1セτ乙9’．P阿目8毎866τoo層乙セ1gzつ1τ68’0ε18661gz’τε1⊆ε’1ττ00’王ZI乙66正1ε’0工1⊆0’866乙’80196619ε’ウOI0ε℃890’セ6966i00’6019ラ’96死’ZOIセ66正9ガ9ζ109’OOτ6i’IIIε6610「091OS’死118’仲正066工恥箪響章障誉咽鵬目　毎25ζ￥卜購準r�F讐1車田目田脂耳ζ±’ε　　　　　　。蛍了コ櫻馨一眠　　（忍）9’9　▼9’巴　▼6ラa‘10乙6‘乞61客�h乙8’9　　▼∠’9　　▼8乙rI8τ6‘9960しセ9ビ℃　　▼6’II　▼8ε8ε9乙‘zτ99℃99’セ　　▼セ’乙　　▼姉0‘16乙6‘εε90�hセ9’OI　▽ε’9　▼0τεLI966‘ビ90ε�hεガ9　▼呂9ビ1　▼乙ε6乙99宅ラ69℃ε0’認　▼9’Dτ　▼69二969‘ビ正9ゲε巨1寿6661乙’lzε’ε1　▼91プ正セ1乙L乙6ZI‘セ客18’H　▼8’zτ　▼ε6868ガε冨89‘9τ王8’P正　▼乙’9　▼99ε51910トε正8ε‘セOIτ’6　▼6’εzセ9‘1ラ90’9∠69‘セ60’ε　▼0’Z乙681客1℃セ10‘セ89’雲　▽9’9ε1ε‘正帥z℃正99�h目∠方866／9’0正　▼9’0　▼II6‘ε1ε99‘9ε9廿9‘0986619’二6’ε1正96℃996℃ラ乙ε6℃9乙661ε’z正9’εε86‘68P9LIε0ε9‘P96618’9工9’6工09‘乙998‘εεム9プ1セ066工8’ε　▼0’セ0乙8‘OI980‘1ε99ポ倖9861o’冨εセ’0εZI9‘9▼966‘正εZ8ε‘6Z0861Y　騨田　騨（豆1つ）（aOJ）〔％）コ傭国忌輿・2位蝉催田（▼｝YY　嚇叩　嚇冒　毎（皆1畔購亘晶』≡増勢爵靱�F暫F目幸E［」〆1rこ1＊↓迷’己　　　（田卿肌　剰寅）　　　　　　　　　　盤昇F�F1舞皆皆国』〔≠Cヒ’L懸纒撚癬灘藤撫懸蕪捏題謬重1蟹1一囲）．）．離鰯　　懸譲灘　熱馬．．眼・瀧継想蝋戦　・一熈一騰撒蹴灘魎灘150］oo50D園由1ペルシャ湾／n本・ペルシ門・湾／欧米｝／’＼　Nペルシャ湾／日本@　へ　，ヘ　　　ヒ’　、r　　　　’　　ゾ、バ　一　　　1、’ぜ　　、f　　、f”@　　、！サ〜　　　＼一ｵペルシャ湾／欧米｝9麟〔年1　　　L9師19日619971S931999　　iドル）15D　45　　35死qα　3G　　25　　2050　　聖5　　10　　50　　　D1994〔年1穀物〔ガルフ／i］本・北米丙li…／「体・加レ7／酉陶　　　ガルフ／日本旧95　　　　L’　＼　ガルフ／西欧］996　　　　　　　ig9719981999黎佃踊3。器附隠m5D4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次199719981999199719981999最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1234．5678910111266．25　62，00U6．50　58．5QU9．00　58．00U7．50　46．50V2，50　61．50V6．50　65．50W6．75　68，50X4．00　85．OOX4．50　72．50P00．00　89．OOW2．00　75，00V5，00　49．5062．OO　50．00U9．OQ　60．ooW2．00　67．50V2，50　65．00W7．50　69．00V5．OO　62．50W2．50　74．75W0．00　60．00U0．00　44．00U2．50　52．50U2．00　47，50U2．75　48．0067．50　60．75V2．50　59，50V0，00　51，00S5．00　35．OOS2．50　37．75U2．50　45，00@　　38，00S0．OD　36．0056．50　52．00T2，50　47．50T7．50　50．50T2．50　45．00T9．50　45．00U0．00　52，50U5．00　50．00U7．50　65．00V0．00　60．OOV7，50　70，00W0．00　65．ODU2．50　42．5Q52，50　42，50U0，0D　妬．DOU7．50　55．00V2．50　55．00V7．50　69．00V7，50　56．5QV2．50　65．00U8．50　52．50T6．00　40．00T5，00　51．50T3．75　44．00T6．50　43．7562，50　51．00U5．00　50．00U2．50　42．50S0．00　33，50S7，50　33，50T5．OO　37．50S5．OO　36．75S5，00　36．00（注）�@日本郵船調査グループ資料による。@　　　るもの。　�Cグラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。　�Bいずれも20万D／W以上の船舶によ5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（．学．f立：　ドノレ）ガルフ／日本北米西岸／日本ガルフ／西欧月次199819991998工99919981999最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1221，25　19．00P9，00　16．5016，00　13，25P7．OO　14．2511．50　　9．OO@　8，759．15一10，75　　9，00V．90　　7．509．50　　9．00　　一319．50　17．5018．00　15．2512．85　11．5010．75　　9．306．75一4〔」20．OO　16．00P7，GG　／5，5018，35　14，25Q0，50　16．50二二　　　　P0，50　　7．509．50一615，35　13．7017．60　15．50一一一一714．00　13，0018，50　16．009．7510．95　10，80『一8913．00　12．50P2．75　12．7020．50　18．60＝一一8．5012．0010一一8．751113．75　12．75　8，75　　7，5012／2．85　12，25一8．50　　6．75（注）�@目本郵船調査グループ資料による。Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの。せんきょう　平成11年9月号｛ド旧25L51050石炭いンプトンローズ／日和・鉄鉱石｛．7バロン／「体・ツノ畑ン／，唾陶／石炭（ハンプトンローズ／日本）　ρ／@「^’f、へ　＼　　＼　　＼　　　＼　　　＼’　、！鉄鉱石iツバロン／日本）1／1、／V＼」@　　　　@　　　1〆　　　　レ’！、、＼　＼　へ　／^／鉄鉱石（ツバロン／西欧）1934［年1旧ヨ51996旧971999旧991ドル〕25　4002D15旧53002502冊1501GO駒O　　O運賃指数　　一ｪン7イ　_ーティー肛，へ�d　　へ　　ltl�d　、，　　一ｪン7イーNリーンY、　　　　　、’@　ノY＼！、、ノ1�d、　＼’’　　　、f’　　、L卜A　「m／ノ　f小型　　＼戸　、＼@　　、　　、、へ、1一　　　　　、r_ヘ　へゾ　　�k　中型、！’一@　、@　　、　　’VLCCL994［年119951995199719日巳L999柵3002甜�o15D‘◎Do6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単位　　ドル）ハンプトンローズ〆日本（石炭）ツバロン／日本（鉄鉱石）ツバロン／西欧（鉄鉱石）月次199819991998199919981999最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　．最低最高　　最低1一一一「一6．504．30　　3．502一L一．i．．一『5．80　　5．254．40　　3．7539．75一一一一4．45　　き．454一一一一5．25　　3．954．OO　　3．505一一一一4．70　　4．155．05　　4．606一．一一−一4．304．10　　2．207一一一一一一8一9．254．506．854．80　　3．254．70　　4．4096．506．555．0010一一一ll一4．50一一12一『4．15（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　�Aいずれも10万D〆W以上15万D〆W未満の船舶によるもの。　　　�Bグラフの値はいずれも最高値。（、7．タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次199719981999VLCC中型小型H・DH・CVLCC［．1．1型小型H・DH・CVLCC八型小型H・DH・C157．31D7．2165．6188．4．233．855．3llO．4150．3140．7ユ75．053．591．2116．8150．O198．9259．1114．1164．1198．1255．854．6104．8142．1154．5工7L458．795．8138．0161．2165．7358．41D9．1155．9201．4237．768．696．7．．1．32．9146．5175．562．292．1113．8164．3159．3462．Ol19．7201．3193．9223．472．4106．1145．7160．6161．94＆893．9136．7167．5144．2552．3llO．4182．0181．2213．770．391．8122．ユ156．6155．137．888．13／28．2176．6158．3663．4llO．9182．6203．0202．875．298．2U9．8170．8152．040．785．8121．4209．9157．3763．8107．2172．5185．5181．274．2104．8136．3167．4160．949．475．7124．0196．3164．5870．3100．4159．9176．2、．7．5．775．399．61292／6s．o159．7983．4110．6148．1179．5170．360．388．9工202165．4152．31076．2l13．9152．6181．6163．947．279．21072158．3151．31189．51／4．9166．5164．6149．65・LO82．4117．0146．7工60．91274．31／0．6138．9ユ80．1184．048．688．2l19．8133．3182．3平均67．5110．8165．8186．1199．363．095．9128．5155．7163．1〔注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。〔シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に創lD�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃　　　指数の5区分については、以下のとお｝1　�CIV］LCC＝15万トン以」二◎．中型：7万〜15万トン　◎小型：3万〜7万　　　トン　．�羽・D茜ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満　1雰IH・C＝ハンディ・クリーン：全船型。圃せんきょう　平成11年9月号ヒ｝．）．．、灘撚織．．盛難　継緻黙細’．’・．’寒湘「」　　　試用船料指数係船船腹用可ロ暦∫日女又1DDO45G450　1000@万Ω側万D州伽姻脚8口o35D350＼鋤隅貨物齪期用船料指数G躍齢劃　　枷ﾗ6DO細　　細　ノ　ー！！、Aゾ　　、一@　　、�o誤レ　，　　　、タンカーm／！、、ハ、、「　　　、！�dv貨物船航海用船料指数、レー＼　　，　　貯　’@’り　　細P50、、、’　」伽1豹（1965．7〜1966、65100｝1σ0　　A@緊ﾝ物船眠ノ，ゴ＼I　　Lノ、　　、m　　�d、　」f4100細ズ2DO1！50500O　　　　Oo1994年1】9951996199719981999】994陶ヨ99519舗1997L99B19998．貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数月次199419951996199719981999199419951996199719981999123456789．LGll12189．QP85．0P85．0P98．0P91．0P99．Q撃X8．0Q02．0Q08．0Q12．0Q12．0Q19．0234．QQ27．0Q29．0Q43．0Q45．0Q39．QQ30．0Q18．0Q20．0Q2L（）H98．0Q09．02Q7．0Q02．O^92．0H92．0P96．0P95．G撃W6．0P89．O撃W6．0P76．〔）P88．0Q11．0209．0P97．0P．99．0P97．0P90．0P84．G撃W3．0P96．0P90．0P91．0P89．O撃W6．0／89．0P86．0P71．0^73．0FL73，0P75．O撃U7．0P65．0P64．0P65．GP70．O撃U8．0166．QP70．0P69．0P72．O撃V3．O撃V6．GP79．0327．0R20．0R24．0R10．0R18．0R34．0R20．0R60．0R49．0R33．0R63．0R67．0358．QR58．0R66．0R77．0S02．0Rgo．0S．26．0R91．0R64．0R55．GR44．2R74．738Q．3R86．6R39．4R63．0R50．0C39．0R39．0Q89．0Q93．0Q94．0R23．0R23．0347．QR32．0?S1．0R54．0R42．0R26．GR38．0R30．0R27．QR16．GQ90．0Q94．0277．0Q54．0Q60．0Q62．0Q62．0Q92．0Q66．0Q10．0Q08．0Q22．0Q31．0Q32．O23LQQ29．0Q19．0Q2LOQ38．0Q38．GQ26．0．平均199．8226．1193．3192．6172．1335．4375．5334．9328．1245．5（注）　�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。@　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11　　　　　　　　　　　　　　　（シッピング・ニューズ・インダーナショナ獅ﾉ合併）�A航海用船料指数は1965．7−1966．6＝100定期用船料指　　　　　：数｝ま1971己10009，係船船腹量の推移199719981999只次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数　千GIT千D／．W隻数．千G〆T千DハV．隻数千G／T千DハV隻数千G／T千D／W隻数千G／T千D／W隻．数千G〆T．下．DハV12345678910n12248　　2，110　　2，589Q41　　1，996　　2，4．02Q53　　2，G55　2，420Q51　　2，073　　2，462Q49　　2，Q86　　2，52QQ44　　2，008　　2，426Q39　　1，969　　2，449Q46　　2，120　2，4．29Q46　　2，084　　2，375Q64　2，281　2，634Q65　　2，252　2，555Q69　　2，254　　2，596551，5072，757T71，6282，804U31，7102，970U41，7963，101U31，7813，06GT71，7763，052T81，8233，160T71，7763，031T31，4872，474T71，6162，591T81，5432，532T91，4502，464250　　2，063　2，423Q44　　1，911　2，22QQ46　L957　2，2S1Q47　　2，028　2，381Q56　　2，Q92　　2，448Q59　　2，171　2，546R10　　2，848　3，408R11　2，816　3，420R19　　2，852　3，420R26　2，885　3，420R24　2，9／5　3，515R24　3，004　3，718571，4502，466T51，4δ02，492T81，7吐4．3，066T61，6，Z52，927T51，6652，889T41，6812，939T82，0183，631T82，0183，621T71，7262，941T31，4532，479T01，4，D72，415T11，4652，528328　　3，242　4，060R17　　3，094　　3，830R12　　3，248　　4，135R06　　3，321　4，275RG3　3，114　3，94．9R28　3，503　4，535R29　3，374　4，345R41　3，407　4，377511，2052，ユ25S7　9071，487S5LQQ41，720S91，1831，943S91，1741，926T01，3872，485T01，3632，443T11，5122，639（注）ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベヅセルズによる。せんきょう　平成11年9月号　6月13日は本格的にGOLF　BAGを担いであちこち歩き始めて20余年の記憶の中で忘れ得ぬBIG−GE皿DAYとなりました。梅雨の合間のどんよりした一日ではありましたが、入社以来一・度の海外駐在を除いて異動の経験のなかった小生の為に設けてくれた送別（追い出し）ゴルフを仕事仲間と言うか、良きゴルフ紳問で一日互いに楽しもうよとの目的だったのですが…。　日頃はグリーンにオンさせるにも苦労する平均的・典型的なサラリーマン・ゴルファーであるにも拘わらず、神の導きかスタートよりその日は突然変身し数年に一一・度と言うようなアタリを同伴者の視線を背に感じながら（日頃の小生の実力を良く知っているからです）飛ばしたのです1　事件、将に事件です。午後のショートボールでホールインワンが出たのです。　気持ちの昂ぶりを感じつつボールを拾い上げ、先ず思ったことは　・エライコッチャ。保険は確か4月に更改したな、待てよいくらだったかな。ゴルフ場での作法はどうするんだ？…と本当に締まらないものでした。　嫁さんもゴルフ場発行の証明書を見て初めて事の重大さに気付き保険証券を取り出してくれたが記載金額をみて再び…エライコッチャ…どうみてもそれでは足りない持ち出しだ1　興奮もさめ、日頃のサラリーマン・ゴルファーに戻ってみると小生にとってはやはり快挙です。記念のお祝いはやはり相応にやるとべしと嫁さんの許可を得てゴルフ仲間の助言を拝聴しながら、あれこれ祝いの品を考えている内に、そこそこのゴルフ人生において相手願った同伴者の顔・名前を思い出しつつ、もう一度最初から縁・付き合いとかを振り返ってみる機会を得た事は小生にとっては誠に意義深いもので、記念品を考える以上に価値のあるものに変わったのです。その中でも特に今度は小生のサラリーマン人生にとっての方向を決めるに当たって大切な助言を与えてくれた人々の顔が重なり自分の3Q才を過ぎてからの良き師でもあった事に思い至りました。今回初めての異動の内示を受け異動迄の間のこのホールインワンと言う大きな出来事は、多分ゴルフの神様が背中を押してくれたと思う今日この頃です。　最後にもうひとつの大事な経験をお話ししますと保険の付保額は最低30万程度必要です。何か自分の記念にもと考えるならもう少し必要かも知れません。でも小生のその後のゴルフは日頃の腕前に戻りホールインワンにはほど遠いものになっております事を申し添えておきます（即ち増額の必要はないのです）。飯野海運総務・企画グループリーダー　　　紅葉光彦せんきょう9月号No．470（VoL　40　No．6）　　　発行◆平成ll年9月20日号　　創刊◆昭和35年8月10日　　発行所◆社団法人　日本船主協会　　　　　　〒102−8603東京都千代lll区平河町2−6−4〔海運ビ，レ〕　　　　　　TEL．〔03）3264−71S1〔総務部広1蔚乏室）編集・発行人◆鈴　木　昭　洋　　　製作◆株式会社タイヨーグラフィック定価◆如7円〔消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を徴収している）せんぎょう　平成11年9月号　　一‘●翼O．診おねある葛ε1）黙ノ��一船会社の仲間たち今回、登場して頂くのは第三回1　所属部署の業務は主にどのようなものなのでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　態。饗瀬瀬講藩額1路に関する調査研究、各種輸送方式の研究、貨物踏付け検討、海象気象の分析…等の業務を行っています。第一中央汽船�椛D舶グループ海務チーム加納正融さん（3臓）です。一　一ﾖ3　御社または御社の船舶の自慢といえば？　当社は多種な専用船、不定期船を運航しています。これら船舶に様々な荷役設備をのせていますが、特にセルフアンローダー設備については多くの実績があり、多様化したニーズに即応しえるノウハウを確立しています。、」」）4．今後チャレンジしてみたい仕事について教えて下さい。’『_　　　　　　　　　　　　　　」2　これまでの会社生活の中で一番の思い出といえば…？　　　入社後の見習い期間を経て初　　めて三等航海士となった航海当　　直で、正船首からの反航船を経　　験しました。その時の緊張感とζ：撫心驕1羅　　徹底したいと思います。L＿ノー一一一一一一一一噂一楓一一現在は目前礁務に追加る苓状態です。各部からの問い合わぜに対して「それはですね…」と間髪入れずに即応できるよう、知識の」L引き出し冊が少しでも多くなるように、あらゆる業務にチャレンジしていきたいです。｝、　L第一中央汽船�鰍ﾌ事業概要　当社は、鉄鋼原料、非鉄原料を輸送する各種専用船を中心「こ油送船、遠洋不定期船、近海不定期船、内航船を擁する海運会社であD、「堅実にして積極」を経営理念としています。船が支える日本の暮らし祐・J・p・n・・eshψ・w…5・A・…i・・i・・http：〃www．lsanet．or．jp／（（

